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日本病院会会長殿

医政発 0331第 40号

平成 26年 3月 31日

「医師法第 16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」

の一部改正について

厚生労働行政の推進につきましては、平素より格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げ

ます。

標記について、今般、別添のとおり通知を発出しましたので、御了知いただくととも

に、会員等各位に広く周知されることについて格段の御配意を賜りますようお願い申し

上げます。



医政発第0612004号

平成 15年 6月 12日

（一部改正平成17年 2月 8日

平成17年10月21日

平成18年 3月22日

平成19年 3月30日

平成20年 3月26日

平成21年 5月11日

平成22年 4月14日

平成23年 3月24日

平成24年 3月29日

平成26年 3月31日）

各都道府県知事殿

厚生労働省医政局長

医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について

医師の臨床研修については、医療法等の一部を改正する法律（平成 12年法律第 14 1 

号。以下「改正法Jとしづ。）による医師法（昭和23年法律第20 1号。以下「法」と

いう。）の一部改正により、インターン制度が廃止されて以来36年ぶりに抜本的な改革

が行われることとなった。すなわち、診療に従事しようとするすべての医師は、臨床研修

を受けなければならないこととされ、また、これに併せて、臨床研修の内容の検討を進め、

医師が、適切な指導体制の下で、医師としての人格をかん養し、プライマリ・ケアを中心

に幅広く医師として必要な診療能力を効果的に身に付けることができるものとすること

とされたところである。これを踏まえ、平成 14年12月 11日に、医師法第 16条の2



、

第1項に規定する臨床研修に関する省令（平成 14年厚生労働省令第 15 8号。以下 f臨

床研修省令j という。）が公布・施行され、また、その後の検討を受けて、平成 15年6

月 12日に、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正す

る省令（平成 15年厚生労働省令第10 5号。以下 f改正省令」という。）が公布・施行

され、下記のとおり、新たな臨床研修制度が定められたところである。また、本制度の円

滑な実施を図るため、地方厚生局において、臨床研修病院、大学病院、医療関係団体等の参

加を得て連絡協議会を設置することとしている。

新たな臨床研修制度は、医師が、医師としての基盤形成の時期に、患者を全人的に診る

ことができる基本的な診療能力を修得することにより、医師としての資質の向上を図るこ

とを目的としており、地域の医療提供体制の整備に当たっても、重要な役割を果たすこと

が期待されるものである。ついては、貴職におかれでも、臨床研修省令の趣旨、内容等に

ついて御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知

に努めるとともに、地方厚生局において設置する連絡協議会に参加するなど、新たな臨床

研修制度の円滑な実施に御協力をお願し、する。

記

第1 臨床研修省令の趣旨

法第16条の2第1項に規定する臨床研修については、改正法による法の一部改正によ

り、平成16年4月1日から、診療に従事しようとするすべての医師に義務付けられると

ニろであるが、臨床研修省令は、法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関して、臨

床研修の基本理念、臨床研修病院の指定の基準等を定めるものであること。

なお、改正法附則第8条（臨床研修修了医師の登録に係る経過措置）の規定により、同

日前に医師免許を受けている者及び同日前に医師免許の申請を行った者であって向日以後

に医師免許を受けたものは、改正法による改正後の法第16条の4第1項の規定による臨

床研修修了者の登録を受けた者とみなされること。

第2 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準

1 用語の定義
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(1) 「臨床研修」

法第16条の2第1項に規定する臨床研修をいうものであること。

(2) 「臨床研修病院」

法第16条の2第1項の指定を受けた病院をいうものであること。

(3) 「基幹型臨床研修病院J

臨床研修病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であっ

て、当該臨床研修の全体的な管理・責任を有するものをいうものであること。

(4) 「協力型臨床研修病院」

臨床研修病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院であって、基幹型臨

床研修病院でないものをいうものであること。

(5) 「研修協力施設J

臨床研修病院と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修病院及び医学を履

修する課程を置く大学に附属する病院以外のものをいうものであること。以下「臨床

研修協力施設」という。

なお、臨床研修協力施設としては、例えば、へき地・離島診療所、中小病院・診療

所、保健所、介護老人保健施設、社会福祉施設、赤十字社血液セマター、各種検診・

健診の実施施設等が考えられること。

(6) 「臨床研修病院群j

共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院及び協力型臨床研修病院をいうもので

あること。臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修協

力施設も臨床研修病院群に含まれること。

(7) 「大学病院」

医学を履修する課程を置く大学に附属する病院をいうものであること。

(8) 「研修管理委員会」

臨床研修を行う病院において臨床研修の実施を統括管理する機関をいうものである

こと。

なお、研修管理委員会は基幹型臨床研修病院等、臨床研修を管理する病院に設置さ

れること。

(9) 「研修プログラムJ

臨床研修の実施に関する計画をいうものであること。
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(10) 「プログラム責任者」

研修プログラムの企画立案及び実施の管理並びに研修医に対する助雲、指導その他

の援助を行う者をいうものであること。

(1 i.) 「研修実施責任者」

協力型賎床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の

実施を管理する者をいうものであること。

なお、研修実施責任者は、プログラム責任者及び臨床研修指導医を兼務しても差し

支えないこと。

(12) 「臨床研修指導医」

研修医に対する指導を行う医師をいうものであること。以下「指導医」という。

(13) 「研修医」

臨床研修を受けている医師をいうものであること。

(14) 「臨床病理検討会」

個別の症例（剖検例）について病理学的見地から検討を行うための会合

(Clinicopathological Conference: C PC）をいうものであること。

(15) 「研修期間」

臨床研修を行っている期間をいうものであること。

2 臨床研修の基本理念

医師については、単に専門分野の負傷又は疾病を治療するのみでなく、患者の健康と

負傷又は疾病を全人的に診ることが期待され、医師と患者及びその家族との聞での十分

なコミュニケーションの下に総合的な診療を行うことが求められていること。また、医

療の社会的重要性及び公共性を考えると、臨床研修は、医師個人の技術の向上を超えて、

社会にとって必要性の高いものであること。

このため、臨床研修については、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門と

する分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な

診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの

基本的な診療能力（態度・技能・知識）を身に付けることのできるものでなければなら

なし、こと。

3 臨床研修病院の指定

(1）法第16条の2第1項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うこと。
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ア基幹型臨床研修病院

イ 協力型臨床研修病院

(2）基幹型臨床研修病院及び協力型臨床研修病院は、それぞれ他の区分の臨床研修病院と

なることができること。

4 臨床研修病院の指定の申請

(1）基幹型臨床研修病院の指定の申請

ア 基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始し

ょうとする年度の前年度の6月30日までに、当該病院に関する指定申請書（様式

1）を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

イ 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこと。

(7) 当該指定に係るすべての研修プログラム

（イ）プログラム責任者履歴書（様式2)

（ウ）当該病院の研修医名簿（様式3)

（エ）臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、臨床研

修協力施設となる施設に係る臨床研修協力施設概況表（様式4）及び臨床研修協

力施設承諾書（様式5)

（オ）当該指定に係る臨床研修病院君事を構成することとなる関係施設相互間の連携体

制を記載した書類（様式6)

ワ 基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、当該病院に関する

指定申請書及び添付書類と、協力型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこ

ととなる病院に関する指定申請書及び添付書類とを、一括して当該基幹型臨床研修

病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

(2）協力型臨床研修病院の指定の申請

ア 協力型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始し

ょうとする年度の前年度の6月30日までに、当該病院に関する指定申請書（様式

1）を、基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院の開設

者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

イ 基幹型臨床研修病院として協同して臨床研修を行うこととなる病院の開設者は、

協力型臨床研修病院の指定を受けようとする病院に関する指定申請書（様式1）及

び当該指定に係る臨床研修病院群を構成することとなる関係施設相互間の連携体制
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を記載した書類（様式6）を、当該基幹型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚

生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

5 臨床研修病院の指定の基準

(1）基幹型臨床研修病院の指定の基準

厚生労働大臣は、基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者から指

定の申請があった場合において、当該病院が次に掲げる事項に適合していると認める

ときでなければ、基幹型臨床研修病院の指定をしてはならないこと。

ア 臨床研修省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラム

を有していること。

(7）研修プログラムには、次に掲げる事項が定められていること。

① 当該研修プログラムの特色

② 臨床研修の目標

「臨床研修の目標Jは、 「臨床研修の到達白標J （別添1）を参考にして、

臨床研修病院が当該研修プログラムにおいて研修医の到達すべき目標として作

成するものであり、 「臨床研修の到達目標j を達成できる内容であること。

③ プログラム責任者の氏名

④ 臨床研修を行う分野並びに当該分野ごとの研修期間及び臨床研修病院又は臨

床研修協力施設

「臨床研修を行う分野」とは、当該研修フ。ログラムにおいて研修医が臨床研

修を受ける診療科等をいうものであること。内科、救急部門、地域医療を「必

修科目」とし、外科、麻酔科、小児科、産婦人科及び精神科を「選択必修科目」

とすること。

⑤研修医の指導体制

⑥研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法

⑦研修医の処遇に関する事項

次に掲げる事項をいうものであること。

( i ）常勤又は非常勤の別

（茸）研修手当、勤務時間及び休暇に関する事項

（温）時間外勤務及び当直に関する事項

(iv）研修医のための宿舎及び病院内の個室の有無
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(v）社会保険・労働保険（公的医療保険、公的年金保険、労働者災害補償保険、

雇用保険）に関する事項

(vi）健康管理に関する事項

(vii）医師賠償責任保険に関する事項

(viii）外部の研修活動に関する事項（学会、研究会等への参加の可否及び費用負

担の有無）

（イ）原則として、研修期間全体の8月以上は、基幹型臨床研修病院で研修を行うものであ

ること。さらに地域医療との関係等に配慮しつつ、全体の研修期間の半分以上に相当す

る1年以上を基幹型臨床研修病院で行うことが望ましいこと。

（ウ）協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う場合にあっては、協力型臨床研

修病院の名称、協力型臨床研修病院が行う研修の内容及び期間並びに研修実施責

任者及び指導医の氏名が研修プログラムに明示されていること。

（エ）臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修協力施

設の種別及び名称、臨床研修協力施設が行う研修の内容及び期間並びに研修実施

責任者及び研修医の指導を行う者の氏名が研修プログラムに明示されていること。

（が研修プログラムに定められた臨床研修を行う分野並びに当該分野ごとの研修期

間及び臨床研修病院又は臨床研修協力施設が次に掲げる事項を満たすものである

こと。

①研修期間は、原則として合計2年以上とすること。

② 臨床研修を行う分野及び当該分野ごとの研修期間は、研修医の将来のキャリ

ア等に円滑につながるよう、臨床研修病院の実情及ひ手研修プログラムの特色

を考慮して定めること。必修科目の全て及び5つの選択必修科目のうちの2

つの診療科については、必ず臨床研修を行うこと。

③ 原則として、当初の 12月の間に内科及び救急部門を研修し、次の 12月の

聞に地域医療を研修すること。なお、研修開始時に研修医の将来のキャリア

を考慮した診療科の研修を一定期間行った後に、必修の診療科の研修を開始

することもできること。

④ 原則として、内科においては6月以上、救急部門においては3月以上、地域

医療においては1月以上の研修を行うこと。

⑤ 選択必修科目の各診療科については、研修医の希望に応じていずれの診療科
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の研修も確実に実施できるよう、各診療科において到達目標の達成に必要な

研修を行う体制を確保すること。あわせて、臨床研修病院の判断で適切な研

修期間を設定すること。なお、臨床研修病院の判断で、各研修プログラムに

おいて、選択必修科目の全部または一部を必ず研修する診療科目として扱う

こともできること。

⑥ 必修科目及び選択必修科目以外の研修期間は、研修医が積極的に研修プログ

ラムを選択し、臨床研修に取り組むことができるよう、地域や病院の特色を

いかし、更に臨床研修を充実させるために活用すること。

⑦ 臨床研修を行う分野ごとの研修期間は、①から⑥までを踏まえて多様に設定

するものであるが、研修プログラムの特色や指導体制等各病院における体制

によっては、例えば、当初の 12月について、内科において6月の研修、救

急部門において3月の研修を行うこととし、選択必修科目のうち2つの診療

科において3月の研修の後、次の 12月について、地域医療において 1月の

研修を行った後に、将来専門とする診療科に関連した診療科を中心に研修を

行うことが考えられること。また、当初の 12月について、まず、将来専門

としたい診療科で3月の研修を行った後に、内科において6月の研修、救急

部門において3月の研修を行うこととし、次の 12月について、地域医療に

おいて1月の研修、選択必修の診療科のうち2つの診療科において一定の期

間の研修を行った後に、残りの期間を将来専門としたい診療科において研修

を行うこと、もしくは、当初の 12月について、内科において6月の研修、

救急部門及び外科においてそれぞれ3月の研修を行うこととし、次の 12月

について、地域医療を3月行った後、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科の

うち、 3つの診療科においてそれぞれ3月の研修を行うことなども考えられ

ること。

③ 救急部門については、救急部（救急部がない場合には救急外来）等を適切に

経験させることにより対応すること。

⑨ 総合診療科等、臨床研修を行う診療科の名称が必修科目又は選択必修科目の

診療科等の名称と異なる場合であっても、当該診療科における研修内容が必

修科目又は選択必修科目のいずれかの診療科等の研修内容と同じものであ

るときには、研修内容に応じて、当該診療科における研修期間を、相当する
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必修科目又は選択必修科目の診療科等の研修期間として差し支えないこと。

⑬ 地域医療については、適切な指導体制の下で、患者が営む日常生活や居住す

る地域の特性に即した医療（在宅医療を含む）について理解し、実践すると

いう考え方に基づいて、へき地・離島診療所、中小病院・診療所等を適宜選

択して研修を行うこと。また、研修を行う病院又は診療所については、各都

道府県に設置されている地域医療対策協議会や、関係する地方公共団体の意

向を踏まえるなど、地域の実情に応じて選定するよう配慮すること。

⑪ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合には、原則として、臨床研

修協力施設における研修期間を合計3月以内とすること。ただし、地域医療

に対する配慮から、へき地・離島診療所等における研修期間についてはこの

限りでないこと。

（カ）研修医の募集定員が20人以上の基幹型臨床研修病院は、将来小児科医になる

ことを希望する研修医を対象とした研修プログラム及び将来産科医になることを

希望する研修医を対象とした研修フ。ログラム（募集定員各2人以上）を必ず設け

ること。

イ 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第19条第1項第1号に規定す

る員数の医師を有していること。

医師数については、 「医療法第21条の規定に基づく人員の算出に当たっての取

扱い等についてJ （平成10年6月26日付け健政発第77 7号、医薬発第574

号）に定める常勤換算により算出された医師（研修医を含む。）の数をいうもので

あること。

ウ 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。

「臨床研修を行うために必要な診療科を置いていることJとは、当該病院と協力

型臨床研修病院の診療科とを合わせて、原則として、内科、外科、小児科、産婦人

科及び精神科の診療科を襟ぼうしていることをいうものであること。

エ救急医療を提供していること。

「救急医療を提供していること」とは、救急告示病院又は医療計画上、初期救急

医療機関、第二次救急医療機関若しくは第三次救急医療機関として位置付けられて

いる病院であって、初期救急医療を実施しており、適切な指導体制の下に救急医療

に係る十分な症例が確保できるものであることをいうこと。
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オ臨床研修を行うために必要な症例があること。

「臨床研修を行うために必要な症例があること」とは、 「臨床研修の到達目標」

を達成するために必要な症例が確保されていることをいうものであること。入院患

者の数については、年間3, 0 0 0人以上であること。

当該病院における症例としては、内科及び救急部門について、その疾患等に過度

の偏りがないことが望ましいこと。このため、特定の分野の専門的医療を専ら行う

病院が基幹型臨床研修病院となることは望ましくないこと。

各診療科での研修に必要な症例については、当該病院と協力型臨床研修病院及び

臨床研修協力施設の症例と合わせて必要な症例があること。例えば、救急部門を研

修する病院にあっては救急患者の取扱件数が年間5, 0 0 0件以上、内科、外科、

小児科、産婦人科及び精神科については、年間入院患者数10 0人（外科にあって

は研修医1入あたり 50人以上）、産婦人科を研修する病院の分娩数については年

間35 0件又は研修医1人あたり 10 件以上が望ましいこと。

カ 臨床病理検討会（CPC）を適切に開催していること。

キ 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。ただし、共同して

臨床研修を行う臨床研修協力施設が医療機関である場合にあっては、当該病院及び

臨床研修協力施設が、それぞれの担当する臨床研修の実施に関し必要な施設及び設

備を有していること。

「臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること」とは、臨床研修

の実施に関し必要な施設のほか、臨床研修に必要な図書又は雑誌を有しており、ま

た、原則として、インターネットが利用できる環境（Medline等の文献データベー

ス、教育用コンテンツ等が利用できる環境）～が整備されていることをいうものであ

ること。さらに、次に掲げる施設及び設備を備えていることが望ましいこと。

(7)研修医のための宿舎及び研修医室

（イ）医学教育用シミュレーター（切開及び縫合、直腸診、乳房診、二次救命処置

(Advanced Cardiovascular Life Support: A C  L S）、心音又は呼吸音の聴診等

の訓練用機材）、医学教育用ビデオ等の機材

ク 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。

「患者の病歴に関する情報を適切に管理していること」とは、病歴管理者が選任

されており、診療に関する諸記録（診療録、病院日誌、各科診療日誌、処方せん、
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手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係

る入院期間中の診療経過の要約等）の管理が適正になされていることをいうもので

あること。

ケ 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。

「医療に関する安全管理のための体制を確保していることjとは、医療法施行

規則第1条の 11第1項及び第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を

満たすことをいうものであること。

(7)医療に係る安全管理を行う者（以下「安全管理者Jという。）を配置すること。

安全管理者とは、当該病院における医療に係る安全管理を行う部門（以下「安

全管理部門Jという。）の業務に関する企画立案及び評価、当該病院内における

医療安全に関する職員の安全管理に関する意識の向上や指導等の業務を行うもの

であり、次に掲げる基準を満たす必要があること。

① 医師、歯科医師、薬剤師又は看護師のうちのいずれかの資格を有しているこ

と。

② 医療安全に関する必要な知識を有していること。

③ 当該病院の安全管理部門に所属していること。

④ 当該病院の医療に係る安全管理のための委員会（以下「安全管理委員会Jと

いう。）の構成員に含まれていること。

（イ）安全管理部門を設置すること。

安全管理部門とは、安全管理者及びその他必要な職員で構成され、安全管理委

員会で決定された方針に基づき、組織横断的に当該病院内の安全管理を担う部門

であって、次に掲げる業務を行うものであること。

①安全管理委員会で用いられる資料及び議事録の作成及び保存、その他安全管

理委員会の庶務に関すること。

②事故等に関する診療録や看護記録等への記載が正確かっ十分になされている

ことの確認を行うとともに、必要な指導を行うこと。

③患者や家族への説明など事故発生時の対応状況について確認を行うとともに、

必要な指導を行うこと。

④事故等の原因究明が適切に実施されていることを確認するとともに、必要な

指導を行うこと。
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⑤ 医療安全に係る連絡調整に関すること。

⑥ 医療安全対策の推進に関すること。

十（ウ）患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。

「患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること」とは、当該病院内に患

者相談窓口を常設し、患者等からの苦情や相談に応じられる体制を確保するもの

であり、次に掲げる基準を満たす必要があること。また、これらの苦情や相談は

当該病院の安全対策等の見直しにも活用されるものであること。

① 患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等

について、患者等に明示されていること。

② 患者相談窓口の活動に関し、相談に対応する職員、相談後の取扱い、相談情

報の秘密保護、管理者への報告等に関する規約が整備されていること。

③ 患者や家族等が相談を行うことにより不利益を受けないよう、適切な配慮が

なされていること。

コ 研修管理委員会を設置していること。

研修管理委員会は、 6(1）を満たすものであること。

サ プログラム責任者を適切に配置していること。

fプログラム責任者を適切に配置していること」とは、当該病院又は協力型臨床

研修病院のいずれかにおいて、 6(3）を満たしたプログラム責任者が、研修プログラ

ムごとに配置されていることをいうものであること。ただし、 20人以上の研修医

が一つの研修プログラムに基づいて臨床研修を受ける場合には、原則として、プロ

グラム責任者とともに、副プログラム責任者を配置し、プログラム責任者及び副プ

ログ、ラム責任者の受け持つ研修医の数が1人当たり 20人を超えないようにするこ

と。

シ適切な指導体制を有していること。ただし、臨床研修協力施設と共同して臨床研

修を行う場合にあっては、臨床研修病院群における指導体制が適切なものであるこ

と。

(7）「適切な指導体制を有していること」とは、後述する 6(4）を満たした指導医が、

原則として、内科、救急部門、外科、麻酔科（部門）、小児科、産婦人科及び精

神科の診療科（部門）並びに当該研修プログラム独自で必修科目としている診療

科（部門）に配置されており、個々の指導医が、勤務体制上指導時間を十分に確
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保できることをいうものであること。指導にあたっては、研修医5人に対して指

導医が1人以上配置されていること。また、指導医は研修医に対する指導に関す

る責任者又は管理者の立場にあるものであり、指導医が研修医を直接指導するこ

とだけでなく、指導医の指導監督の下、上級医（研修医よりも臨床経験の長い医

師をいう。以下同じ）が研修医を直接指導すること（いわゆる「屋根瓦方式J） 

も想定していること。その他の研修分野についても、適切な指導力を有している

者が、研修医の指導に当たること。

（イ）休日・夜間の当直における指導体制については、電話等により指導医又は上級

医に相談できる体制が確保されるとともに、研修医1人で対応できない症例が想

定される場合には、指導医又は上級医が直ちに対応できるような体制（オンコー

ル体制）が確保されていること。また、休日・夜間の当直を 1年次の研修医が行

う場合については、原則として指導医又は上級医とともに、 2人以上で行うこと。

（ウ）精神科の研修を行う臨床研修病院又は臨床研修協力施設においては、精神保健

福祉士、作業療法士その他診療要員を適当数配置していることが望ましいこと。

（エ）研修医手帳を作成し、研修医が当該手帳に研修内容を記入するよう指導するこ

と。また、研修医が担当した患者の病歴や手術の要約を作成するよう指導するこ

と。

ス 研修医の募集定員が、研修医の適正配置の観点から適切であること。

「研修医の募集定員が、研修医の適正配置の観点から適切であること」とは、研

修医の募集定員が以下の（ア）若しくは（イ）の数値を超えないか、又は後述の 22により

都道府県が調整した募集定員であること。

（了）研修医の募集を行う年度を起点として当該病院の過去3年間の研修医の受入実

績の最大値（後述の 23により加算された募集定員に係る研修医の受入実績を除

く。）。ただし、当該病院からの医師派遣等の実績を勘案し（ウ）、（エ）に規定する

方法により定める数を加算する。 ( (7)から求められる数値を「AJ とする。以

下同じ。）

（イ）当該病院が所在する都道府県内にある臨床研修病院及び大学病院の（7)により算

出された募集定員の合計（当該合計数値を「A’jとする。以下同じ。）が、（オ）

に規定する当該都道府県の募集定員の基礎数（当該基礎数値を「BJとする。以

下同じ。）を超える場合はお以下の計算式により算出した値（小数点以下の端数
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を生じた場合は四捨五入した値）とする。ただし、病院が希望する募集定員（当

該希望数値を「CJとする。以下同じ。）が、それを下回る場合はCの値とする。

B 
A × 

A’ ただし、 Cが当該値を下回る場合はC

（ウ） (7)において加算する数値については、研修医の募集を行う年度の前年度末の時

点において医師派遣等が行われている常勤の医師数が20人以上の場合を1と

し、 5人増える毎に 1を加え、 80人以上の場合を 13とする。

い）（ウ）にいう「医師派遣等」とは、①～⑤のすべてを満たす場合とする。

①以下のア）からウ）までに揚げる場合のいずれかに当てはまること。

ア）病院が、当該病院に勤務する医師を、出向などにより、当該病院以外の受

入病院に勤務させる場合

イ）病院が、当該病院に勤務経験のある医師を、当該病院以外の受入病院との

主たる調整役として、当該病院以外の受入病院に勤務させる場合

ウ）病院が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の

整備等に関する法律（昭和60年法律第88号）に基づき、地域医療の確

保等のために医師を派遣する場合

②対象となる医師は、医師免許取得後7年以上 15年以下の臨床経験を有し、

受入病院で常勤として勤務すること。

~受入病院で勤務する期聞が継続して 1 年以上3年以下であること。

④各都道府県に設置されている地域医療対策協議会や関係する地方公共団体な

どの意向を踏まえた医師派遣等であること。

⑤開設者が同一の病院聞において行われている医師派遣等や、受入病院との相

互の交流として行われている医師派遣等ではないこと。

（オ）（イ）にいう「当該都道府県の募集定員の基礎数」とは、以下の計算式により算出

した数値をいう。

D + E + F + G + H 

D 次のDIとD2のうちの多い方の数値の全国に対する割合で全国の研修

医総数の推計値を按分した数値

D 1 ：全国の研修医総数の推計値 × 当該都道府県の人口

全国の総人口
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D2：全国の研修医総数の推計値 × 
当該都道府県内の大学医学部の入学定員の合計

全国の大学医学部の入学定員の合計

E: 1 0 0平方km当たりの医師数が全国の平均値よりも少ない都道府県に

ついてはDに0. 0 7を乗じた数値とし、 10 0平方km当たりの医師数

が30未満の都道府県についてはDに0. 1を乗じた数値

離島人口× 6

F:D × 当該都道府県の人口

G ：人口に占める高齢者（65歳以上）人口の割合が全国の平均値よりも多い

都道府県についてはDに0. 0 6を乗じた数値

H 人口 10万人当たりの医師数が全国の平均値よりも少ない都道府県につ

いてはDに0. 0 6を乗じた数値

（カ）全国の研修希望者の推計値に 1. 2を乗じた数値と（がにより算出した数値の合

計との差を都道府県ごとの研修医の直近の受入実績値の割合で按分した数値を

「都道府県調整枠」とし、（がに都道府県調整枠を加えた数値を「当該都道府県の

募集定員の上限Jとする。

（キ）（オ）で、用いる数値については以下のとおりとする。

①研修医の数については、研修医の募集を行う年度1学年分の研修医の数

②人口（高齢者（65歳以上）の人口を含む。）については、直近の推計人口（総

務省）の値

＠大学医学部の入学定員については、研修医の募集を行う年度の数値

④都道府県の面積については、直近の全国市町村要覧（総務省）における数値

⑤医師数については、直近の医師・歯科医師・薬剤師調査による数値

⑥離島人口は、離島振興法（昭和27年法律第72号）、小笠原諸島振興開発特

別措置法（昭和44年法律第79号）、奄美群島振興開発特別措置法（昭和2

9年法律第18 9号）及び沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）に

基づき指定されている離島の直近の人口の値

（ク）新たに基幹型臨床研修病院の指定を受ける場合にあっては、初めて研修医を募集

する年度の研修医の募集定員を2人とすること。
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セ 受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること。

(7）臨床研修を行うために適切な研修医の数は、プライマリ・ケアの基本的な診療

能力を修得するのに必要な症例を勘案したものとするが、原則として、病床数を

1 0で除した数又は年間の入院患者数を 10 0で除した数を超えないものである

こと。この場合において、研修医の数とは、当該病院において受け入れているす

べての研修医の数をいい、 1年次及び2年次の研修医の数を合計したものである

こと。受け入れる研修医の数は、臨床研修病院群を構成する臨床研修病院ごとに

適切な数である必要があること。

（イ）指導医1人が指導を受け持つ研修医は、 5人までとすること。

（ウ）原則として、研修プログラムごとに2人以上の研修医を毎年継続して受け入れ

ることができる体制であること。

ソ 研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること。

「研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであるこ

と」とは、原則として、公募による採用が行われることをいうものであること。

タ 研修医に対する適切な処遇を確保していること。ただし、臨床研修協力施設と共

同して臨床研修を行う場合にあっては、当該病院及び臨床研修協力施設のそれぞれ

において、研修医に対する適切な処遇が確保されていること。

チ 協力型臨床研修病院として研修医に対して臨床研修を行った実績があること。

「協力型臨床研修病院として研修医に対し℃臨床研修を行った実績があることJと

は、協力型臨床研修病院として、研修医に対して2年間臨床研修を行ったことに相

当する実績があることをいうものであること。当該実績とは、研修医の受入が2年

以上ないことにより、研修病院の指定を取り消された病院にあっては、指定を取り

消された後、協力型臨床研修病院として、研修医に対して2年間臨床研修を行った

ことに相当する実績があることをいうものであること。

ツ 協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設（病院又は診療所に限る）又は大学病院

と連携して臨床研修を行うこと。

大学病院などの地域の中核病院を中心とした臨床研修病院群の形成を促進し、地

域で連携して医師を育成する観点から、協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設（病

院又は診療所に限る）又は大学病院と連携して、臨床研修を行うものであり、病期 r

や疾病領域等をはじめとした医療機能の観点から、頻度の高い疾病等について様々
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なバリエーションの経験及び能力形成が可能となるものであること。

テ 臨床研修病院群を構成する関係施設相互間で緊密な連携体制を確保していること。

(7) 「緊密な連携体制」とは、医師の往来、医療機器の共同利用等、診療及び臨床

研修について機能的な連携が具体的に行われている状態をいうものであること。

（イ）地域医療のシステム化を図り、臨床研修病院群における緊密な連携を保つため、

臨床研修病院群を構成する臨床研修病院及び臨床研修協力施設（病院又は診療所

に限る）は、原則、同一の二次医療圏内又は同一の都道府県内にあることを基本

とし、それらの地域を越える場合は、以下のような正当な理由があること。

①へき地・離島等を含めた医師不足地域における地域医療研修であること。

②生活圏を同じくする県境を越えた隣接する二次医療圏における協力型病院及

び研修協力施設との連携であること。

③その他、基幹型病院と地域医療の上で連携が強く、十分な指導体制のもとで

様々なバリエーションの経験及び能力形成が可能で、あり、一般的な診療にお

いて頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるような基本的な診療能力

を身に付けることのできる良質な研修が見込まれる場合であること。

（ウ）指定後においても、臨床研修病院群を構成する関係施設、特に協力型臨床研修病

院については、研修医の受入実績を十分に踏まえて臨床研修病院群の見直しを行

っていくよう努めること。

ト 協力型臨床研修病院として共同して臨床研修を行う病院が、 5(2）の協力型臨床研

修病院の指定の基準に適合していること。

ナ第三者による評価を受け、その結果を公表するよう努めること。

ニ 医療法第30条の 12に基づき地域医療の確保のための協議や施策の実施に参加

するよう都道府県から求めがあった場合には、これに協力するよう努めること。

(2）協力型臨床研修病院の指定の基準

厚生労働大臣は、協力型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者から指

定の申請があった場合において、当該病院が次に掲げる事項に適合していると認める

ときでなければ、協力型臨床研修病院の指定をしてはならないこと。

なお、アからケまでの各項目については、以下に特に定めるもののほか、（1）の各項

目において示した内容に準じること。

ア 臨床研修省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラム
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を有していること。

イ 医療法施行規則第19条第1項第1号に規定する員数の医師を有していること。

ワ 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。

エ 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。

オ 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。

カ 適切な指導体制を有していること。

当該施設における臨床研修の実施を管理する研修実施責任者を配置しセいること。

キ 受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること。

ク 研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること。

ケ研修医に対する適切な処遇を確保していること。

コ 基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行う病院が、（1）の基幹型臨床研修

病院の指定の基準に適合していること。

(3）厚生労働大臣は、臨床研修病院の指定の申請があった場合において、当該病院が次

に掲げる事項のいずれかに該当するときは、臨床研修病院の指定をしてはならないこ

と。

ア 後述する 14により臨床研修病院の指定を取り消され、その取消しの日から起算し

て2年を経過していないこと。

イ その開設者又は管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行

うことが適当でないと認められること。

(4) (1）及び（2）の臨床研修病院の指定の基準については、臨床研修病院において年聞を

通じて常に遵守されていなければならないこと。

6 研修管理委員会等の要件

臨床研修を実施している問、指導医等の研修医の指導に当たる者は、適宜、研修医ご

との研修の進捗状況を把握・評価し、修了基準に不足している部分を補い、あらかじめ

定められた研修期間内に臨床研修を修了することができるよう配慮しなければならない

こと。

(1）研修管理委員会

ア 基幹型臨床研修病院の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければ

ならないこと。

(7）当該病院の管理者又はこれに準ずる者
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（イ）当該病院の事務部門の責任者又はこれに準ずる者

（ウ）当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログ、ラムのプログラム責任者

（エ）臨床研修病院群を構成するすべての関係施設の研修実施責任者

イ 研修管理委員会の構成員には、当該臨床研修病院及び臨床研修協力施設以外に所

属する医師、有識者等を含むこと。

ワ 研修管理委員会は、研修プログラムの作成、研修プログラム相互間の調整、研修

医の管理及び研修医の採用・中断・修了の際の評価等臨床研修の実施の統括管理を

行うこと。

エ研修管理委員会は、必要に応じてプログラム責任者や指導医から研修医ごとの研

修進捗状況について情報提供を受ける等により、研修医ごとの研修進捗状況を把

握・評価し、修了基準に不足している部分についての研修が行えるようプログラム

責任者や指導医に指導・助言する等、有効な研修が行えるよう配慮しなければなら

ないこと。

(2）基幹型臨床研修病院の管理者

基幹型臨床研修病院の管理者（以下この項及び後述する 17から 19までにおいて「管

理者」という。）は、責任をもって、受け入れた研修医についてあらかじめ定められ

た研修期間内に臨床研修が修了できるよう努めなければならないこと。

また、研修医に対して後述する 17( 1）エの臨床研修中断言正を交付するような場合に

おいても、管理者は当該研修医に対し、適切な進路指導を行うものであること。

なお、管理者は、研修医が男女を関わずキャリアを継続させて、生涯にわたり自己

研鎖を続ける意欲と態度を有することができるよう、研修医が自らのキャリアパスを

主体的に考える機会が得られるよう努めるとともに、出産育児等の支援体制の強化に

向け、配偶者を含めた休暇取得等に対する研修病院内の理解の向上を図ること。

(3）プログラム責任者

ア プログラム責任者は、臨床研修を行う病院（臨床研修協力施設を除く。）の常勤

の医師であって、指導医及び研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力

を有しているものでなければならないこと。

(7)プログラム責任者は、研修プログラムごとに1人配置されることが必要である

が、研修実施責任者及び指導医と兼務することは差し支えないこと。

（イ） 「指導医及び研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有してい
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るもの」とは、原則として、 7年以上の臨床経験を有する者で、あって、プライマ

リ・ケアを中心とした指導を行うことのできる経験及び能力を有しているものを

いうものであること。との場合において、臨床経験には臨床研修を行った期間を

含めて差し支えないこと。

（ウ）プログラム責任者は、プライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会を受講し

ている！こと。

（エ）プログラム責任者は、研修プログラムの実施を管理し、適切な指導体制の確保

に資するための講習会を受講していることが望ましいこと。

イ プログラム責任者は、次に掲げる事項等、研修プログラムの企画立案及び実施の

管理並びに研修医に対する助言、指導その他の援助を行うこと。

(7）研修プログラムの原案を作成すること。

（イ）定期的に、さらに必要に応じて随時研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を

把握・評価し、研修プログラムにあらかじめ定められた研修期間の終了の時まで

に、修了基準に不足している部分についての研修が行えるよう指導医に情報提供

する等、すべての研修医が臨床研修の目標を達成できるよう、全研修期間を通じ

て研修医の指導を行うとともに、研修プログラムの調整を行うこと。

（ウ）研修医の臨床研修の休止に当たり、研修休止の理由の正当性を判定すること。

（エ）研修プログラムにあらかじめ定められた研修期間の終了の際に、研修管理委員

会に対して、研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を報告すること。

(4）指導医等

ア 指導医は、常勤の医師で、あって、研修医に対する指導を行うために必要な経験及

び能力を有しているものでなければならないこと。

(7) 「研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているもの」と

は、原則として、 7年以上の臨床経験を有する者であって、プライマリ・ケアを

中心とした指導を行うことのできる経験及び能力を有しているものをいうもので

あること、この場合において、臨床経験には臨床研修を行った期間を含めて差し

支えないこと。

（イ）指導医は、プライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会を受講していること。

イ 指導医は、担当する分野における研修期間中、研修医ごとに臨床研修の目標の逮

成状況を把握し、研修医に対する指導を行い、担当する分野における研修期間の終
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了後に、研修医の評価をプログラム責任者に報告すること。

(7）指導医は、研修医の評価に当たっては、当該研修医の指導を行い、又は研修医

と共に業務を行った医師、看護師その他の職員と十分情報を共有し、各職員によ

る評価を把握した上で、責任をもって評価を行わなければならないこと。

（イ）指導医は研修医と十分意思疎通を図り、実際の状況と評価に講離が生じないよ

うに努めなければならないこと。

（ウ）研修医による指導医の評価についても、指導医の資質の向上に資すると考えら

れることから、実施することが望ましいこと。

ウ 臨床研修協力施設等における研修実施責任者や指導者についても、指導医と同様

の役割を担うものであること。

7 臨床研修病院指定証の交付

厚生労働大臣は、臨床研修病院を指定した場合にあっては、当該指定を受けた病院に

対して臨床研修病院指定証を交付するものとする。

なお、臨床研修病院指定証の交付を受けた臨床研修病院の開設者は、当該指定が取り

消されたときは、臨床研修病院指定証を当該臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生

局健康福祉部医事課あてに返還すること。

8 臨床研修病院の変更の届出

(1）基幹型臨床研修病院の変更の届出

ア 基幹型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する次に掲げる事項に変更が生じ

たときは、その日から起算して1月以内に、臨床研修病院変更届出書（様式7）を

もって、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないこと。

(7）開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

（イ）管理者の氏名

（ウ）名称

（エ）診療科名

（オ）プログラム責任者

（カ）指導医及びその担当分野

（キ）研修医の処遇に関する事項

（ク）臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協

力施設に係る次に掲げる事項
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① 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

②管理者の氏名

③名称

④研修医の処遇に関する事項

⑤研修医の指導を行う者及びその担当分野

⑥ 臨床研修協力施設が医療機関で、ある場合にあっては診療科名

イ 臨床研修病院変更届出書は、当該基幹型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚

生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

ウ 共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院から臨床研修病院変更届出書の送付

を受けた基幹型臨床研修病院の開設者は、速やかに当該臨床研修変更届出書を当該

基幹型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付す

ること。

(2）協力型臨床研修病院の変更の届出

協力型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する次に掲げる事項に変更が生じた

l ときは、その日から起算して 1月以内に、臨床研修病院変更届出書（様式7）をもっ

て、その旨を共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して厚生労

働大臣に届け出なければならないこと。

ア 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

イ 管理者の氏名

ウ名称

エ診療科名

オプログラム責任者

カ 指導医及びその担当分野

キ研修医の処遇に関する事項

9 研修プログラムの変更又は新設の届出

(1）研修プログラムの変更

研修プログラムの変更とは、研修プログラムのうち、次に掲げる事項を変更するこ

とをいうものであること。

ア臨床研修の目標

イ 臨床研修を行う分野
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ウ 臨床研修を行う分野ごとの研修期間

エ 臨床研修を行う分野ごとの臨床研修を行う病院

オ研修医の募集定員

(2）基幹型臨床研修病院の研修プログラムの変更又は新設の届出

ア 基幹型臨床研修病院の開設者は、研修フ。ログラムを変更する場合又は新たに研修

プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとす

る年度の前年度の4月 30日までに、当該研修プログラムに関し、次に掲げる書類

を添えて研修プログラム変更・新設届出書（様式8）を厚生労働大臣に提出しなけ

ればならないこと。

(7)変更又は新設に係る研修プログラム（研修プログラムの変更の場合にあっては、

変更前及び変更後の研修プログラム）

（イ）研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類（変更

部分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。）

（ウ）臨床研修病院群を構成する関係施設相互間の連携体制を記載した書類

イ 基幹型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する研修プログラム変更・新設届

出書及び添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院に関する研修プ

ログラム変更・新設届出書とを、一括して当該基幹型臨床研修病院の所在地を管轄

する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

(3）協力型臨床研修病院の研修フ。ログラムの変更又は新設の届出

協力型臨床研修病院の開設者は、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修フョ

ログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おう正する年

度の前年度の4月30日までに、当該研修プログラムに関し、研修プログラム変更・

新設届出書（様式8）を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経

由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

(4）現に研修医を受け入れている臨床研修病院は、当該研修医が研修を修了し、又は中

断するまでの問、当該研修医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしては

ならないこと。

(5) (4）にかかわらず、やむを得ない場合にあっては、研修プログラムの変更を行うこと

も認められること。この場合において、臨床研修病院の開設者は、速やかに、（2）から

(3）までの届出を行わなければならないこと。
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10 臨床研修病院の行う臨床研修

臨床研修病院は、臨床研修病院の指定申請の際に提出し、又は研修プログラムの変更

若しくは新設の届出を行った研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修

を行つてはならないこと。

11 研修医の募集の際の研修フ。ログラム等の公表

臨床研修病院の管理者は、研修医の募集を行おうとするときは、あらかじめ、研修プ

ログラムとともに、次に掲げる事項を公表しなければならないこと。

(1）研修プログラムの名称及び概要

(2）研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法

(3）研修の開始時期

(4）研修医の処遇に関する事項

(5）臨床研修病院の指定について申請中である場合には、その旨

(6）研修プログラムの変更又は新設の届出を行った場合（当該届出を行おうとしている

場合を含む。）には、その旨

12 臨床研修病院の年次報告

(1）基幹型臨床研修病院の年次報告

ア 基幹型臨床研修病院の開設者は、毎年4月 30日までに、当該病院に関する年次

報告書（様式8）を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。また、臨床研修

協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修協力施設概況表（様

式9）を添付すること。

イ 基幹型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する年次報告書及び添付書類と、

共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院に関する年次報告書とを、一括して当

該基幹型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付

すること。

(2）協力型臨床研修病院の年次報告

協力型臨床研修病院の開設者は、毎年4月30日までに、当該病院に関する年次報

告書（様式8）を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して

厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

13 臨床研修病院に対する厚生労働大臣の報告の徴収及び指示

(1）厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認めるときは、臨床研修病院
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の開設者又は管理者に対して報告を求めることができること。

(2）厚生労働大臣は、研修プログラム、研修医の募集定員、指導体制、施設、設備、研

修医の処遇その他の臨床研修の実施に関する事項について適当で3ないと認めるときは、

臨床研修病院の開設者又は管理者に対して必要な指示をすることができること。

(3）厚生労働大臣は、臨床研修病院群については、基幹型臨床研修病院の開設者又は管

理者に対し、協力型臨床研修病院に関する（1）の報告の聴取又は（2）の必要な指示をす

ることができること。

14 臨床研修病院の指定の取消し

厚生労働大臣は、臨床研修病院が次のいずれかに該当するときは、法第16条の2

第2項の規定により臨床研修病院の指定を取り消すことができること。

ア 臨床研修病院の区分ごとに、前述5(1）及び（2）のそれぞれの臨床研修病院の指定

の基準に適合しなくなったとき（5(1）オの基準にあたっては、 2年以上にわたり基

準に適合しなかったときに限る。）。

イ 前述の 5(3）イに該当するに至ったとき。

ウ 前述の6及び8から 12までに違反したとき。

エ その開設者又は管理者が、前述の 13(2）の指示に従わないとき。

オ 2年以上研修医の受入がないとき。

カ 協力型臨床研修病院のみに指定されている病院が臨床研修病院群から外れたとき。

15 臨床研修病院の指定の取消しの申請

(1）基幹型臨床研修病院の指定の取消しの申請

ア 基幹型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとする

ときは、あらかじめ指定取消申請書（様式10）を厚生労働大臣に提出しなければな

らないこと。

イ 基幹型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する指定取消申請書と、共同して

臨床研修を行う協力型臨床研修病院に関する指定取消申請書とを、一括して当該基

幹型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付する

こと。

(2）協力型臨床研修病院の指定の取消しの申請

協力型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとすると

きは、あらかじめ指定取消申請書（様式 10）を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床
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研修病院の開設者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

(3）厚生労働大臣は、（1)及び（2）の申請があった場合において、当該臨床研修病院の指

定を取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取り消すことができること。

16 臨床研修の評価

(1）研修期間中の評価

研修期間中の評価は、形成的評価により行うことが重要であり、研修医ごとの研修

内容を改善することを主な目的とすること。

研修医及び指導医は、 「臨床研修の目標Jに記載された個々の項目について、研修

医が実際にどの程度履修したか随時記録を行うものであること。

研修の進捗状況の記録については、研修医手帳を利用するほか、インターネットを

用いた評価システムなどの活用も考えられること。

指導医等は、定期的に、さらに必要に応じて随時研修医ごとに研修の進捗状況を把

握・評価し、研修医が修了基準に不足している部分を研修できるよう配慮すると共

に、評価結果を研修医にも知らせ、研修医及び指導スタップ聞で評価を共有し、より

効果的な研修へとつなげるものであること。

(2）研修期間終了時の評価

研修期間終了時の評価は、総括的評価により行い、研修医ごとの臨床研修修了の判

断を行うことをその目的とすること。

研修医の研修期間の終了に際し、プログラム責任者は、研修管理委員会に対して研

修医ごとの臨床研修の目標の達成状況を報告し、その報告に基づき、研修管理委員会

は研修の修了認定の可否についての評価を行うこと。

評価は、研修実施期間の評価及び臨床研修の目標の達成度の評価（経験目標等の達

成度の評価及び臨床医としての適性の評価）に分けて行い、両者の基準が満たされた

時に修了と認めるものであるニと。

なお、最終的な認定に当たっては、相対評価ではなく、絶対評価を用いるものであ

ること。

17 臨床研修の中断及び再開

(1）臨床研修の中断

ア基本的な考え方

臨床研修の中断とは、現に臨床研修を受けている研修医について研修プログラム
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にあらかじめ定められた研修期間の途中で臨床研修を長期にわたり休止すること、

又は中止することをいうものであるとと。

イ 中断の基準

中断には、 「研修医が臨床研修を継続することが困難であると研修管理委員会が

評価、勧告した場合Jと「研修医から管理者に申し出た場合」の2とおりがあるこ

と。

管理者が臨床研修の中断を認めることができるのは、以下のような正当な理由が

ある場合であること。

研修プログラムを提供している管理者及び研修管理委員会には、あらかじめ定め

られた研修期間内に研修医に臨床研修を修了させる責任があり、正当な理由がない

場合、例えば、臨床研修病院の研修医に対する不満又は研修医の臨床研修病院に対

する単なる不満のように、改善の余地がある場合については中断を認めるものでは

ないこと。

(7) 研修医が臨床研修を継続することが困難であると研修管理委員会が評価、勧

告した場合

①当該臨床研修病院の廃院、指定の取消しその他の理由により、当該臨床研修

病院における研修プログラムの実施が不可能な場合

cg:研修医が臨床医としての適性を欠き、当該臨床研修病院の指導・教育によっ

ても、なお改善が不可能な場合

③妊娠、出産、育児、傷病等の理由により臨床研修を長期にわたり休止又は中

止する場合

④その他正当な理由がある場合

（イ）研修医から管理者に申し出た場合

①妊娠、出産、育児、傷病等の理由により臨床研修を長期にわたり休止又は中

止する場合

②研究、留学等の多様なキャリア形成のため、臨床研修を長期にわたり休止又

は中止する場合

③その他正当な理由がある場合

ウ中断の手）I頂

(7)研修管理委員会は、研修医が臨床研修を継続することが困難であると認める場
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合には、当該研修医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修医の評価を行い、

管理者に対し、当該研修医の臨床研修を中断することを勧告することができるこ

と。

（イ）管理者は、（7）の勧告又は研修医の申出を受けて、当該研修医の臨床研修を中

断することができること。

（ウ）臨床研修の中断の検討を行う際には、管理者及び研修管理委員会は当該研修医

及びプログラム責任者や他の研修指導関係者と十分話し合い、当該研修医の臨床

研修に関する正確な情報を十分に把握するものであること。また、臨床研修を寓

関する場所（同一の病院で研修を再開予定か、病院を変更して研修を再開予定か。）

についても併せて検討すること。なお、必要に応じて、それらの経緯や状況等の

記録を残しておくこと。

中断とし、う判断に至る場合には、当該研修医が納得する判断となるよう努めな

ければならないこと。また、必要に応じて事前に管轄する地方厚生局健康福祉部

医事課に相談すること。

エ 中断した場合

管理者は、研修医の臨床研修を中断した場合には、当該研修医の求めに応じて、

速やかに、当該研修医に対して、当該研修医に関する次に掲げる事項を記載した臨

床研修中断証（様式 11）を交付しなければならないこと。このとき、管理者は、研

修医の求めに応じて、臨床研修の再開のための支援を行うことを含め、適切な進路

指導を行わなければならないこと。さらに、管理者は、速やかに、臨床研修中断報

告書（様式12）及び当該中断証の写しを管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて

に送付すること。

(7）氏名、医籍の登録番号及び生年月日

（イ）中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称

（ウ）臨床研修を行った臨床研修病院（臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行っ

た場合にあっては、臨床研修病院及び臨床研修協力施設）の名称

（エ）臨床研修を開始し、及び中断した年月日

（オ）臨床研修を中断した理由

（カ）臨床研修を中断した時までの臨床研修の内容及び研修医の評価

(2）臨床研修の再開
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臨床研修を中断した者は、自己の希望する臨床研修病院に、臨床研修中断証を添え

て、臨床研修の再開を申し込むことができること。この場合において、臨床研修中断

証の提出を受けた臨床研修病院が臨床研修を行うときは、当該臨床研修中断証の内容

を考慮した臨床研修を行わなければならないこと。

なお、当該管理者は、研修再開の日から起算して 1月以内に、臨床研修の修了基準

を満たすための履修計画表（様式13）を、管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて

に送付すること。

18 臨床研修の修了

(1）臨床研修の修了基準

ア研修実施期間の評価

管理者は、研修医が研修期間の聞に、以下に定める休止期間の上限を減じた日数

以上の研修を実施しなければ修了と認めてはならないこと。

(7）休止の理由

研修休止の理由として認めるものは、傷病、妊娠、出産、育児その他正当な理

由（研修！プログラムで定められた年次休暇を含む）であること。

（イ）必要履修期間等についての基準

研修期間を通じた休止期間の上限は90日（研修機関（施設）において定める

休日は含めない。）とすること。

各研修分野に求められている必要履修期間を満たしていない場合は、休日・夜

間の当直又は選択科目の期間の利用等により、あらかじめ定められた研修期間内

に各研修分野の必要履修期間を満たすよう努めなければならないこと。

（ウ）休止期間の上限を超える場合の取扱い

研修期間終了時に当該研修医の研修休止期聞が90日を超える場合には、未修

了とするものであること。この場合、原則として引き続き間ーの研修プログラム

で研修を行い、 90日を超えた日数分以上の日数の研修を行うこと。

また、必修科目で必要履修期間を満たしていない場合や選択必修科目のうち2

つ以上の診療科を研修していない場合であっても未修了として取扱い、原則とし

て引き続き同ーの研修プログラムで当該研修医の研修を行い、不足する期間以上

の期間の研修や必要な診療科における研修を行うこと。

（エ）プログラム責任者の役割
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プログラム責任者は、研修休止の理由の正当性を判定し、履修期間の把握を行

わなければならないこと。研修医が修了基準を満たさなくなる恐れがある場合に

は、事前に研修管理委員会に報告・相談するなどして対策を講じ、当該研修医が

あらかじめ定められた研修期間内に研修を修了できるように努めなければならな

し、こと。

イ 臨床研修の目標（臨床医としての適性を除く。）の達成度の評価

管理者は、研修医があらかじめ定められた研修期間を通じ、各目標について達成

したか否かの評価を行い、少なくともすべての必修項目について目標を達成しなけ

れば、修了と認めてはならないこと。

個々の目標については、研修医が医療の安全を確保し、かっ、患者に不安を与え

ずに行うととができる場合に当該項目を達成したと考えるものであること。

ウ 臨床医としての適性の評価

管理者は、研修医が以下に定める各項目に該当する場合は修了と認めてはならな

し、こと。

臨床医としての適性の評価は非常に困難であり、十分慎重に検討を行う必要があ

ること。なお、原則として、当該研修医が最初に臨床研修を行った臨床研修病院に

おいては、その程度が著しい場合を除き臨床医としての適性の判断を行うべきでは

なく、少なくとも複数の臨床研修病院における臨床研修を経た後に評価を行うこと

が望ましいこと。

(7）安心、安全な医療の提供ができない場合

医療安全の確保が危ぶまれ、又は患者との意思疎通に欠け不安感を与える場合

等には、まず、指導医が中心となって、当該研修医が患者に被害を及ぼさないよ

う十分注意しながら、指導・教育するものであること。十分な指導にもかかわら

ず、改善がみられず、患者に被害を及ぼす恐れがある場合には、未修了や中断の

判断もやむを得ないこと。

一般常識を逸脱する、就業規則を遵守できない、チーム医療を乱す等の問題に

関しては、まず当該臨床研修病院において、十分指導・教育を行うこと。原則と

して、あらかじめ定められた研修期間を通じて指導・教育し、それでもなお医療

の適切な遂行に支障を来す場合には、米修了や中断の判断もやむを得ないこと。

まーた、重大な傷病によって適切な診療行為が行えず医療安全の確保が危ぶまれ、
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又は患者に不安感を与える等の場合にも、未修了や中断の判断もやむを得ないこ

と。なお、傷病又はそれに起因する障害等により当該臨床研修病院では研修不可

能であるが、それを補完・支援する環境が整っている他の臨床研修病院では研修

可能な場合には、管理者は、当該研修医が中断をして病院を移ることを可能とす

ること。

（イ）法令・規則が遵守できない者

医道審議会の処分対象となる者の場合には、法第7条の2第1項の規定に基づ

く再教育研修を行うことになること。再教育にも関わらず改善せず、患者に被害

を及ぼす恐れがある場合には、未修了、中断の判断もやむを得ないものとするこ

と。

(2）臨床研修の修了認定

ア 研修管理委員会は、研修医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該研修

医の評価を行い、管理者に対し、当該研修医の評価を報告しなければならないこと。

この場合において、研修管理委員会は、臨床研修中断証を提出し臨床研修を再開し

た研修医については、当該臨床研修中断証に記載された当該研修医の評価を考慮す

るものとすること。

イ 管理者は、アの評価に基づき、研修医が臨床研修を修了したと認めるときは、速

やかに、当該研修医に対して、当該研修医に関する次に掲げる事項を記載した臨床

研修修了証（様式14）を交付しなければならないこと。

(7)氏名、医籍の登録番号及び生年月日

（イ）修了した臨床研修に係る研修プログラムの名称

。）臨床研修を開始し、及び修了した年月日

（エ）臨床研修を行った臨床研修病院（臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行っ

た場合にあっては、臨床研修病院及び臨床研修協力施設）の名称

ワ 管理者は、イに基づく臨床研修修了証の交付後1月以内に、臨床研修修了証を交

付した研修医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表（様式15）を管

轄する地方厚生局健康福祉部医事課に提出すること。

また、修了した研修医に医籍への登録の申請を行うよう励行すること。

(3）臨床研修の未修了

ア基本的な考え方
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臨床研修の未修了とは、研修医の研修期間の終了に際する評価において、研修医が

臨床研修の修了基準を満たしていない等の理由により、管理者が当該研修医の臨床研

修を修了したと認めないことをいうものであり、原則として、引き続き同ーの研修プ

ログラムで研修を行うことを前提としたものであること。

未修了の検討を行う際には、管理者及び研修管理委員会は当該研修医及び研修指導

関係者と十分話し合い、当該研修医の研修に関する正確な情報を十分に把握するもの

であること。

これらを通じて、最終的に未修了としづ判断に至る場合であっても、当該研修医が

納得するよう努めなければならないこと。なお、このような場合においては、経緯や

状況等の記録を残しておく必要があること。また、必要に応じて事前に管轄する地方

厚生局健康福祉部医事課に相談をすること。

イ 未修了の手順

管理者は、（2）アの評価に基づき、研修医が臨床研修を修了していないと認めるとき

は、速やかに、当該研修医に対して、理由を付して、その旨を文書（様式 16）で通知

しなければならないこと。

ウ未修了とした場合

当該研修医は原則として引き続き同一の研修プログラムで研修を継続することとな

るが、その場合には、研修プログラムの定員を超えてしまう事もあり得ることから、

指導医1人当たりの研修医数や研修医1人当たりの症例数等について、研修プログラ

ムに支障を来さないよう、十分に配慮、しなければならないこと。

なお、未修τとした場合には、管理者は、研修を継続させる前に、当該研修医が

臨床研修の修了基準を満たすための履修計画表（様式 17）を管轄する地方厚生局健

康福祉部医事課あてに送付すること。

19 臨床研修病院の記録の保存

(1）管理者は、帳簿を備え、臨床研修を受けた研修医に関する次の事項を記載し、当該

研修医が臨床研修を修了し、又は中断した日から 5年間保存しなければならないこと。

ア 氏名、医籍の登録番号及び生年月日

イ 修了し、又は中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称

ウ 臨床研修を開始し、及び修了し、又は中断した年月日

エ 臨床研修を行った臨床研修病院（臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行った
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場合にあっては、臨床研修病院及び臨床研修協力施設）の名称

オ修了し、又は中断した臨床研修の内容及び研修医の評価

カ 臨床研修を中断した場合にあっては、臨床研修を中断した理由

(2) (1）に定める保存は、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっ

ては認識することができない方法をいう。）による記録に係る記録媒体により行うこ

とができること。

20 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例

大学病院と共同して臨床研修を行うことにより、基幹型臨床研修病院又は協力型臨床

研修病院の指定を受けようとする者に対する前述の 5(1）又は（2）の臨床研修病院の指定

の基準の適用については、当該大学病院を基幹型臨床研修病院又は協力型臨床研修病院

の指定を受けようとする者とみなすこと。

21 国の開設する臨床研修病院の特例

国の開設する臨床研修病院の特例については、臨床研修省令の定めによること。

22 地域における研修医の募集定員の調整

(1）地域における臨床研修病院群の形成を促進し、地域医療を安定的に確保するため、

都道府県は、管轄する地域における各病院の研修医の募集定員について、各病院の研

修医の受入実績、地域の実情等を勘案して必要な調整を行うことができること。ただ

し、以下のア及びイを満たさなければならないこと。

ア 調整した後の管轄地域の病院の募集定員の合計が、前述5の（1）ス（カ）によって算

出された都道府県の募集定員の上限の値を超えない範囲内の調整であること。

イ 募集定員の調墜を受ける臨床研修病院及び大学病院の同意が得られていること。

(2) 地域における研修医の募集定員の調整を円滑に行うことができるよう、都道府県は、

前述5の（1）スにより算出された各病院の研修医の募集定員について、管轄する地方

厚生局から情報提供を受けることができること。

(3）都道府県が研修医の募集定員の調整を行った場合は、管轄する地方厚生局から情報

提供を受けて1か月以内に、その調整の結果を当該地方厚生局に提出すること。

(4）都道府県が募集定員の調整を行わない場合、各病院の研修医の募集定員は前述5の

(1）ス(7）又は（イ）の数値を超えないものとすること。

23 研修医の募集定員に関する特例

前述5の（1）ア（カ）により研修プログラムを設けた場合は、前述5の（1）スにより算出し
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た募集定員に、当該研修プログラムの定員分として4人を加算すること。

24 臨床研修に関する地域協議会

(1）地域における研修医の確保、臨床研修の質の向上を図るため、都道府県に、臨床研

修に関して関係者が協議する場（以下「地域協議会」という。）を設けることが望ま

しいこと。

(2）地域協議会は、都道府県による設置のほか、臨床研修病院、大学病院、特定非営利

活動法人（NPO）等による設置が考えられること。

(3）地域協議会は、臨床研修病院、大学病院、医療関係団体、行政担当者等から構成さ

れ、以下の項目について協議、検討することが考えられること。

ア 地域における臨床研修の質の向上に関すること。

イ 地域における研修医の確保に関すること。

ウ 地域における研修医の募集定員の調整に関すること。

エ地域における指導医の確保、養成に関すること。

オ地域における臨床研修病院群の形成に関すること。

25 研修医の給与について、
研修医に決まって支払われる手当（時間外手当、当直手当等を除く。）が、年額72 

0万円を超える場合は、病院に対して交付する臨床研修費等補助金を一定程度減額する

こと。詳細は、平成27年度の臨床研修費等補助金交付要綱において別に定めること。

26 施行期日等

(1）臨床研修省令は、公布の日から施行すること。

(2）臨床研修省令は、改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に改正法第4

条の規定による改正前の法第16条の2第1項の規定による指定を受けている病院が、

改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当

該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を

受けたものに対して臨床研修を行う場合には、適用されないこと。すなわち、次に掲

げる臨床研修を行う場合には、臨床研修省令は適用されないこと。

ア 平成16年4月1目前に開始される臨床研修

イ 平成 16年4月1日以後に開始される臨床研修であって、同日前に法第16条の

2第1項の指定を受けている病院が、同日前に医師免許を受けている者及び同日前

に医師免許の申請を行った者であって同日以後に医師免許を受けたものに対して
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行うもの

(3) (2）ア及びイの臨床研修を行う場合における臨床研修病院の指定の申請手続、指定の

基準等については、 「臨床研修を行う病院の指定に係る申請手続について」 （平成6

年7月 15日付け健政発第55 1号）及び「臨床研修病院の指定基準等について」（平

成5年3月25日付け健政発第19 7号）によるものであること。

(4）平成16年4月1日以後に開始される臨床研修であって、（2）イ以外のものを行う場

合には、臨床研修省令が適用されること。この場合においては、臨床研修病院の指定

を受けようとする病院の開設者は、臨床研修省令の規定に従い、臨床研修病院の指定

の申請を行わなければならず、また、同日前に法第16条の2第1項の指定を受けて

いる病院についても、臨床研修省令の規定に従い、臨床研修を行わなければならない

ものであること。

(5）平成 16年4月1目前に法第 16条の2第1項の規定による指定を受けている病院

については、改正法附則第9条（指定病院に係る経過措置）の規定により、改正法に

よる改正後の法第16条の2第1項の規定による指定を受けている病院とみなされる

ものであること。具体的には、同日前に、主病院の指定を受けている病院については

臨床研修省令に基づく基幹型臨床研修病院と、従病院の指定を受けている病院につい

ては臨床研修省令に基づく協力型臨床研修病院とみなされるものであること。また、

医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令

（平成21年4月28日公布厚生労働省令第10 5号）の施行前に単独型又は管理

型臨床研修病院として指定を受けている病院については、臨床研修省令に基づく基幹

型臨床研修病院とみなされるものであること。

第3 当面の取扱い

1 趣旨

医師臨床研修制度の実施に伴い、医療機関において医師の確保が困難となる可能性な

ど、地域医療に与える影響を懸念する指摘があることから、当分の聞は臨床研修病院の

指定基準について以下の取扱いとするものであること。

2 基幹型臨床研修病院の指定の基準について

(1) 医師法第16条の 2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省

令（平成21年4月28日公布厚生労働省令第10 5号）附則の規定により、基幹
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型臨床研修病院とみなされた単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院が、平成2

4年4月1日以降、前述第2の5(1）オの基幹型臨床研修病院の指定基準を満たさな

い場合にあっては、個別の訪問調査等により、適切な指導体制が確保され、かっ、研

修医が基本的な診療能力を修得することができると認、められる場合に限り、基幹型臨

床研修病院として指定を継続するものであること。

(2) 新たに基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院が、前述第2の5(1）オの

基幹型臨床研修病院の指定基準を満たさない場合でも、入院患者の数が年間2, 7 0 

0人以上である場合には、個別の訪問調査等を行い、適切な指導体制が確保され、か

っ、研修医が基本的な診療能力を修得することができることなど、良質な研修につい

ての評価を含め、指定の可否を判断するものであること。このため、これに該当する

病院は、前述第2の4(1）アに定める期日の 10ヶ月以上前に別に定める訪問調査の

申込書を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に提出すること。

3 都道府県の募集定員の上限について

(1) 前述第2の5 ( 1）ス（カ）に基づいて算出した都道府県の募集定員の上限の値が研

修医の募集を行う年度の前年度の当該都道府県内の研修医の受入実績よりも少ない

場合には、前述第2の5 ( 1）ス（カ）にかかわらず、都道府県の募集定員の上限の値

を当該都道府県内の研修医の受入実績の数値とすること。ただし、この取扱いについ

ては、平成27年3月31日までとすること。

(2) 前述第2の5 ( 1）ス（カ）に定める、 「1. 2」の数値（全国の研修希望者の推計

値に乗じる数値）については、徐々に「1. 1」とすることを基本とするが、毎年の

実際の研修医の募集と採用の状況等を適切に勘案したうえで決定するものであるこ

と。なお、前述第2の5 (1）ス（オ）に定めるE、F、G及びH並びに（カ）に定める都

道府県調整枠については、徐々に「1. 1 Jとする中で、両者の関係、を踏まえつつ決

定していくものであること。

(3) 前述第2の5( 1）ス（オ）に定めるD2について、平成22年度より設定されている、

大学の医学を履修する課程の入学定員の増員に伴う特定の地域医療への従事を条件と

する地域枠のうち、他の都道府県の大学で養成されることとなる地域枠の数の取扱い

については、改めて検討するものであること。

第4 留意事項

今後、地域医療～の貢献等を目的とした医学部入学定員増等により、いわゆる地域枠の
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学生等が増加してくるため、基幹型臨床研修病院は、研修医の募集及び、採用にあたっては、

その地域医療への従事要件等に十分配慮するよう努めること。

第5 検討規定

本通知の改正後5年以内に、医師法第16条の2第 1項に規定する臨床研修に関して所要

の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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「医師法第16条の2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正に係る新旧対照表

新 ｜ 今旧
医政発車0612004号｜ 医政括部0612004号

平成I5年 6月I2日 ｜ 平成I5年 6月I2日

（一部改正平成I7年 2月 8日 ｜ （一部改正平成I7年 2月 8日

平成I7年JO月2I日 ｜ 平成I7年JO月2I日

平成I8年 3月22日 平山I8年 3月22日

平成I9年 3月30日 平成I9年 3月30日

今黒成20年 3月26日 主巨鴻20年 3月26日

平成2I年 5月II日 平成21年 5月II日

平成22年 4月I4日 平成22年 4月14日

平成23年 3月24日 平成23年 3月24日

平成24年 3月29日 平成24年 3月29日）

里民2" 年3月ami 

各都道府尉1事殿 ｜ 各都湖守県知事殿

厚生労働省医政局長 ｜ 厚生労僻省医政局長

医師法滞I6条町2第1朝こ規定する臨席研薩に関する省令の町伺こついて ｜ 医師法第I6条のZ第1羽こ規定する臨床研修に関する省令の樹子について

（ 略） ｜（略｝

第1 時l I第1 怖）

第2 臨時研~省令町内容及び具体的な運用基準 ｜第2 臨床研修省令の内容及び具体的な辿用騨

I 用語の定義 I I 用語の定義

(I）・（2） 棚I I (I）・（2) （略）

(3)・ 「基幹型臨床研闘両院 I （由 f基幹甚鈍車研樹高随

臨床研酷胃院のうち、地の病院又は器提所と共同して臨席寄憶を行う病院であって、当該臨床研修町会生担主管理二重量主｜ 臨床研修病院のうち、仙の病院又は路療所と共同して臨床研悼を行う病院であって、当該臨床研修の管理主丘主ものをいう

主主主ものをいうものであること。 ｜ ものであること． 、

(4）～ (15) (I時I I C•l ~(15) (II>) 

2"-3 （略1 I 2～3 （時）

4 臨床研樹両院の指定の申請 I • 臨床研僻開院の指定の申鵠

(I) （時・I I (1) （略）

(2）協力型臨席研穆病院の指定の申請 I <21協力型臨床研修荊院の指定の申請

Z 協力型臨脚醐両院の指定を畳けようとする病院回開設者は．臨床軒障を開始しようとする年度目前年度の6月30S ま｜ 協力型臨床研翻丙院の指定を畳けようとする病院の開設者は、臨床研修を開拍しようとする輔の前年度の6月30時で

でに当該病院に閲する指定申請書｛掠式J ）を．基幹型臨床事刊到両院としてJ~伺して臨床研陣を行うこととなる南慌の開世｜ に、当制百J毘にl却する指定申請書儲拭！）を、基幹型臨床研闘再院として共同して臨床研穆を行ヲこととなる病院の開設

者を経由して厚生労働大臣に橿出しなけれは1ならないことa ｜ 者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

イ 泉諸島邸臨床研融商院！－して協同して臨房調修制〒うとjレシt＇＂暗躍拍問時制止協力型臨床潤醐剤院向指定を畳けよう！－す

る病院に閣する指定制背番出拭J）及日当樹替問こ揺る臨床朋曲賞院蝉9栴甘することとなる関係総数相互1聞の脇陣体制を

記訟した番高惜拭6）会 割安来酔明臨床研附室病院の所古立也を管轄する地方厚生用陣出馬社醐豆事課あてにi剥せするこ！－.

5 臨床研修荊院四指定の基準 I s 臨床研1曲両院の指志向基準

(1) 基幹型臨床研修制目的J旨庄の基準 (I) 基~~岳錦床研首荊阪の指定の基準

ア臨床研修省令部2晶に周定する臨床研修の島伝風色にのっとった研修プログラムを有Lていること。 ア臨床研官省令部2敢に脱疋する臨床研笹の品オ唱患にのっとった研修プログラムを有していること．



の備J
ω贋現lとして、研陸期間全体の8月以上は、蓮華組臨時研闘珂首で研障を行うものであること。さらに封負馳亜躍J叩間保鞘こ血

臆しつつ、今体双市ij毎期間の半分以上に主目当寸る 1軒以上表還手叙型鎚臨研修澗演で行ろこbl＇＂＇ましいこ ι
（の～tカ）抽J

イ～エ崎J
オ臨床研陸を行うために且耳な症初があること。

I臨床研修を行うたぷこ必要な癌倒があることj とは、『臨時研修の到達目標Iを達耐するために必要な症例が確保さ品て

いることをいうものであること。入院車者の教については、年間3, 0 0 0人以上であること固

当言刻粛院における症倒左しては内科Eび救魚部円につU、てその疾鳳等ヰこ品麿の偏りがたいことが望ましいこI-.このた

め特定の分野町専問的医揮を事ら行う揖院が基静型臨床研樹丙瑳JとなるこI-は望まし〈なL、こι
各診需科での研聞こ必要な症例につb可は、当該病院と協力型臨床研闘両院及び臨席研修協力編世の症例と合わせて必要な

症闘があること．問えば、都櫓部門を舟F修する措院にあっては救釦患者の取扱件数が年間5, 0 0 0件以上、内科外科、小

児科、産婦人科及前古神科については、年間別院患者数100人汐開Jこあって時研摩医1人あたり 50人以上）、産婦人科

を軍隊する病院の分娩教にづいては年間350件又は研陸軍1人あたり 10件以上が望ましいこと。

カ～サ儒剖

シ適切な浦導体制を有していること。ただし、臨床司階協力旗設と共同Lて臨時岬階を行う場合にあっては、臨床研陸病院

群にお刊する指噂軒端リポ適切なものであること。

（丹 「適切な指導体制を有していること」とは、桂述する6（心を満たした指樽医が、原則として、内科、韮量豊田」外科、

星盛笠u盤国i』小児科、産婦人科及ひ精神科の器療科閣1'~）及び当誌研修ずログラム組自で必信科目」としている診車科

」盤国Lに配置されており、個々の指鞠医民搬紳制上指導時聞を十分に磁採できることをいうものであること。指導に

あたっては、布干修医5人に対して指導医が1人以上配置されてし、ることeまた、指導医は研修医に対する指導に関する責任

者又は管理者の立場にあるものであり、指導匿が研薩匡を直草皆旨導することだけでなく、指導医周措導監督の下、上組医師

修医よりも臨床経験の長い医師をいう。以下司υ が砂T陸医を直接指導すること（•寸刻φる「愚掴E方式」）も想定してい

ること。その他の研修分野についても、週間な指導力を有している者均九百惜医の指導に当たること。

（イ）～帥怖J
ス研修匡の耳鼻定員カミ、研修医の適正配置の観点から適切であること。

備J

仔）（時J

ω当鈎甫院が所在する都嘘府県内にある臨床研修病院及び大朝青院：!QSZ)J三よ旦笠出主主主募集定員の合計（当該針十数日躍を

rlL._1とする。以下向じ，） iJ主的に規定する当該都道府県の募集定員の基盤韮（当該草壁童聖地直を rBJとする。以下同

じJ を超える場合は、以下¢計算式により算出した桂 （'1~量点以下の端童文を生じた場合は基盤玉A」主聞とする。ただし、

病珪が希望する募集定員同盟荷担紺官会 rc1》寸3円以下回I'.)が、主主主王盟主量宜且阜の値とする。

B 

A x －一一ー ただ」 CiJI当直割賞者ぞ下回る場合はc

A' 

（ウ） (7）において加悦する動植については、研悼匡の書課を行う年度の前年度末の時点において医師総監等が’市つれている世勤

の医師教が20人以上の場合を1とし、 5人増える拝ヰこ1を加え、 80人以上の場合を13とする。

（エ）偶語）

（柿（イ）にいう『当Z刻1湖守県の耳集定員の基盤動とは、以下の計算式により算出した数値をいう。

D + E 十 F 土L」L」L」1
D 次のDl と D2のうちの多い方の劉ii•金全国巳甘す9_111合百週開H医盤致：vt世間甚を按分した数値

Dl：全国の研修冨藍盤2盤註直 × 当該都道府県日人口

全国防総人口

（丹（時）

（丹原則として、有限搬船1全体の8月以上は、基幹型臨席研働市民てそ明穫を行うものであること。

（ウ）～（カ）（時）

イ～ヱ⑩剖

オ随時研修を行うために必要な症例があること。

『臨床研修を行うために必要な症倒があることJとは、『臨床研修の到達目標jを遺骨するために必要な症倒f唱保されて

いることをいうものであること。入院患者の敢については、年間3, 0 0 0人以上であることE

主主L 各器療科での研修に必要な症剖については、当翻青院と協力型臨床研樹甫院及び臨床研陸協力施設の症酬と合わせ

て必凄な症例があること。倒えば、救急部門を甲T修する病時副こあっては故智患者の取故件数が年間5,0 0 0件以土、内科、

外科、小児科、産婦人科ll:t精神む骨については、年間入院患者数100人的剛こあっては珊短1人あたり 50人以上）、

産婦人科を萄刊まする病院同ゆ抽教については年間350件又は研官涯1人あたり 10件以上が望ましし、こと。

カ～サ（略）

シ適切な指導体制を有していること。ただし、臨床研修協力施設と共同して臨床研悼を行う場合にあっては、臨時研樹肯院

群における指導体制か適切なものであることa

(7) f適切な指導体制を有していることJとは、桂述する6(4）を満たした指導医が、原則として、内科、外相、小児科、産

掃人科及ひ精神科の器時科に配置されており、個々の指導医が、盟時体制上指導時聞を村昔に確保できることをいうもの

であること。指導にあたっては、研修医5人に対して指鞠医が1人以上配置されていること。また、指導医は研修医に対

する指導に関する責任者又は管理者の立場にあるものであり、指導涯が研植医を直接指導することだけでなく、指導匿の

指導監腎の下、上植医師陣医よりも臨滋経験の晶、国師をいう。以下同じ）が研陣医を直接指導すること（いわゆる f屋

根uね｝も想定していること。その他の研修清野についても、適切な措持力を有している者が、初F陣医の指導に当たる

こと．

（｛）～。）（剛

ス研穆医の耳集定員が、研修医の適正目白宜の院長から適切であること。

崎J
立）＿ （略J
立L当棚院が所在する都創聞にある臨席研糊慨ひ大輔院世望主主臨定員¢合計（当核合問値を『♀J

とする。以下同じ。）が、（オ）に葺淀する当接部副守県の算案定員のよ盟（当該よ準値を rs」とする。以下同じ。｝を

超える場創立、以下の計揮聞こより曹岨した値（小数点以下の端散を生じた場合は望辺よ!f主植3とする。ただし、

晴院出希望する募集定員が、 Aをト同勺弁品会 Cが箆附する障の当翻丙院の希望する蝶集定置をAの憧とする。

A × 一旦一一

旦

立Lのにおいて加算する数植については、研陣の草集を行う年度の前年度末の時点凶いて医師滅持出行われている

常勤F医師教が20人以上の場合を1とし、 5人増える毎に1を加え、 i旦人以上の場合をユ」旦とする。

主）＿（刷。

盆主（｛）にいう「当該部猷守県の算集定員のよ腿Jとは以下町計鼻式により算出した数植をいう．

D+E+F.  

D 次のDlとD2のうちの多い方の数値

Dl 全国の研倒医盛鐙× 当訟都道府県の人口

全国の胎人口

2 



D2 全国の研憧医総数の推計世 × D2 全国の研薩匡旦盤輩 × 

当睦彊ll!!!！！＼自由主主匡主畠の己主主自の音吐 当1矧i;自由県白の主主匡主畠の入学定昌の合註

全国町大学医学部の入学定員の合計 全国岡大学医学部の入学定員の合計

Eo 1 0 0平方km当たりの匡師監カモ全国の丑空宣匝よりも少ない亜盗盟＇！！！＼については Dに且_,_Q_工を乗じた輩値とし、 E' 1 0 o平方km当たりの医師散が全国の中到直よりも少ない県についてはDに且ιょを乗じた数値とし、 100

10 o平方km当たりの医師数が30宋満の亜珪誼型呈についてはDに旦ー_lを乗じた罰値 平方km当たりの医師教が30未満の道県についてはDに旦~を乗じた動匝

F'D x 
離島人口X6 同踊人口X5

当該都道府県の人口
F'D x 

当E矧：道府県の人口

G 人口に占める商齢者（田龍以上）人口白書惜が全国の平均値よりも掛唖道府県についてはDIこ0 06を乗じ

主盤盤

H＇人口 10万人当たりの医師数が全聞の平域防車よりむ少なb咽5道府県についてはDIこ0.0 6を乗じた数値

的 金l園町研惇希望者の監3十世にI. 2を乗じた教他と（ねにより畢出した数値の音吐との蓋を都道府監ごとの珊修医の直近

の童入実績邑の宣陪て骨措した数値を「笥喧直皇調瞳枠！とし， （オ）Iこ都喧府県調整枠を加えた鞍値を『当Z矧3道府旦舟基謹

iE自の上限Icする凋

虫itオ）で用いる数値については以下のとおりとする。 .ill. （オ）で用いる世植については以下のとおりとする。

①｛略） ①（略J
＠人口（高齢者［日語以上1の人口を古む。｝については、直近の推計人口（総務省］の値 ②人口については、直近の推計人口（総務省）の値

③～＠（嗣 喧〉ベID（＇品）

立i （略） 盆i 備）

セ～タ 備） セ～タ ［時）

チ協力型臨庇研陸病院として却階医に対して臨床研障を行った実績があること。 チ協舟哩臨床研憧病院として研悼匿に対して臨床研障を行った実績があることa

f協力型臨床研餌古院主して事階医に対して臨床研修を行った実績があることJとは、協力型臨床冊臨丙院として、萄修医に対 「協力型臨床明朗両院として萄陪臣に対して臨床研修を行った実績があること」とは、協力型臨席研修荊院として、研薩医

して2年間臨床研修を行ったことに相当する実績があることをいうものであること．当酷実捕とは、布穆匿の畳入が2年以上 に対して2用問臨床研修を行ったことに相当する実績があることをいうものであること。

ないことによりa研樹首監の撞車を取り泊された病院にあっては2指定を!lkり噂された茸ョ量カ型臨床研臨両陛として当研修

匡に盆して2！！；問臨床研悼を行ったことに担当主る実績があることをい2ものであること盆
ツ協力型臨床研修靖活者．臨床研修協力施設備院又は器療所に限る）又は大朝完院と辿悦して臨床研悼を行うこと． ツ協力哩臨席研樹両院、臨床研障協力施設備暁又は母親所に限る｝又出て朝両院と連機して臨床研修を行うこと．

」自』監L：！..~肯珂院などの地域の中桔病院を中心とした臨床研樹司闘相形成を偲草し、 ill減で説明して医師を育成する観点カぉ 医環槽闘が週1概することにより、古学病院などの地減の中樹首院を中心とした臨床研樟荊開干の形成を促進する観点から、

ら、協力哩臨床研修病院、臨床研修協力施設踊院又は器＃所に限る）又はが士写青院と連携して、臨床研酵を行うものであ 協力型臨床研悼病富臨床研修協力施設備院又は器療所に限る）又は大朝両院と連抗して、臨床研修を行うものであるこ

りョ荊期却鑓組出等をはじめとした医時椎能の息長から＝盛底的直司甜笠について盤々なパリエーションの経験及び能 と。

力拍車が可能となるものであること。

テ臨床研齢司院群を構成オる関臣施設湘互聞で罪密な連携体制を確探していること。 テ臨床研飼育陶時構成する関係施設相互間で緊溜郁正明桝I］を確保していること。

(7) （時J 『） 側副

ω地域医療のシステム化を図り、臨床研樹首院群における緊密悩車携を保つため、臨床司胸F説群を構防ける臨床研樹首院 （イ）地刷医療のシステム化を図り、臨床研信晴闘孝における緊密な量141'.:を保つため、臨席研植病備投構成する臨床研修病

11.t胤床研障協力施設備院又は器療所に限る）は、鹿!!'I,_同ーの二世医療圏内又は同 の都喧府県凋にあること主基杢主 院及工舟車床耳刊車協力施設（病院又口器事窃市こ限る）は、同ーの二位医療圏内耳凶同 貯都道府県内にあることが望ましい

し2 それらの地措を盆える場合l丸以下のよ2な正当な理由があること。 こと。

ill'.:o童地・離島筆を含めた匡師王毘地成における地域匡湾咽F障であるこどa

＠生活圏を回じく主る附［！を越えた臨骨J一る一生医掠圏における協力型摘院及t用Fil;撞力施程とのi車挫であることa

＠その』也九基幹型捕監と地時医痕の上でill!・揖が強＜，十全な指葺体制同もとて報，，，，，叩エーションの経験及び能力形

成が町世であり2→揃な診曜に品、て1.1!：！＇！に図わる畠 fJI3(1古関両に適思こ誼庄で量るような基帥検診壇能力を身に

付けることので量る畠宜な研修が且品まれる湯合であることa

3 



位）指定桂においても2 臨床＇lilfi!IO＇病院群を構世する隠慌描設ョ鐙に撞力型臨床研修病匿については研陣匡の畳入実鍾を判長

に踏まえて臨床研修病院群の見置しを行っていくよ弓努めること門

ト 協力型臨床研闘開院として共同して臨席研修を行う病院出、互（2）の協力型臨床研働荷慌の指定の基準に適合しているこ ト 協力型臨床研官制院として共同して臨床耳階を行う病富が、＿± (2）の協力型臨床研修病富田指定の基準に適合している

と。 こと白

ナ」担墜L第三者による評価を畳け、その結果を公表するよう努めること。 ナ 畳 表ι第三者による評価を受け、その結果を公表することを目指すこと。

ニ（目白。 ニ｛略J
(2）～（4) （崎） (2）～（4) （時）

6 研修管理委員会等の聾件 6 研修管理香員会等め要件

（賂J 依田

(l} （略） (l} （略）

（司基幹型臨床研樹丙院の管理者 (2）基幹型峰床研餌甫克の菅直l者
基浮姐臨床移時鮪院の菅車｝者（以下この項及t機栓する l7から 19までにおいて「管理者」という。）は、責f壬をもって、 基車軒型閣時研師青院の管理1者（以下この項＆t機せする l7から 19までにおいて f菅患者Jという。）は、責任をもって、畳

受け入れた研修匿についてあらかじめ定められた穆穆期間内に臨床研摩が陣了できるよう努めなければならないこと。 け入れた研棺置についてあらかじめ定められた研樹替問内に臨時研摩が陣了できるよう努めなければならないこと。

主主、研修医に対Lて桂述する 17(1｝エの臨席軍T催中日断証を交付するような場合においても、管理吉は当該研穆匡に対し、 主主、研修医に対して佳述する 17(1）エの臨床研修中断I［を交付するような場自こおいても、管理昔は当該研信匿に対し、

適切な進路指導を行うものであること。 適切な進路指導を行うものであること。

なお＝管理者は，研修医が皇主を問わ主キ主リアを継続させて当生涯にわたり自己司簡を錯する直祉と瞳度を主主ることが

できるよ2，研修医が自らのキ主リアパスを主佳的に圭える機会が畳られるよ空努めるとどもに通出産育児等の支援体fillの強ii~

に由也配偶者を食めた榊隈取得等に対する研修7宵喧内町理経の向上を図昌こと2

(3）プログラム責任者 (3）プログラム責任者

ア仰き） ア何剖

(7）～（ク）〈略） (7)～（ゥ）（時）

（ヱ）プログラム茸佳者は主研陣プログラムの実施を管理し＝適盟主指導体噛の確僅に置主るための講習会を受講しているこ

とが望ましいとι
イ（略） イ（略J

ω）（略｝ (4) （略）

7～16 鵬｝ 7～16 （略）

l7 臨席研樺町中断及び開閉 l7 臨床研躍りつ中野成ひ冊目

(l）臨床研悼の中断 (l)臨床llf悼の明間

ア基討場甘な考え方 ア基本的な考え方

臨席研障の中断とは、現に臨床研修を受けてし唱研陸涯について研穆プログラムにあらかじめ定められた研陸期間の途中で 臨床研官の中析とは、現に臨床研酵を畳けている研官医について研薩プログラムにあらかじめ定められた研修司聞の達中

臨席研躍を長期にわたり恥止するこι又は中止することをいうものであること。 て曲床研修を中止することをいうものであり2屋則として病監を韮更して研催を亙因することを前聾としたものであること。

」血墜L 研憧プログラムを健供している管理者及E珊睦管理主主昌会には2 あらかじめ定められ士研桂期間内に研修医に臨床研穆主

修了させる童佳があり2 室墨に虫町の挺いを行つてはならないことa

やむを仔ず臨床研修の虫I併の検討を行主墜には、管理者及て用悼管関香員会は当i：虫研瞳醒Bit用階指導関障者と十分留し

合い，当該研修匡の臨床研修に困主る正盛な置盟をァト宜に担握するものであるこむさらに， !i1日産匡が臨床研陣を総統で童

る方法がなし、か検討し、研修医に対し必重なま討Eを立2ものであること盆

こhらを通じて：！＞，なおS'Wit＞、2型断に至る場合であって：！＞，当融匂時医がが掃するよ2盗めなければならないこと，

なお＝このような場合においては2 掛金キ世出容の記揖を残しておく必要があることaまた2 必要旧Eじて事前に宜盤する

地方厚やJ司憧康福担時限事課に相談をすること．

イ中断の基準 イ中間の基準

中断には、「軍階匡が臨床研修を継続することが困難であると研修管理委員会が評価、勧告した場合1と「研陸医から管 中断には、「研薩医が臨床研修を継続することが困難であると研修管理委員会が評価、勧告した場合Jと聞H宮医から管理

4 



理者に申し出た革措」の2とおりがあること． 者に申し出た場合』の2とおりがあること．

管理請が臨時研修の中断を認めることができるのは、以下のような正当な理由がある場合であることの 管理者が臨床研時四中断を認めるには、以下のようなやむを得加唱合iこ陥るを，のであり、例えば、臨床研樹首院の研笹

研修プログラムを提供している宜理者取用惇管理霊邑会にはョあらかじめ車められた抑捌間拘に弼4豆に臨床研捗を 医に女←する不満又は研修l涯の臨床研修制院に討する単なる不満のように、＂普の余地があるものは認める主豆ではないこ

桔Tiミ廿る寅停があり正当な理由がなし場合、例えば、臨床研樹丙院の萄醇医に対する不満刃胡階l!iCI;臨床研樹首闘こ と。

叶する単なる不満のように、改善司余地がある場合については主温室認めるものではないこと。

Q1研艦Eが盛庄研植を離脱することが国睡であると亜惇管理重白金がl£個当髄告した世宜

＠（ 酎 JZl 仰向）

R 備） 立i （略J

盛矧屋、出産、育児、傷病等の理由により臨床研修を長淵にわたり休止叉は中止する場合 i旦担張、出産、育児、｛節商等相理由により臨床研睦を長期にわたり休止し、そのため笹了に必要な研睦実施期間を満たす

ことがで主ない場合であってヨ臨床研悼を再明主るときに、当核研修医白星陸する研陸プログラムの霊更2 塵止等によ

り匝盤的研辞プログラムに目盛することが不可能であると毘込まれる場合

＠（賭） J& 佃的

（イ）初F修医から管斑暗に申し出た場企

Ollt卦見出産担宣！＆働丙等の理由により臨床研修主畳期にわたり休止又は虫止主る場合

喧珊究ヨ儒学等の多暗主キ主リア形成のためヨ臨床研躍を呈遡にわたり仇t:Zは虫止主る場合

＠その他E当な理由がある場合

ウ中断の手順 ウ中間の手順

(7)珊持組委員会はJ盟主J隠匿が臨床l'Jf修を紺建立することが困艇であると認める場合には、当該研瞳医がそれまでに (7）研陣管理委員会は、臨床医としての噛性を欠〈場合等研倒盛が臨床研悼を紺殺することが困難であると認める場合には、

畳けた臨床研睦に係る当該研植医の評価を行，，，管理諸に対し、当該易問屋¢臨床研倍を中断することを勧告することが 当該研修｜云がそれまでに畳けた臨時研障に係る当該研修医の評価を行い、管理者に対し、当該研修医の臨時研修を中訴す

できること． ることを勧官することができること．

｛イ）（時） （イ）（略J
(2）臨席研蜂の虫盤的撞箇を笠2際には、管理者及。匂陪管理重量会は当該研修限及びプログラム責任者明也の研修指盟国量

主と十骨苛し合＇~当Z師F醐匝の臨床研桂に園主る正堕な情報を土泣に把健主るものであることa また2 臨床研修を再開す

る場直｛同ーの病陸で研修を蒋間予定治、箔監を変更して研躍を再開予定カ；）についても併せて検問dること盟なお、必薯

に応じて．それらの幅噛号哨証等の記揖を捜しておくこと”

E断とい2担断に至る場合にはョ当世相I劉院が＃帰する制ぢ？となるよ2揖めなけオcl£ならないことaまたミ必聖に応じて唱

前に管轄する銀出厚生局億店福抱摘3医事課に相峨すること。

エ中聞した場合 エ中断した揖合

管理者は、布陪匡の臨床研修を中断した場合には、当E冊F修医の求めl司Eじて、速や糾こ、当該研笹匡に対して、当該研倍 菅耳諸吐、研修医の臨床砂降を中断した場合には、当語研修医の求め同Eじて、速やかに、当E却時医に対して、当詔却T
医に関する故に掲げる事項を記載した臨床研躍中断証（様式 11）を交付しなければならないこと。このとき、管理者は、研 修医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研躍中断証 C揖式11）を刻寸しなけれまならないこと．このとき、管理者は、

修医の求め1$じて、」且腫喜一臨床研修の再閣のた詑の支援を行うことを含め、適切な道路指導を行わなけれまならないこと。 研修医の求めに応じて、他的臨床研臨げ崎を紹介する等臨床研躍の再開のた訟の支援を行うことを宮め、適切な進路指導を

さらに、管理者は、速や制こ、臨床研陣中W報告書（様式 12）及び当該中断紅の写しを管轄する地方厚！I；局健康福祉関医事 行わなければならないこと．さらに、菅即副主速守主削こ、臨席萄階中断報告書｛様式12）及び当該中断証の写しを管轄す

課あてに送付すること。 る地方厚＇I；局憶由福祉部医写明あてにi封サすること。
(7)～＠）｛時） 的～ω）（略｝

(2) （時） (2) （略J
18 臨床研修の陣了 18 臨床研修目前

(I) （時J (I) （時）

(2）臨席研悼の修了認定 (2）臨床研悼の笹了認定

ア・イ （時J アイ（時）

立萱理者はョイに基づく臨床研惇笹了証の刻サiれ月以内lこ2臨店研修檀了証主到寸した明睦置の氏畠及び生空月日を記盤し

た臨床研修笹了者ー覧表（桔式15）を官藍主る地方厚生R宇治虹E恒祉部医事課に世出主ること盟

またョ陸了した布階医に医車トの港前〉申誼を笠2よ2励庁することa

(3）臨床事惜の未修了 (3）臨床研酔の未修了



ア基制力な考え方

臨床研修叩未修了とは、研修匿の研働明聞の終了に際する評価Hこおし、て、研修医が臨時研働の修了基準を満たしていない等の

里山由により、管理猪が却期憎匿の臨床暗階を値了した£認めないことをいうものであり、原則として、引き続き同ーの研薩プ

ログラムで司曜を行うことを前提としたものであること。

」盟腫量一

」直』盤L米陸丁目榔持行う際には、管理者及E用F修管理委員会は当融研樺医及E用階指導関係者と十分話し合い、当核研修

医師研修に関する正確な情報を十分に把臆するものであること。

これらを通じて、最終的に未酵了という判聞こ至る場合であっても、当該研薩匡がが掃するよう努めなければならないこと。

なお、このような場合におし、ては、経緯や抄祝等の記揖を曲しておく必要があるこLまた必要に忠じて事前に菅倍する地方

厚生局健康福祉部医事課に相談をすること。

イ来修了の宅岨

管産諸は、 ωアの梢置に基づき、布T修医が臨時萄陪を修了してし、ないと認めるときは速や州こ、当該研修医に対して、理出

を付して、その旨を文書｛揖式.Lr;｝で通知しなければならないこと白

ウ宋修了とした場合

当語研修医は原則として引き続き同ーの研陸プログラムで荷F躍を継続行「ることとなるが、その場合には、萄陪プログラムの定員

を超えてしまう事もあり揖ることから、指導医 1人当たりの研陣匡数弓場階匡1人当たりの症例数等について、研修プログラムに

支障を来さないよう、十分に配慮しなければならないこと。

なお、来修了とした場合には、管理者は、研修を描読させる前に、当該砂階Eが臨床＇lif修司摩了基準を満たすための副読tillH責

（格式11)を管轄する地方厚生局健撰福祖師匠報車あてにi却すること。

19～21 醐

E 地域出こおける研官医の募集定員の調整

(I)地埴における闘志研瞳珊闘和形成制雌し蹴醐区曜が宮律的に措保寸るた凧劃槌府鼎式菅陪する出或における各調車帽T
修理吾記事著詫員に叫、て、割問院同研瞳程の畳用讃、地~「の実摘等を闇廃して必要な調整を行うことができること。ただし、以下

のア及引を満たさなけ相孟ならないこと。

ア調整した桂の菅轄袖域の欄蕗の事楽定員丹合官附前出5の（I〕ス舶によって箆由主れ忠清砲府県の募集定員の凪齢値』出盟主

を超えなし唖圏内暗躍であること._!Ii』匪L

イ鵬）

(2）～（4) （時J

田・24 佃剖

田奇階寝泊絵尉こついて

研修医に決まって支出コれる手当。軒捌手当、当直手当等を除〈。）が、字額720万円を超える場創主調毘に対して到ナする臨

床研障費等糊j直を定程度減額すること。梢出、平成gz年度の臨床捌岱貫鞘1励金交付要綱こおいて別こ定めること。

26 輔

第3 当面¢取担：ぃ

1 趣旨

匡師臨床研修倒度の実績に伴い、医掠蝿制において医師の曜保が困難となる可制生など、剛或医療に与える影響を般註する指摘

があることから、当分の聞は臨店研樹首跡目指定基準について以下の取扱いとするも白であること。」出盛L

2 基幹型臨床荷階靖院向指定の基準について

斗i医師法第16条の2第1項に盟定する臨床研惨に闘する省令の一部を改正する省令（平成21年4月28日公布厚生労働者

令揮105号）附員lの揖定により、基幹型臨床萌闘肯院とみなされた単組型臨床研笹病院又昨菅理型臨床研悼病院が、平成2

ア基材守な考え方

臨床研躍の未陣了とは、研官医の研憧期聞の終了に際する評価において、研檀医が臨床研~＇の修了基準を満たしていない等

の理由により、管理者が当該研悼医の臨席珊修を修了したと認めないことをいうものであり、原則として、引き続き間ーの研

修プログラムで研怯を行うことを前提としたものであること。

布~プログラムを畢供してし唱管理渚ll<t用階措盟毒自今には あらかじめ定められた初刊主期間同に1'f陸医に闘成田悔や修

了！＜サ＂奮桂があり、容易に秀司~了ι沌恥、を汗つてはた九たい，，レ

全主主盟去来修了の検討を行う際には、管理者以期修管理委員会は当該研皆匡駅周陪指導関係者と十分話し告し＼当該

研修医の研障に関する正確な情報を十骨に把援するものであること。

これらを通じて、最終剛請を修了という判閣に至る場合であっても、当該穆F修医治鴻柄するよう曹めなければならないこと。

なお、このような場合においては、経緯やせ犬況等の記揖を聾しておく必要があるこιまた、必要に応じて事前に管轄する地

方厚生局健康福祉部匿事課に相談をすること。

イ未修了の手順

管理請は、（2）アの評価に基づき、研程程が臨床奇憶を陸了してb、ないと認めるときは、速や治主に、当該研修医に対して、理由

を付して、その旨を文書慌あ土.Lr;）で通知しなければならないこと。

ウ刺陸了とした草措

当該研糊匡は原且ljとして引き続き間ーの布陪プログラムで布階を縦続することとなるが、その場合には、事陪プログラムの定

員を超えてしまう事もあり帯ることから、指司直1人当たりの研瞳医数明研薩医1人当たりの症例数等について、研修プログラ

ムに支障を来さないよう、十分に配車しなければならないこと。

なお、未瞳了とした場合には、管理岩は、研悼を紺続させる前に、当該研悼医が臨床研修F修了基準を満たすための履睦計画

表（様式盟）を管轄する地主厚生局催国日福祉部医輯Eあてにil討すること。

19～21 側副

担醐こおける研修匿の麟草笛月曜重

(I} 11酬における臨時研僻丙摘手の］匝成を理進寸るため、輔道府県民官帯する瑚読におリナる卸商高の研陸匹の募集定員につレ、て、各

病院の珊由Eの呈F吏績、地域の諸情等を国民して必要な日曜藍を行うことができること。ただし、以下回ア及。吋を満たさ制す判ま

ならないこと．

ア調整した設の響殿幽伝病院の車諜定員沖合計勃弔砲府県の嘉義定員の上~Beの値」旦Lを超えなし啄個内の調整であること。 fr,

がし前総5の（（）ス叫によって算出されずケ臨球調子d釘苅鴻'JHJ攻撃調漂泊薦議鼓E買の合骨（C｝カ噌E副手県担募議該主員の止：限佃）

の値付留安でいお酪創立当誼鶏昌信自の合許ル甜支tt>注調期的の調診であるr!-

イ般的

(2）～（4) （略う

田・24 蹄）

25 研傾互叫昔与にヴいて

研働Eに決まって苅叫つれる手当。捕糾手当、当宜手当等を障し）が、年額720万円を超える場合比病院に対して謝サする

臨胸R修費輪開b金を定程度糊顧すること．詳細土、明成主i年度の臨胸F修費輔働金刻J要綱において別こ定めること。

26 （略J

第3 当面の取担い

1 趣旨

医師臨床研修制度問実施に伴ハ医療機関におし、て医師の確保が困難となる可制主など、地域医療こ与える監響を騒音主する指

摘があることから、当分の聞は臨脚胸高耳目の指定基明こっし、て以下の串銀いとするものであること。主主」」連盟且自

については平成26年3月＂＇固定での取扱し、 Jいする工，＿

2 基幹型臨床研憧病院の指定四基単について

医師法第16条の2第1項に規定する臨床i)fjj;記閲する省令由一部を改定する省令（平成21年4月28日盛布厚生労働省

令第105制附国の規定により、基幹型臨床研餌胃揖とみなされた単拍岨臨床研働両院又は菅理型臨床研臨育院が、宅成24

6 



4年4月1日以降、前近郊2の5(1）オの基幹型臨床研僻両院の指定基準を満たさない場合にあっては、個別のZ錦町調査等に 年4月1日以降、前述掃2の5(l)オの基幹型臨床研闘両院間指定基準を満たさない場合にあっては、個別の訪問調査等により、

より、適切な指導体持制曜障さ九カ可、研皆医が基本的な器標能力を信端することができると認められる場合同則、基幹 適切な指導師lが確保され、カ円、研植医が基本的な器療能力を儲与することができると認められる場合に限り、基幹型臨床研

型臨床研臨書続として指定を継続するも白であること。 修靖院として指定を紺続するものであること．

白）誼たに基幹型堕産研修病院の指定を霊けよ2と主る壇陸がヨ前述語2の5(l)オの基幹型臨床棚繍院岡崎定基準を歯たさない

場合で：！＞， Al鹿害者の動，，~空間 2, 7 0 0人以上である場合には，個別の訪問調査等を行い2適切な指智恵体制カ唖保され，かっ2

砲事匡か基持制な器寵能力を修醤主ることがで量ることなどs皇宜な研樹こつい主の評価を含めョ指定の豆歪を型開注る：！＞ので

あることaこのため、これに該当する痘監は通前述第2の4(1）アに定める期日の1Oz月此上前に別に産める誼問調査の申込

書全管帽する地方庫生局瞳康福も曲目医事課に撞出すること悶

」自1盤L 3 臨床研修病院の募集定員について

臨床研樹首匿の募集定自については＝曲産車2の5(1）スにかかわら宝前述第2の5(1）スと酷庄の年度の研修内定圭

由実摘 f前述語2の却により加重された躍集定邑に盛る研修内定量の茎績を陰〈ヰのいずれかを超えない数値備旬述描2の5

(1）ア姐］により研修プログラムをii!:けた場合l主当該研艦プログラムの車昌生として4人主加草した散喧1と主ることgただし2

前込主主2の担により都喧府県カ明F修医の基選定昌を調整した場合にはョ盤道府県杭講聾した募集定自と主ることa

立都道府県の糊詑員の上限について i 朝池府県の募集定員の上限について

且i前述第2の5 (1 ）ス且Lに基づいて算出した罰嘘府県の募集定員の上c~N<r値カ珊修匿の募集を行う年度の前年度の当該都道 前述第2の5 ( 1）スi主に基づいて算出した覇道府県の募集定員の上限の値が当該都道府県内の研檀医の畳入実績よりもよ

府県内の研修医の畳入実績よりも少ない場合には、前也、第2の5 ( 1）ス旦に付きわらず、都猷明の現員定員の上限の植を 旦単且よ少ない場合には、前述帯2の5(1）スi並にカ功ヨわらず、都道府県の募集定員の上限の値を当核都道府県内の研瞳涯

当該都道府県内の研苗医の畳入実績<Q散邑」盟!lliiしとすること。ただし、この取緩いについては平成27年3月31日までと の畳入実績に0 9を乗じて得立数値（；）世点以下町端教は切り上めとすること。

するこL
(2) 前述第2の5(1）ス帥に定める， ri. 21の数値〔全国の司穆希望査の推言村宜に乗じる数回については2徐々に「1

1 Iと主ること主基本と主るがヨ毎年の実際の研修医の車盗と評用の盆況等を連盟に直J重し：た2えて快定主るものであることa

な担当前述揖2の5(l）スl坊に宣めるE,L G&.L'H並びに白］に宜める担制理調整制こついては＝徐々に『1 11と

する中で両者の聞慌を踏まえつつ乱L定していくものであること割

(3) 献述描2の5(1)ス仔）に定めるD2についてョ圭盛＂圭度より設定され主いる 2 大学の匡宝を昼修する課藍の入学定員

の哩Eに佳2控室町地描匹時への3買事を鎧生と主る地揖枠の2ち当他回並道府屋町大空吃聾成されることとなる地樹キの量の取

扱いについては、改めて検討するものであること円

第4 留意事項

合i丸地域医療への貫市博を目的とした区堂部入圭定昌盟等によりョいわ虫る地臨枠F圭生嗣噛加してくるため2基幹型臨床研

低温t堕i丸研修匿の募集及u畷用にあたっては，その鍵崎医療への従事要件暑にl分配愈するよヨ畳めることa

第5 検討規定 第i 検討規定

本通知の改正桂5年以内に、医町怯第16条の2簡1項に規定する臨床研躍に閲して所耳目樟討を加え、その結果に基づいて必要 車生肯晶b;k臣は、臨床号憎靖令の紅仔桂5年以内に、臨床研陸省令の規定について所要四検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を常ずるものと主呈p な措置をE符ずるものとしたことの当詰措債をZ降ずる障には、前述第3の3＆.び4については鹿止すること。



「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行についてjの一部改正に係る新IB対照表

新 ！日
様式1 様式1

臨床開彦病院指定申請書 臨床研修病院指定申請書

（略） （略）

臨床研修病院指定申請書－ 2ー
臨床研修病院指定申請書 2 

（賂）
（略）

お《

以

9. 恒在） （略） n ，酎、 r曲、

10.診療科名 標ぼう器報科（番号にOをつけてくださ＞＇.） 1 o. 診療科陥 標ぼう罷場酬｛番号にOをつけてくださいJ
ー幽櫨岨ー－－－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー司ーーー，骨 F ”－－－－－－－－－－－－－－－－－－ーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－ーー・ーー・・・・・・・ー・．．．．．．．．．．

（基幹型協力型記入J 1内科 2呼吸器内科 3楯環器内科 4梢化器内科 5塁 僅章特型・協力型記入j 1内科 2心療内科 3.畳笠主主 4.神経科（神経内科） 5. 

当誤病院の医療法上の標ぼう診 菅食道内科 6神経内科 7心療内科 8性感染症内科 9. 当該病院の医療法上の標ぼう診 呼暁器科 6.消化器科（胃踊科） 7楯環器科 8アレルギ

療科について該当する番号すベ 生圭L 10.呼唖器外科 1 ！.心臓血管外科 12.消化器外科 療科について該当する番号すベ ニft 9リウマチ科 10.企卑主主

てにOをつけ、該当する標務科 13.小児外科 14.気管室道外科 15.虹門外科 16.整形外科 てにOをつけ、標ぼう診療科以 1 ！.金主主 12.整形外科 13.帯成外科 14.美容外科 15.魁

がなし暢合は「目。その他J欄に 17.脳神経外科 18.博成外科 19.豊容外科 20.精神科 外の診療科を有する場合は「99. 神経外科 16.呼吸器外科 日心臓血管外科 18.小児外科

記入すること。 21.アレルギー科 22.リウマチ科 23.企旦l'L 24.亙旦笠 その也J楠Hに記入すること。 19.皮膚笹原器科（ 20.皮膚科 21.官、尿器科） 22.佳宜主主

25.路尿器科 26.置踊人科 27.室主主 28.盤ムft 29.盟主主 23.こう門科 24.産婦人科（25.産科 26.掃人科）

30，耳轟いんこう科 31，リハビリテーション科 32.放射棉科 27.眼科 28.耳鼻いんこう科 目気管食道科 30.リハピ

33.病理診断科 目臨床検査科 目救急科 田その他（盤盟主一次 リテーション科

に記入してくださ＞＇.） 3 ！.放射轟科 99.その他（橋正う官補科以外は、次に記入してくださ同）
ーーー・・ー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー可ーー－－－－’ F ”・・・・・・・・・・・・・ー－－－ーー・
.901. ＿＿＿一一一一一一一一一車LJ_902＿＿＿＿＿＿一ーーーー 草生 且QL －一ー見－－~－902 一一一一 私
""" ~I I nnA ....... on。 壬ゴ

' ""' 到

司＇ ’~，、 ，脚、

' ' 
，.令、 f磁の

1 2.医療法上の許可吉床数（歯 1.一般：一一一一床、 2.精神一一一一床、 3感染症 床 1 2.医療法上の許可病床数（歯 1→宣 床、 2精神 床、 3感染症 床

科の病床数を除く。）（基幹 4結核一一一一床、 5療養一一一一床主伯lj除） 科の病床数を除く。）（基幹 4結核・ 床、 5療養 床主 9その也ー 床

型・協力型記入） 型・協力型記入J

, , f帥、 f酎、
唱。，~、 ，帥、

14. 病床の種別ごとの平均在 l一唱E 目、 2精神 日、 3感染症。 日 1 4.病床の種別ごとの平均在 1.一寸宣： 日、 Z精神ー 日、 3.感染症： 日

院日数ω唾嬬二位四捨五入J 4結核 日、 5.療養。 目、（高隙 院日数 ω嘩悌二位四捨五入j 4結核 日、 5療養 目、 9その他 日

（基幹型・協力型記入J 信鐸倒・協力型記入j

1 5～1 8 （略） （略） , .～， Q 刷、 ，.令官、

1 



臨床開妻病院指定申請書 3 臨床研働丙院指定申請書－ 3ー

（略） （略）

19～22 ~賂） （略） 1 9～22 明各） 備）

2 3. 精神保健福祉士、作害額熊去士その官邸努事要 1・2恒普） 2 3. 精神保健福祉士、作業療法士その他診療 1・2船）

員の但置状況
3.臨床心理拡術者・ 名（常勤 名、非常勤 名）

要員の配置伏況
3.臨床心程度術土． 名（常勤 名、非常勤 名）

蝿樫協力盟＂＂＇ 哩静型協力型記入j
9 （略） 9 （陪）．

精舛剰の研躍を行う臨床研踊司自こついては記入Lてください。 精炉開の研修を行う臨床研修犠酷ζついて財臥してくださH

24.協力型臨床研働青院としての研修実績 ネ 別紙5に記入 24，協力型臨床暗階司荷涜としての研修実績 受入奇形医数 開醐問 基幹型臨床研働肯院名

僅幹型記入J 信母粍型記入J ）金× ）月

）名× ）月

1晶 X ｛ ）月

）名× ）月

合計月整 ）月

臨床研働丙院指定申請書 4 臨床研修病院指定申請書 4-

（略） （略J

※ ※ 

25・26（略） （略） 25・26 （略） （路）

2 7. 臨床時修指導医（指導医）等の氏 （路） 2 7.臨床布F修指導医（指導医）の氏 （略）

名等 名等

（基幹型担入j （基幹生首入J
すべて¢臨床研修指導医笠（協力型臨床耳階 すべての臨床時階指導医（協力型臨床駅官病

病院証こ直属する臨床側輔皇室医及E施床研修 院及び臨床研修協力施設に所属する臨味研

協力施設に酉昼する臨床耳F修の指導を行う者 l 盤撞導医を吉む。）について氏名等を記入し

を含む0 ）について氏名等を記入してくださ てくださC¥

、、負

2 8. 2 9 （略） （略） 28. 29（略） （略）

（路） （略）

2 



別紙1 （略） 別紙1 佃各）

7. 病問宇の構成等 別表 7.病院稽の構成等 別表

（略） （略）

盤ill11宣
盟組病院 協力型病院 臨床研修協力施設

研笹プログ 基整型 基幹型病院 協力型病院 臨床測量E協力施設 布Hitプログラム

ラム 盈匿堕

亙 直 重 主盤道 名称
新 追加・

名称
新 追加・

名称
新

追 追
（略） （賂）

t孟 王E 主 亙基 規 削除 規 削除 規

2主 力日 2主 力日
Z墨 J2;; 名 新 益 名 新 益 名 新

道
医 塁 ． 

"" "" 屋 称 規 道 称 規 道 称 規

底 遼 Eま
遼 自lj

監
遼 間H

圏 除 圏 除
塁 園 塁 塁

南院群を構仕する臨庶明信晴説）!JI'輔佐協力施設（病院又は普曹所に瞳る）カ洞」の戸11;~曹圏Xii同ーの都道府県を越えている場合士、その理由を以下位記草a
・・・・－－－－－－－－－・・ーー”ー・・－－，ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※（略） ※｛時）

※処置宣 ※ 「基幹型病院所在都翻守県J欄には、基幹型病耳の所在する都道府県名を記入すること。

※病院群を構曲するすべての基幹劉青院協力劉青院ll<V瀦床研障協力施設（布団の届出により削除しようとするものを宮むJの宜主盟道 ※病院群を構成するすべての基幹也両院協力型開毘犯潤床申H1~協力施設（今回の届出により消陣しようとするものを吉むJ の名称、

府県、二次匡捷圏、名称をそれぞれの明古都副守県I、r-;x医療圏j、「名称j欄に記入慨に病院施設番号を取得している研樹開時等は番 をそれぞれ周『名称J柵こ記入した上で、それぞれ却施設が新たに臨床耳階協力描設となる場合は「新和欄に ro」を記入しまた、堕

号をf名称J欄に記入』し犬止で、それそれ皿施設が新たに臨時明朗棉 f協力施聞となる場合は時現欄に『OJを記入じ、また、堕 開職協力施設をi蹴収i捌除する場合にはそ才レぞれ月撞識が以前の調院聞こ進訪日されるか以前問調苗群から削除される剖こより Ii訪日

床寄附劉荷院（協力施事由を追加又は耳目昨する場合にはそれそれ月並設が以前の病院群に追加されるか以官官四百酷蝉から削除されるかにより「追 席順知欄に f追加J:Rは「自由余Jを記入すること．

加・削除J欄に r；皇志向又比哨町制を記入すること。

※（略） ※時）

3 



目j；紙 2 ~I民正 2

1 3.診療科ごとの入院患者・外来恵者の数 1 3.診療科ごとの入院患者・外来患者¢数

（路） （略）

し
病院で定め その他の研 その他の研修を

た必修科目 修を行う診 行う診療科

内

章科人
精 2登遼主主 療科 内 外 小 産 文 は 精

区 分 児 文は 神 恰 区 分 児
場 神

科 科 科 科 科 科
科人

産 婦 手十
合

産
科婦人

計
科

人科 計

科

年間入院患者実数 年間別院患者実数

（）内は教創牛数又は分娩 （）内は救急件数又
( , 

｛｝  【〉

件数 は分娩件数

年樹新外来患者数 年開新外来患者数

1日平均外来愚者数 1日平蛇外来害者数

／ （）内は年間外来診療日数
刊 （）内は年間外来診 ( , ( , ( , ｛】 ( , ( , ｛｝  （】 ( , ( , ｛】

療日数

平均剖嘉日数 平均租院日数 ／ 
常勤医師敬

常勤医直明生

（うち臨床研修指導医（指
（うち臨床暗帥釘旨導

t 】 t 》 ｛〉 ｛】 《】 【】 ｛』 ｛》 ｛｝  ｛｝  ｛】 【》

導図書的
医（指導図書目

誤認 陣梱入院患者実数i とI~ 申請年度哨肺年度の繰勉患者割坤車問の前年度刷こおける紙入院患者数を加えた数とするこιf年期新科来怠者愛知とは申楕
裟 『年間入院患者実数3 とJ弘申請年度の前々年度の繰越患者数に申Z青年度の前年！度中ぜこおける続久院忠者数を加えた数とするζとJ智胡刷来患者蜘とI~

年度の前年度沖に来院し＂－＇棟愚者のうち．担感桝を算定し在ヒ患者数とすること. '1日平士制峰患者動.，，，武帝劇陣患者涯数ム晴朝来診様日割＝よる数＂＇噛
申碕年度の前年度制＝楽観した外来息者のうち被怠斜を算定し日間数とするζと.，，日平均例陣患者蜘とは割制陳患者涯教÷年間例隅輔自蜘こよる

第二位を四指笠入｝とすること．「揮官定めt~樹ヰ目笹霊童塾j 粛軍が足りむも暗合1=1永続紙｛様式自由）｛羽越し剖寸する亡と，「救急件蜘及び r分娩件期U
数｛小数第二位を掴捨室入Jとすること。「その蜘濁曜を行う鯵療科」織が足りない帽合にi永続紙悼式自由）に舵紘し潤ずすること．「救急件数j及び「分娩

とI~ 11.の救急医療の実績の前年度の件数及び15.のE常世僻捕と輿脚蜂件数の合併とすること，
件数Jとl本刊 の救急車擦の実績の前年度の件数及び15.の正問士挽件数と異常分娩件数の合計とすること。

来 「開4J と＇~~亜墨由皇、 i直盛盟邑璽璽壁由畳町神礎由科等を含めた広釜の内科のうち基本研修務自の肉蒋摺符珊修を行う診擦科であり．「4時間J とは心
※ 『時むとI~ 堕塑置担. ！車1蝿型、置璽瞳盟締曜向科等を含めT』穂の内科のうち麓2同時間の肉科摺同研修を行う診礎科であり、 r例制」とI~ 心繍

民血管舛何本時曙螺例同臥脳外初等を含めた広務の州制のうち義議研修務自の例間分野の研修を行ラ鯵癒科である三と．
血管外科呼醐制隅．脳列哨等を含めた広震の外裂のうち基本研修科目の刑体分野の研修を行う惨療科てあるζと．

業基併霊園際研修捗務指定時制こお也、てI玄、内科及U議埠部門こ係る葱毛金量坦リストを添けするニと，輔式佳劃

4 



別紙3 別紙3

2 5.研修プログラムの名称及ひ淑要 2 5. 研修プログラムの名称及U湖要

嶋 ） （略）

唱～A F耐、 一， 1～4 帥、 r四

5 一うι E 時） 5 '"""""'"""= フ"""- （時J同拠干、旬円~＇＜！：：1 』 ；刀.， ・・・・・・・・・・・・・ー－－－..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－－－－－－－－胃 E 司－－－－－－－－ー”ー－.－－－－－’－－－’ F ・岡昌司、明＂』~＇＜！：1J Yヨ主主I 値・－－－－－－－－－－，，，ーー「ーーーーーーーーーーーーーー・－－－－－－－－・・－－－－－－－－－－－－－ー・．．，．τ，ーーーーーーーーーー
日 ：仙、’， m 耐： 叩’ M

f酎、一！日、；晶、刷、価、： ＇耐 l 問、

備考・1甑必修科目・・・Oつの診療科の中からOつ以上を必ず選択 備 考 選 択 必 僻同・・・ Oつの診療科の中からOつ以上を必ず選択

基幹型臨床研修病院での開室期間・・・尉酌柑 緬低帥唱批必要であるが、 基幹型臨床開·~病院での研修期間・・・最低0か月 ※最低Bか月以上必要

地艦艇の臨時に闘しつつ、 1年以上智うことが望ましい． 臨床明彦協力施設での研修期間・・・最大0か月 ※合計3か月以内であること。た

臨床司H官協対面設での研復期間・・・最犬0か月 ※合計3カ＝月以内であること。ただLへき地・離島議掠所等の だし、へき地・離島診語窃朕事の研修期間が含まれる場合はこの限りでない。

研醐閣が吉まれる場合はこの限りでな凡 2年聞を通じての救急部門の研修とみなす休日・夜間の当直回数・・・約00回

2年間を通じての執曽部門の研修とみなす休日・夜間の当直回数・・・約CO回

制晴、車酔科、小児科、産婦人科、精神科について胡躍で定め凶棚田地制醐百の冊こ品売買け、記入すること。 ※外科、網開、小児科、醐人科、精神桝笠捌は病院で定めた必修科目対凱必修科目の欄に必ず設け、記入するこ

と。

側 E紙4 （略） m版 4

()<o. ）凹o. ) 

2 7.臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 （略） 2 7.臨床明彦指導医（指導医）等の氏名等 備）

指導医講習 ゴ自盟主 備考 指導医講習 匡霊堂鍾
担 プロ 担 プロ備考

臨床会等の受講資ア 1プログラム責任者 臨床会等の受講
当 グラ 2 副プログラム責任 当 資格重量 l呈且グラ 1 プログラム責任者

氏名所属倒龍経験 経験 格 者 氏名所属 役職経験 経験 2 副プログラム責任者

分 ム番 3 研穆実施責任者 分 等 E ム番 3 奇修実櫨責任者
年数有O 等 号 4 臨床研修指導医 年数有O 号 4 臨床時階指導医（指

畢川、 × w日守，，..， 無。×

｛ 船舶）
※ 『担当分野j欄には、情tu眠 3の臨局珊修を行う分野及明背理（CPC）を記入すること。

出棉｝ ※（時J
※時）※（船

※（略 ）※（略）

※プログラム賀佳者、副プログラム責任者、研陸実施責任者民地床研憧指導医俄端医）については、『備考」欄にそれぞれに応じた番号 ※プログラム賀怪者、副プログラム責桂者、明富実施買佳者応離床研瞳指導匡指導匡）については、 f備考」欄にそれぞれに応巴た

を記入し、併せてプログラム番号を記入すること｛プログラム番号を取与していない場合に出刑事プログラムの名称を記入すること.J. 番号を記入し、俳せてプログラム番号を記λずること｛プログラム番号を取得していない場合には明書プログラムの名称を記入するこ

本研檀実施責住者 ・・協力型臨床研由丙院又は臨床研陸協力施設において、当該施設における臨席研陣の実施を管理する者
と。）。

＊臨床司時指導医（指導涯） ・研修医に対する指導を行う医師であり、 7年（84月）以上回臨床経験見脂導臣養成相会等の圭措経 ＊研信実施責住者 ・協:IJl型臨床研働青蹟又は臨床珊車協力施設2こおいて、当該施設における臨床刷曹の実施を管理する者

験を有する者 ＊臨臨明朗事期医指導!ill・・・研修匡に対する指導を行う巨師であり、 7年以上の臨床経験民指導医養成膏習会等四畳謂経験を有

5 



する者

※冊J ※ L時J

24.協土霊盛込I＇師陣搭酷としての研俸実績 型韮E

議抽出番号 臨底研情調壊の名称

平成00年度

珊匝の氏名 4 5 6 7 8 9 10 旦 盟 1 2 3 室
基幹型重康研修膚＂＇名

E韮畳主 1l 旦 且 且 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦 If. 

L._Jf 

主将成：oo年度

研修置明氏名 4 5 6 フ 8 9 10 " 12 1 2 3 童
基幹霊髭鵠窃梅錦揖名

主基霊邑 1l 旦 旦 旦 且 月 1l 且 旦 旦 旦 1l !± 

章一.J±.

6 



議早成16年度以醐三協力型商境として研修霊を受入れT埠前事を年庄町r＝、研修医ごとに阻入すること， ｛悟入実輔のない年度については作成不劃

椅註t2 桔試2

（副）プログラム責任者履歴書 （高rj)プログラム責任者履歴書

明書） （略）

（略） （略）

主な属歴・教育涯※ 明書） 主な履歴・教育産出器 備）

指導医講習会などの受講歴 指導医講習会などの受講歴

※ ※ 

「プログラム菅任者養成講

萱会｜の受滞歴※

主な臨床経験及U喋績（臨 （略） 主な臨床経験及び業績（臨 （賂）

床における専門分野、手術 床における専門分野、手術

件数、検査件数、経験症例 件数、検査件数、経験症例

数など）※ 数など）※

制立の有無 ：事苦Ek'l堵：且墜L 」盟墜L : ＿＿（削殴ー 取得年月日
句L一一一ー一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一一一一ー一一一ーーーー’ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

：」剖幽一 l主論文の題名

所属学会名 所属学会名

（略） 明書）

様式3（賂） 様式3備）

7 



韓拭4 揖拭4

臨床研修協力施設概況表 1 臨床研修協力施設概況表 1 

（略） ｛略J

（略） （路）

l～7 （略） l～7 （略）

※ ※ 

8.診場手｜名 標ぼう診療科（番号にOをつけてください。） 8.診療科名 標ぼう診療科（番号に0をつけてください。）

（医療機関のみ） 1.内科 2呼吸器内科 3循環器内科 4 消 i~器内科 （医療機関のみ） 1.内科 2.心療内科 3.量生主主 4.神経科（神経内

当該病院の医療法上の標ぼう診 5気管金道内科 6.神経内科 7.心療内型 8生盛韮主 当該病院の医療法上の標ぼう診 笠よ 5.呼吸器科 6消1e器科（胃腸科） 7循環器畳

療科について該当する番号すベ 韮宜主上 9生J'l 10.呼吸器外科 11.心臓血管外科 療科について該当する番号すベ 8. 7レノレギー科 9.リウマチ科 10.企盟主上 11.盆主主

てにOをつけ、該当する診療科 12＇.消 1e器外科 13.小児外科 14.気管金道外科 15. てにOをつけ、標ぼう診療科以 12.整形外科 13.形成外科 14.差容外科 15.監主主

がない場合は「99.その他」欄に 紅門外科 16.整形外科 17.脳神経外科 18.形成外科 外の診療科を有する場合は「卯 盗金主主 16.呼吸器外科 17.心臓血管外科 18.企主主

記入すること。 19.美容外科 20.精神器 21.アレノレギー主主 22. -'L2. その他」欄に記入すること。 盆主主 19.皮膚泌尿器科（20.皮膚科 21.泌尿器科）

三主主主 23.企阜主主 24.皮膚科 25.泌尿器科 26.産 22.生直主主 23.こう門科 24.産婦人科（25.産科 26. 

婦人科 27，産科 28.婦人科 29.眼科 30.耳皇いん 婦人科） 27 . .！！主主 28.耳皐いんこう科 29.気管食道科

~互主 31.リハビリテーション主主 32.放射線科 註ι 30.リハピリテーション科

病理診断科 34.臨床塗査科 35.救急科 四その他 α削 31.放射線科 99.その他（標ぼう診療科以外は、次に記入してく

墜L次に記入してくださいJ ださ凡）

931 科 902 科 901 科 902 科

903 科 904 科 903 科 904 科

905 科 906 科 905 科 906 科

907 科 908 科 907 科 9C8 科

9C9 科 910 科 909 科 910 科

8 



． 

臨床研修協力施設概況表－ 2ー 臨床明彦協力施設概況表 2ー

（略） （略）

日（略） （略） 9 （略） （略）

10.医療法上の許可病 L一般 床、 2.精神． 床、 3.感染症． 床 10.医療法上の許可 L一般： 床、 2精神 床、 3.感染症。 床

床数（歯科¢病床 4.結核． 床、 5.療養 床、（削除） 病床数（歯科の 4車前安 床、 5.療養． 床、 9その他： 床

数を除く。） 病床数を除く。）

（医療機関のみ） （医療機関のみ）

11.診療科ごとの入院 （略） 11.診療科ごとの入 （略J J 

息者・外来患者・研修 院患者・外来患者・

医の数 研修医の数

（医療機関のみ） （医療機関のみ）

12.病床の種別ごとの L一般： 目、 2.精神 目、 3感染症 日、 12.病床の間ljごと l一般： 日、 2精神： 目、 3.感染症ー 日、

平均生院日数（小数第 4.結核 日、 5.療養． 日、（削除） の平均在院日数（小 4.結核． 目、 5.療養： 日、 9その他 日

二位四捨五入J 数第二位四捨五入）

（医療機関のみ） （医療機関のみ）

13～16 c賂） （略） 13～16加害） （略）

17.精神保健福祉士、 精神保健闘止士 名（常勤： 名、非常勤： 名） 17.精神保健樹止士、 精神喉健樹？止士： 名（常勤： 1 名、非常勤． 名）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーー， F 司ーーーーーーーーー司－－ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーー・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・－－－－－－－－

作業療法士その他診 作業療法土： 名（常勤 名、非常勤． 名） 作業療法土その他診 {'R耗療法士 名（常勤 名、非常勤。 名）
－－－－－－－－－－－－－’ E - E ・．，司・．．．．．．．．．，・・・・・ー・・・・ー・・・・・・ー・ー・－－－ーーーーーーーーーーー・．ー・．．．． ・．．．．．．．”・・・・・・ー．ーーーーーーーーーー・－－－－－－ーーーーーーーー

療要員の配置制冗 臨床心理紛貯者． 名（常勤． 名、非常勤 名） 療要員の配置状況 臨床心理技術士． 名（常勤 名、非常勤： 名）

精神科の研修を行う
－－－－－－－－－－－－－－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－－－－－－－－ーーーーーーー－－骨骨胃・．．．．骨・－－－・・，，－

精神科の研修を行う
ーーーーーーーーーーーー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ーーー．岨・ーー曲ーー・・ーーーーー・・ーー曲・ーー曲ー値ー値ーーーーーー

その他の精神科揃附韻 その他の精神科校側韻

施設については記入 名（常勤 名、非常勤． 名） 施設については記入 名（常勤： 名、非常勤 名）

してくす三さ、、’ してください。

（略） （略）

9 



別紙 1 別紙 1

1 1.診療科ごとの入院息者・外来患者の数 1 1. 診療科ごとの入院愚者・外来患者の数

（略） （略）

病院で定めた必 その他の研 その他の研修を行う醐軒

催科目の器曜科 躍を行う語 又は

内 d 

会霊
精 内 '1、 精

療科区 分 児 神 区 分 児
産 金備

神

科 科 又は 科 科 科 科 科

事 a会晶

年間別院患者実数 年間刈1克患者実数

。内防抗告件数又は分娩件 （）内は救急件数又は分

数 娩件数 ' ' t 》 ｛’ 

年間新外来患者数 年間新外来曹者数

1日平均外来愚者数 1日平均外来愚者数

（）内は年間外来診療日数 （）内は年間外婦嫌日
” ” ” ” 

日

平均福完回数 平均租院日数

常勤医師数 常勤医師数

（うち臨床開封旨噂医（指導 （うち臨床事限指導医

医1望的 " “ リ " 日

（指導図書的

※ 「年事ロ且患者実数」と1本申Z青年廃の前々 年度の線総患者割こ車購年島知前年度刷三おける新入院怠者数を加えた歎とすること.r年摺冊外来患者動とは、申蹄 総 『年間入院患者実数』と凪輔向唱の前崎羽置の繰越患者割ニ輔向喧の前年度刷ニおける新λ銭患者数を加えた数とするζと.＂＇軸鴨制瞳患者数 Jti本

年度の前年度中に来院した外来患者のうち、桓勝料を算定した患者数とすることー＂＇目平均外来車者散』と＇＂＇年間外来患者語教＋年 f甜棟露諌日制＝よる散（小数 朝鮮暗の前年度刷こ来観した舛来患者のうち、続醐4を算定した章者数とすること。円臼平均舛来患者劃と比軒制時患者涯教ー輔明来診療毘醐こよる

第二位担帯主却とすること．「骨恒定め＇＂＂餌ヰ自の露場権科』概置が足りな ι唱合にま、続紙緒賦自由＂＂＂縦し添付する ζι 「救急件劃及び間続件愛知 数（崎揮ニaを画館丞入Jとすること．「その他の研修を行う臨禽科j編制定りなL噛合Iこ＇＂＇続紙（格式自由に記載し忍けすること．「救急件数＂及ぴ「分娩

と＇＂＇ 11.の救急底療の実績の前年度の件数及び15.。正常分焼件数と異常分挽件数の剖fとするζとー 憎良』と＇＂＇ 11，の救急医撞t痩績の前年度の件数及び15.の正臨ま娩件数と異諸分娩件数の合計とすること。

※ 「附件Jとは E亜墨由盟、i盟国陸軍当重重墨田盟締韓両現a療を含めた広僚の柑抑うち基本研修科目の肉紺揮の研修を行う訟廟ヰであり、「外相と民心 ※ 「肉科Jとは、里盟塾塾車i盛也亜重量畳．神経内科等を含めTニ広叡の内手相うち基本研修科目の開紺野の研修を行う鯵痕科であり.r,.例制Jと民心機

鰻血管例閥、呼吸器タ1隔．脳外科等を含めtd玄穫の例陣地刀うち基本晴修科目の桝ヰ分野の研修を行う訟策科であること．
血管列制限珊耕捕、脳外手揮を含めた広震の例曜のうち基調惜端自の外科分野の研修を行う診療科であること。

様式5 （略） 様式5 （賂）
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揖詰主6 様式6

臨床研働丙 院群を構成する関係議議相互 間の連携体制（削除） 臨床研修病院群を構成する関係施設相互間の連携体制ー1-

。略） （略）

医師の往来の有無 1. 有 0. 無~＇ず拙斗こ口をつけてくださ川有ζOをつ｝ナた場創口之 名称 次医療酒の名称

以下に具体的な内容を記入して〈ださ•＼） 基幹型臨時研樹荷車向指定を受けようとする 型正土

医療機取洪開l開 1.査 0.無（吋刷こOをつ肘〈ださH 有にOをつけた場合1c1;,
協力型臨床研闘荷車の指定を受けようとす _Z!/O，一一一一一一一一ー

以下に具嗣拍内容を記入してくださ＂）
る2珂宮町名称及び努税措軍港号

合同臨床病理検討会の開催 1.査 0.無恥明酬のをつけてくださ川布こOをつけた場合には、
指呪瞳註番呈 -- -－一一ーし既刊こ番号を取揮している協力型臨時研修摘 ．．．．．．，”ー－司－－－－－－－－－－ーーー・ー・・・・・・・・・

以下に具嗣悼内容を記入してくださb1) ー.l駒ーーーーーーー”ー一一ー一一一一一一一一一一一一

その他用診療及。溜床司干修について同車携
院については摂暁施設番号を記入してくだ

ー.l畦由一ーーーーーーーーーーーーー一”一一一一一一一 ーーーーーーーーーーーー・ー・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1. 査 0.無制知的をつ肘〈ださいE 相こOわすた胎，，比
主主L i幽 一一一一一

以下に具同悼内容を記入してくださいJ ’－、

医師の往来の有禁 1.有 o無（いす守もかにOをつけてくださ川有にOをつけた草拾には、以下に具

※言＂＇入しないこと 体的な内容を記入してくださいJ

（削除） 臨床事鞠丙院群を構成する関係施設相互間の連携体制一2-

（略）

様式7 （賂） 様式7 申告）

年次報告書、研修プログラム変更・新 設 届 出 書 （ 削 除 ）

樟試B
年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書－ 1ー

様式8

（略） （略）

1基幹型臨床研修病院 2.協力型臨床研働青院（報告又は届出を行う臨師側炉型の番号lこOをつけてください．） 1.基幹型臨床研修病院 2 協力型臨床研惨病院（報告刃描出を行う臨床研樹荷車問型自番号にOをつけてください．）

－年次朝若書、研修プログラム蛮更・新詔酒出書 1 から 5 まで及。唱1阪 1については、臨床明書プログラム横車サイトの直面を町刷 ・年次報告書、研陣プログラム藍更・菊殻届出書ー1ーからー5ーまで＆V唱l蹴1について比臨床砂階プログラム横車サイトの画面を印

したもの（不足する項目同謹直コ臨去すること）等必要な項目がわかるものを代わりに酔付していただいても構いません． 刷したもの（不足する項目隠語話訪潜在すること｝等必要な項目がわかるも白を代わりに添付していただいても憎いません。

・項目番号1から主主までについては、年捗措告において記入してくださ川 ・項目番号1から24までについては、年故報告において記入してください。

・研修プログラム町変更・若蔵悶届出町場合l±，項目香吐主旦から旦主までに引、ても記入してくださ川 ・研宮プログラムの変更・蒼草加居世開場創立、項目昔号25から33までiこ〈ドてもw、してください。

（略） （略）
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年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書 2 年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書－ 2ー

（略） （略｝

※ ※ 

9・I0 申告） （略） 9・I0 備） （略）

I !. 医療法上の許明丙床数（歯科 1.寸貫一一一床、 2精神・一一一一床、 3.感染症一一一一床 I！.医療法上の許明再床数（歯科 1一般 床、 2精神 床、 3感染症：一一一ー床

町病床数を除く。） 4.結核一一一一床、 E療養．一一一＿131(,（削除） の病床数を除く。） 4結核・ 床、 5療養 床.， 9.その他 床

（基幹型・協力型記入j （基幹型・協力型記入j

I 2 （略） 備） I 2 加告） （略）

I 3.病床の種別ごとの平均在院日 l一般 目、 2精神 目、 3醐副主 日 I 3.病床の種別ごとの平均在院日 l一般 目、 2精神ー 目、 3.感染症ー 日

数（ノト書悌二位四捨玉川 4車部；！（： 目、 5療養 目、 伯リ除） 数（，J>!控第二位四捨主入） 4結核 目、 5療義 日 9.その｛也． 日

＠草間・協力型記入〕 （基幹型・協力型記入j

14～17 恒茜） （略） 14～I 7 （略） （略）

（略J 僻）

年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書 4 年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書 4 

（略） （略）

項目 Eま明Uコいて1'報告瑚己必肯E入してくださ＂ ※ 項目盆については，報告時に必ず記入してくださ凡 ※ 

2・4，精神保健福祉士、作業療法士その 1 ・ 2 (I賂） 24.精神保健樹吐士、作業療法士その他診療要 1・2 傭）

他診療要員の酎置仇兄
員の百資制兄

（基幹型・協力型記入〉 3臨床心理技術者 名｛常勤 名、非常勤 名） 3臨床心理技術士。 名（常勤 名、非常勤

精神科の研修を行う臨床研修病院につ （基幹型・協力型記入）
9 （略） 名）

いては記入してくださ，，， 精神科の側室を行う臨床開闘肯院については記

25. 筆＝者評価の受審状況 ！.有 評価美施機関名ー 年 日））
9 （路）

月 入してくださ；'o 
信器栴型記入） ~ 

有を選択した場合には、評価実施機関名及び底丘の受査日を記入し

てください

※ここからは司F修プログラムごとに記入してくださしも捌官プログラムの変更文は新設の場合は、上記内容と併せて以 ※ここからl首刑韮プログラムごとに記入してくださ，，，研修プログラムの変更又は新設の場合は、上記内容と併せて

下の内容についても記入してください。 以下の内容についても記入してくださ＼＼

2 6.～28. （略） 備）
呈互L～・n.路） （略）

（路）
（略）
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年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書一 5- 年次報告書、剛彦プログラム変更・新設届出書ー5ー

（略） （略）

i旦ι布f{(I;プログフムの錨丞m腰 （略） Z旦ヱ刷医プログラムの概要 （略）

｛基傍型記入｝ ｛基僻型記入3

30. 明各） 備） ~僻） 備）

立よ臨床開指導医（指導医）笠の氏名等 絡） 立旦臨床研修指導医（指導医）の氏名等 （略）

（基幹型記入J （場担型記刈

すべての臨床有階指導医等（協力型臨床研修病院 すべての臨床駅事指導医（協力型臨床加害病院

に亙属する臨床軍略指導医及ひ晦床研修協力施 及び臨床研修協力施設に直属主る臨床研修指導

設に所属する臨床研倍の指導を行う者を含む。） ~を含む。）』こついて氏名等を記入してくださ

について氏名等を記入してください。 、、負

主主~-.!1..§_,_僻） 明書） 立iムー～:.liι （略） 備）

（略） 鰍J

別紙1 別紙1

(No. (No. 

6.研修管理委員会の構成星の氏名及び開催回数（平成 年度開催回数 回） 6.研修管理委員会（平成 年度開催回数 回）

（略） （略）
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7目病問宇の構成等 別表 7. 病院群の構成等 別表

（略） （略）

盟日目立
基幹型病院 協力型病院

明富プログ 基盤型 基幹型病院 協力型病院 臨床捌修協力施設 研修プログラム臨床明彦協力施設
ラム 盈堕亙

重 産 重 査盤道 名称
新 追加・

名称
新 追加・ 新

追 追
名称 （略） （略）

主 主 玉E 虚塁 規 削除 規 削除 規

1主 力日 1主 力日
益 2主 名 新 益 名 新 益 名 新

墨 ． 屋 醐 併9

道 屋 称 規 道 称 規 道 称 規

底 E量 [ff 
遼 自リ

底
遼 自4

圏 除 圏 除
塁 量 基 塁

病院群を構肱する臨庶研陸病院及び研陸協力施設日南幌又は欝寵所こ限る）が開ーの一世医療圏Xii同＿，，都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載L
．．“・ー・・ーー－-－－・・ーー価値ー値ーーーーーーーーーーーーー、ーーーーーー－－－－－－－－－－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－－’－－－－－ーーーーーーーーー明鴨－－－－”・

※冊） ※舶）

※盟堕宣 ※ 「基幹型開富所在都道府民榔こは、基幹盤商院の所在する覇礎府県名を記入すること。

※病院群を構申するすべての基幹油商事主協力型青院mr臨屍E砲協力組設（布団の届出により削除しようとするものを吉弘） o;所在都道 ※調車群を棺紘骨するすべての基幹型病院、協力勤荷車l/(t用車床研信協力量殻（今回の届出により目i惜しようとするものを吉む。）の名称

府県、二次医療圏、名称をそれぞれ周噺抱却道府県J、r－次ffili在日圏j、「名称j欄に記入（闘こ嗣珪施設番号を取専している研阪湾院等/j呑 をそれぞれの「名称」欄に記入した上で、それぞれ舟施設が新たに臨時研修協力施設となる場合は「新制欄こ「OJを記入し、また、堕

号を「名称J欄に記入）した上で、それ忍れの施設が新たに臨床研鞠荷車（協力施駒となる場創立「新粧欄に「O」を記入し、また、盛 床布ff~協力施設を追加又は削除する場合にはそれぞれの描設が以前の病院曜に追加されるか以前叫荷車群から削除されるかにより「追加・

床研臨荷車｛協力量重量）を追加又は南U「余する場合にはそれ疋・れの並軍国S以前同病院群に追加されるカモ叫前の荷車群から削除されるかにより「迫 削除j欄Hこf迫力日IJ）（は I削除Jを記入すること．
、

加削 除j欄に「追加IJ)(fj:哨般会」を記入するこι

※ 00) ※略）
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B明証2
別紙2

1 2. 診療科ごとの入院患者・外来息者の数 1 2.診療科ごとの入院患者・外来愚者の数

備） （略）

南陸で定めた その他の研修 その他の研修を行う診

必檀科目の静 を行う器癌科 癌科

事科 内

事科人
ヱは 精 A ロ

内 事 精
区 分 児 神区 分 児

人科
又は 神 L告 科 科 科 計

科 科 科 産
掃車

計 科
産

婦科人
科

年間別院患者宮司監
明晶玖院患者実数

。内は救急科教又は
『 3 ' ' ' ' 。内出世急件数又は分娩件教 分娩憎ま

年間帯桝来息者数
年明新外来事清数

／ 
1日平均外来患

1日平場外来患者数

／ （）内は年間外来診療
『】 ' ' ' ' 

《 1 【】 ‘B ' ' 【』 ' ' 
（）内は年「捌来診療日数 。

” ” 日数

平均在院日数 ｜／ 平均（£1涜日数 ／／  

常勤医師数
常勤闘市数

（うち臨床開店指導医（指導
日

” 
（ヨち臨床研修指導医

' ' ' ' ' ' ' ' 《 j ' ' ' ' ' ' “ ' ' 図書目
（指導医）量的

※ 「年間入院患者実聖むとは、当官止年度の前々 年度目繰越患者数に当該年度の前年度中における新刈克患者数を加えた数 ※ 「年間別院患者実数Jとは、当核年度の前々年度の繰越患者数に当該年度の前年度中における新入院患者数を加え
とすること。「年間新外来患者数1とは、当該焦度の前年度中に痢詫Ltd十来愚者叩うち、初診料を算定した患者数とす

た数とすること。「年間事汐棟忠清動とは、当該年度の前年度中に痢現した外来息者のうち、初謝斗を算定した息者
ること。「1日平均外来患者数！とは、年明外来患者延数年間外来診療日数による数 ω唾悌二位を四捨五入〉とする 数とすること。「1日平均列来患者数1とは、年間外来事者涯数÷年間外来診療日数による数（崎悌ゴ立を四捨玉川
こと。「病瑳てe定めた必瞬間の診療科J欄笠が足りない場合には、続紙備拭自由）に記載し添付すること。「救急持教j とすることq 「その他の研修を行う診療科J欄が足りない場合には、結紙（様式自由）に記載し添付すること。「救急
及び「分娩件動とは、よ立の救岩島諜の実績の前年度制特車及びl止の正常分娩件数と異常分娩件数の合計とする

件事釦及び「分娩憎釦とは、旦ι の救急医諌の実績の前年度の件数及び'.Uよーの正常分娩件数と異常分捌半数の合
こと。 計とすること。

※ 『内科』とは、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科等を宮めた広義の内科のうち基本研修科目の内科分野
※ 『内科Jとは、盟盤墨裂、温i匝艶童、鍾蓮華昼、神経内科等を吉めた広義の内科のうち基本研修科目の肉科分野の

の研修を行う診療科であり、『外斜』とは、心情血管外科、呼吸器外科、脳外科等を含めた広義の外科のうち基本研修科 研修を行う診療科であり、「外相」とは、 •u峨血管外科、呼吸課外科、脳外科等を含めた広義の叫科のうち基本研修科
自の外科分野の研修を行う診療科であること。

目の外科分習の研修を行う診療科であること。
※基幹型臨床研働丙涜においては、内登及U執急部門に係る患者の症例リストを淵すすること里織式任意）

備） 明書）
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2 9.研修プログラムの名称及び概要 別紙3 え立ムー研修プログラムの名称及。守概要 別紙3
（略） （略）

1～A 細々、 刷、 1～d f冊目 刷、

5. 明書） （略） 5. 申告） （略）
ー．ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

刷、 加、 加、 加、 加旬、 〆曲、

刷、 f曲、 ’ （..，，.＼ ＇＂島.、
仙、 ＂岡、 J ，帥、 r帥、

備考世択必僻旧・・・ Oつの診療科の中から0つ以上を必ず選択。 備考：選択必｛鉾同・. ・Oつの診療科の中からOつ以上を必ず選択。

基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低0か月 ※最低8か月以上必要 基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低0か月 ※最低8か月以上必要

であるが、地域医療との関係等に耳白意しつつ、 1年以上行うことが望ましい。 臨床明彦協力施設での研修期間・・・最大0か月 ※合計 3か月以内であるこ

臨床研彦協力施設での研修期間・・・最大0か月 ※ 合 計3か月以内であること。 じただし、へき地・離島診療所等の研修期聞が含まれる場合はこの限りで

ただし、へき地・離島診療所等の司刊！彦期間が含まれる場合はこの限りでない。 ない。

2年間を通じての救急部門の研修とみなす休日・夜間の当直回数・・・約00回 2年間を通じての救急部門の朝彦とみなす休日・夜間の当直回数・・・約00回

※舛帯、網開、小児科、産調人科、精符唱については病院で定めた,t.~掛目剖聾担<i(.ru罫帽の欄に必す曹け、記入すること． 紗刷、麻酔科、 '1~閥、産婦人科、精鮮明金型］；！1司車で定制乙必睦科目当E駅z自信軒目の柵こ必ず設す、記入すること。

（路） （略）

(No. ))l1Jj~4 <No. ）別紙4

立よι 臨床明彦指導医（指導医）等の氏名等 （略） 3 o. 臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 （略）

指導医講習 盟1監立 指導密智習 屋鐘堂主主担 －－－－－－.－ーーーーーー プロ 備考 担 プロ 備考
臨床 会等の受講 盟監邑［盟E担

1 プログラム責任者 臨床 会等の受講 畳 15塑当 資絡 グラ 当 資格 グラ 1 プログラム責任者
氏名 所属 役職 経験 経験 2 副プログラム責任者

氏名 所属 役職 経験 経験 : ll 2 副プログラム責任者
分 等 ム番 3 研修実施責任者 分 等 ム番 3 研修鶏証責任者

年数 有 O 4 臨床事玲輔導医（指 年数 有 O 4 臨床有機指導医（指野 号 導医） 野 号 導医）無：〉〈 無，×

※ 「担当分野」柵こ比棺拭8脱却の臨床開嘩を行う分野及胡育理（CPC）を記入すること。
※ 時） ※ 略）
※ 時） ※ 崎）
※ 時） ※ （時J
※プログラム責任者、国プログラム責任者、研修実権責缶者及。漉床研修指導匡出持軍）については、「惜考」欄こそれそれに応じた番号 ※ プログラム費怪者、副プログラム費恒若、移階重量面責任者及U温床粧直指導医停幕聞については、「備考」欄にそオレぞれ同Eじた
を記入し、併せてプログラム番号を記入すること｛プログラム番号を取得していなし場拾に出研修プログラムの名称を記入すること.）. 番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこど（プログラム番号を取得していない場合には明彦プログラム町名称を記入するこ

＊＂刑事実施責怪者 ・協力型臨床研働荷車又同臨床研障協力量設において、当該艦置における臨床事踏の実施を管理する者
と．）。

＊臨床研陸指導医儲導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、 7年」旦呈旦L以上の臨床経験m脂導医聾戚講習会等の畳講経 ＊穆鵬菰責任者・ －協力型臨床珊＇11!!病院主は臨床男子陸協力施設に晶、て、当該値設における臨床明富の実施を管理する者
験を有する者 ＊臨床研修指導医儲導医） ・ー研修医に対する指導を行う医師であり、 7年以上の臨床経験見脂導医養成講習会等の畳講経験を有

する者
※ 時） ※ 時）
別紙5（略） 別紙5（略）
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相試9 様式9

年次報告書・臨床別居E協力施設概況表－ 1ー 年次報告書・臨床捌彦協力施設概況表 1 

－（略） －（略）
・項目番号1からi旦までについては、年次報告において記入してくださo¥ ・項目番号1からよヱまでについては、年次報告において記入してくださo¥
・研修プログラムの変更・車殻の届出の場合は、項目番号16から18についても記入してくださo¥ －研修プログラム巴変更・帯設の届出川場合は、項目番号18から19についても記入してください。

l～7（略） 備） 1～7 （略） （略）

8. 救急医療の l （略J （略） 8.救急医療の l （略） 。略）
o-－－－－－－””・・・・・ーー・・・・・・・ トーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・

提供の実績 ！診療時間外の勤務体制 （略） 提供の実績 ：診療時間外の勤務体制 （略）
」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ----ーーー・ーー・e・・－ーー－－－－ーーーーーーーーーーーーーー－－－－－－－－－－－－－－－－－ーーーーーーーーー

（医療機関の「（医療機関の：指導を行う者の氏名等 ＊ 臨床研修病院年次報告書の担盆主に記入 ーー・・・－－－－－－－－－－－ー，ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー値・ー・・・・・・・－－－咽明．開骨．．，

，ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ーーー‘・ーーー・．ー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ：指導を行う者の氏名等 ＊ 臨床明彦病院年次報告書の型盤立に記入
み） i救急医療を提供してい （略） み） ーーーーーーーーーーーーーーー“・・・・・・・・・・．．．．，．．骨－--------------------

: る診療科
i救急医療を提供して （略）

：いる診療科

日 （略） （略）
9. （略） 。賂）

年次報告書・臨床研修協力施設概況表 2 
年次報告書・臨床研修協力施設概況表－ 2ー

（略）
（略）

1 0～1 2 （略）
10～12 （略）

1 3. l蹄医のため！ 備） 備）
13. 司Ii~涯のため： 儲） 備）

の宿舎及び研修
の宿舎及。句F修 l

医室の有無
医室の有無 ！ 

（医療機関のみ）
（基整型・協力型記入）：

14. 個告） ' （略） （略）
14. （略） : （略） （略）

よ五二一精神保健福祉士、作業療法士その他診療 精神保鰭福祉士： 名（常勤 名、非常勤： 名）
通ιー精神保健福祉士、作業擦法土その他診療 精神保健福祉士 名（常勤 名、非常勤： 名）

ーーー・・・・・・・ F ・”ーーーー”ーーーーーーーーー，ーーーー・ーー．．．．．．．．．．．．ー・．ーーーーーー
要員の配昏除況 作業療法士． 名（常勤 名、非常勤： 名）要員の配酷伏況 作業療法士． 名（常勤 名、非常勤 名） －－－－－－－－－－－－－ーー・ーー・・・・・値ー・圃値・ーーーーー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

精神科の研修を行う施設については記入して
－－－ー胃胆骨’骨’－－－，，伺ー－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー・・・ー・・ d幽ーー 精神明の研修を行う施設については記入して 臨床心理技背辻： 名（常勤： 名、非常勤 名）
臨床心理技亦渚 名（常勤 名、非常勤． 名） ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－－－－－－－－－－ーーーーーーーーーー・ーー・－－－－

くださし、。
ーーーー－－－－””ーーーーー－・，ーー－－－・ー・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．． くださ凡 その他の精神科技術職員
その他の精神科技施職員

名（常勤・ 名、非常勤 名）
名（常勤． 名、非常勤 名）
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年次報告書・臨床珊ま協力施設概況表 3 年次報告書・臨床研修協力施設概況表 3 

（略） （略）

項目旦につL、ては報告瑚己記、官臥してくださしも ※ 項目 17について凪報告時む必ず記入して〈ださ同 ※ 

i且ムー研修プログラムの名称 備） lL_珊崖プログラム町名称 （賂）

プログラム番号は、既にプログラム番号を取得され プログラム番号士、既にプログラム番号を恥得さ

ている場合に記入してくださし、 れている場合に記入してくださ＇＇ o

研摩プログラムの変更又は新設の場合は、上記内容 研修プログラム昨夏吏又は宥融問場合Ii.上記内容と併せ

と併せて以下¢内容についても記入してくださu、 て以下の内容についても記入してくださ＂

よエムー研睦医の指導を行う者の氏名等 ＊ 基幹型臨床研働両院の年次報告書叩別紙4に記入 望ιー研修医の指導を行う者の氏名等 ＊ 臨床布陣劉両院年次報告書の日j紙4に記入

臨時事階協力撞設に所属する研笹医の指導を行う者 臨床研障協力施設に所属する側主匡の指導を行う

の氏名等は、基幹型臨床明朗育院¢年次報告書の型 者の正名等は、基幹型臨床研樹両院の年次報告書

紙4に記入してくださし、 の原版1に記入してくださ，，

1 8. （陪J 絡） 19. I時） 。略）

（略） 。略）
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日l紙 1 自民民 1

9.診療科ごとの入院愚者・外来患者の数 9. 診療科ごとの入院 患者・外来，患者の数

（略） （賂）

病院で定めた必陸 その他の研修 その他の研修を行う器事

科目の診鞭科 を行う器瞳科
内

科
内 小

事会
情 産 糟

匡 分 児 又は 神 区 分 児 受科 又は 神

科 科 科 科 科 科

事婦会 署

特別車事者募数 年間Al院事者実数

'' 。剛志世急開噛己目立分娩持番。内は枇急件数又は分蜘件数

年間新外車愚者数 年「関噺外来輔教

1日平均外尭愚者世 1日平銭抄悼粍患渚敬

（）内は年間外来診曜日数 （｝内は年間外来語集日数

平均割程日数 平均在院回数

常勤直師数 常勤医師佐

｛うち臨時研修指導臣（指導匡J （うち臨床研働時匪指導

数｝ '' '' '' '' '' 【a " " " 匡）紛

後 「年間λ院建者実数iとl本当E来年度の前々 年度の鍋魁患者蜘こ当骸年庄の附年鹿中における翫λ院患者散を加えた数とすること，「年免官制陳患者蜘とは．当骸 ※ f年間A血患者実郵Uと，..当路年度の前々 年度の縁組患者数に当儀相度の前年度中における新λ院患者数を加えた数とするζιr晴融制来患者動と比

年JJ:•の飾年度中！こ来院しt'9惜患者のうち．観膨桝を算定した患者数とするζと. ＂日平剛同唱者愛知と凪晴融情患者雇数年間畑唾輔自醐こよる数 "1噛 当該年皮の摘年度中に来降した列時患者のうち．叡協唱を算定した患者数とすること。＂自平崎外来患者錫 Uと比増副操患者涯数十年期府陪鎖豪日脚ニよる

第三位割四檎筆入〉とすること．噌盟百定めた必修科目の鯵羽医科J欄堕が足りない場合同＆続紙輔式自由に飽厳し務付すること.＂救急件動及び r琳射特出 数 01曲第二位を四捨玄却とすること．「その他の研修を行う鯵輯斗」繍が足りなL唱合にI志、続紙〈様式自由に胞厳し副寸すること．『救急件劃及び「分娩

剖..自 の救急医策の突破の前年度の件数及び11.の豆幅増件数と臭醐娩件数の合計とすること． 件数lと，.. 8.の救急医療の実績哨牌度の件敏及l'11.の正樹端件数と異常分娩件数の合計とすること。

業 『内科Jと＇＇・盟量豊盟塾．塑盟置乱盟理豊田弘神経内務等を含めた広義の内視のうち議本研修科目の内科分野の研修を行う惨廟司であり、「舛柏と凪心 裟 柄拘』とは、 1'!'!"塵畳.；盟国畳志望哩哩塑昔、椅磯瑚地等を含めた広穫の肉料のうち基本野憎嗣自の肉料分野の研修を行う惨療認であり‘ r外相とは心暗

院血管刑ヰ、昭輔相同．脚同等を含めT』穫の舛認のうち酔研修科目酬親分野の研修を行う診棟科てあること． 血管舛札呼級輸問、世間等を含めず迫震のタ河抑うち基本研修科目刷用分野の研修を行弛療科であること．

様式16. 11 （略）
様式10. 11 (I略）
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輔試12 様式12

臨 床 研 修 中 断 報 告 書 臨 床 研 修 中 断 報 告 書

性別 昭和
性別』』 a降

生 年 ＇！＇.成
年 月 日

. " " 生 年 月 日 昭防
明彦医の民名 月

刑罰豆の氏名 平成年月日
男女 男女

臣籍量揖番号 第 号 畳録海三月日 平成 年 月 日 医持畳揖番号 軍 号 畳揖寿明日 平成年月日

出 身大 学 卒業年 出身大学 卒業年

中断を認めた理由 中断までの経緯

※中断を認めた理由について通知本土の以下町規定のうち該当する［］向の番号を0で囲むこと

通知本文草2由17日）イ仔）［①・②③・④］

（イ）【①・②・③］

中樹までの経緯

中明桂¢漣路但込のときは、「島おと記入すること） 中防首麦畑進路但込のときは、「見山と記入すること｝

今回中断したプログラム以前に中断した写階プログラムの名排（あ 今回中断したプログラム目前に中断した奇穆プログラムの名称（あれ悶
れ却

（時） 細部
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相詰主13 相註主13 

ふ りがな

研修医の氏名

臨床研修の再開曜の受け入れ主に係る履修計画表

I 1捌｜ ｜昭和

I ｜生年月日 l 年 月 日

｜ 女｜ l平成

ふり，，な

臨床研修の再開の受け入れに係る履自揖十面表

｜男女｜生年月日｜ 年月 日

｜ ｜ ｜宅成

研修医の氏名

医籍登録番号 第 号 登録年月日 ｜平成 年 月 日 医籍登録番号 第 号 登録年月日｜平成 年 月 日

中断した趨康研修を仔った病

院の唱称Eて持問午する都道府

J盗盈立一 : ＿＿（匠藍盤盟畳一 中断した臨床研修に係る研

修プログラムの名称

中断した箇時制審判守った掴碇出所

主士五朝堕庄島

’基

中断した臨床研修に係る研修

プログラムの名称

臨床研修司再開幽豆睦主呈

研修プログラムの名称

問問 日 ｜ 輔 年月日

研信用骨』畳けM吐時までの休止期間（中断した調買に

監三j平成年
月 日 月 日

吐
年 月 日

※調官当こおいて定める品目を陪ル吠己主戸亡の休社i期聞を

研簡明暗け入オψ争まで叫制止期司（中断した労踊こお7る蜘此｜ 日

用喝を含剖 I 

臨床研修を l 研働野ごとの病院淵搬冊働野ごと柵醐開

おける休止期間を吉む）

皇主主主主主晶
臨床開.tiを 研働掃ごとの痢混又は施設慨働長野ごとの研修期間）

行う分野 裟胃事艇.修了ま＂＂必要となる研修扮野の履修制買を包入してくださ凡

調完施設番号：病院主帥磁の名称 ； 研 修 期 間
行う分野 ｜ 畑脳、町までこ曜となる研働蜘騒師団を記入してくださ川

煽描設番号！病院又峨峨の名称！ 研 修期 間 年月～年月（月）

年 月 ～ 年月（月）
L 

（略］

様式14 (I略）
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『医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行についてJの一部改正に係る新旧対照表

匡亙亙酉

A 経験すべき島寝法・検査・手技

(1）・（2）輔J
(3）基本的な臨床検査

（略J

1）～9) （時）

叫笠盛雄能検査

・スノ吋ロメトリー

11）～20) （略〕

（略）

(4）基本的手技

（略1
1）時 ）

新

臨床研修の到達目標

（略）

2）人工呼吸を実施できる．（パッグ」主主とマスクによる徒手換気を吉弘）

3）盤宜圧迫を実施できる．

4）～19) (I略）

（略）

(5）～（ 7) （略）

B 経験すパき症状・病態・疾患

崎）

1・2 時｝

3 経験出求められる臨血病態

（略）

( 1）血液・造血器リンパ網内系li<.!!!
@Dit.血徴主芝生貧血、二次輸血）

＠ベlJ （時J
(2）～（ 6) （略）

(7）洲凶採症且

①・②（時J
＠胆嚢田腔管疾車四E石室、胆嚢炎、腔管炎）

＠必 en>
(8）腎・尿路軍（体液・割平賀バランスを宮む。）疾畠

arベID C時J
臨克服醐的腎 ・JR臓車（尿路結曜、尿路樹掛

(9）～（I 2) （略）

(1 3）精神符経系疾且

①～＠（略）

（別添1)

匠豆亙酉

A 経験すべき診察法・検査手技

(1) (2) （時）

(3）基本的な臨車検査

（時）

1）～9) （時1
IO）血機青島検査

・スパイロメトリー

11）～20) （陥）

（略）

(4）韮詩的手技

（略）

1) 倒的

1日

臨床研修の到達目標

（略）

2）人工呼吸を実施できる．（パッグマスクによる徒手換気を含むJ
3）企ヱ之1二三を実施できる．

4）～19) （略）

（略）

(5）～（ 7) （略）

B 経験すべき症状病態・症患

｛略J
1 z (l剖
3 紘駄が求められる疾患・病態

備J
(1）血液・造血器・リンパ網内系疾患

勘黄血（駄乏制、二良輔副

＠ベlJ (I略）

(2）～（ 6) （略）

(7）消｛じ器系疾患

①・②（略）

＠胆轟・世管疾息白星石、 R~嚢去、組管長）
＠～＠（時）

(8）瞥・尿路系（曲直・電解置バランスを吉弘）症患

φ－＠ (I略）

B拙毘桝的腎・醐鵡（尿路師、醐戯縫）

(9）～（ 1 2) （賂）

(1 3）精神・棉系疾患

①～＠（時）

（別添1)



医弱云英語記函問主
⑥不安晴害（パニック瞳宣｝

⑦（略J
( 1 4) （略）

(1 5）責捜・アレルギー疾患

①（賂）

酔旦i盟関節目ウマチ

③（附

(I 6）～（1 8）崎 ）

c 特定白医療現揚の経験

（時）

(I）教急医揖

幡1
I）～・3) （陪）

4）三次数命処置 (/IC.S =AdnoιedCecdio '""l.cLifoS"pooct、呼吸楯環管理 を古む。）ができ、 次救命処置印国＝＆rnk

Lifo Supp。ct）を指導できる白

※回Sは、バッグ・パルプ・マスク等を使う4姉蘇生法や降細到J、気菅挿菅、薬剤股与等の 定のガイドラインに基づく救

命処置を含み、 B日には、気道確保、堕宜圧迫、人工呼吸等樹投使用しない処置が含まれる。

5）～7) D時）

幡3
(2）～（7) （時J

也知統合失調ilE_J盟 主 艶L
R不安障害レ守ニック韮盤整）

⑦（略）

( 1 4) （略）

(1 5）免在・アレルギー症患

①備J
B礎部品甜リウマチ

③ 冊J
(1 6）～（1 8） 幡J
C 特定の医提混揚kの経験

軸J
(1）救急医揖

（略J
I)～叫 冊j

G二次救命処置仏C臼＂＇ Advanced白＇dio""''" Lifo S"PP＇＂＇、呼眠・描源管理 を含む。）ができ、一次救命処置但.s= """ 

Lifo S"ppoct）を指導できる。

※AC日は、パッグ・パノレプマスク等を値う・G肺蘇生法や強調動、気管挿菅、薬剤投与等司一定のガイドライン忙基づく故市

処置を古み、 B臼には、気道確保、必宜主之主ニ豆、人工呼吸等機器を使用しなし決蝿が吉まれる．

5）～刀崎）

冊J
(2）～（7）備J
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各都道府県知事殿

医政発第 0728001号

平成 15年 7月 28日

（一部改正平成17年2月 8日

平成19年3月30日

平成20年3月26日

平成21年6月16日

平成22年4月 14日

平成23年3月24日

平成26年3月31日）

厚生労働省医政局長

大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について

「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令」 （平成14年厚生労働省

令第15 8号）の施行については、 「医師法第16条の2第 1項に規定する臨床研修に関す

る省令の施行についてJ （平成15年6月 12日付け医政発第0612004号。以下「施

行通知」としづ。）により通知したところであるが、大学病院と共同して臨床研修を行う臨

床研修病院の特例については、下記のとおりとするので、貴職におかれては、御了知の上、

貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知に努められたい。

なお、各国公私立医科大学（医学部）附属病院長に対しては、別途「臨床研修を行う大学

病院からの情報提供に関する依頼についてj （平成15年 7月28日付け医政発第07 2 

8002号。以下「依頼通知j という。）により、当該病院において行われる臨床研修に

関する情報提供をお願いしている。また、本通知については文部科学省高等教育局と協議

済みであることを、念のため申し添える。

1 
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記

第 1 用語の定義

本通知で用いる用語のうち、次に定めるもの以外については、施行通知によること。

1 「基幹型相当大学病院」

大学病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該

臨床研修の全体的な管理・責任を有するものをいうものであること。

2 「協力型相当大学病院」

大学病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院で、あって、基幹型相当大学

病院でないものをいうものであること。

第2 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の指定の申請

1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の指定の申請

(1）協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより基幹型臨床研修病院の指

定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6

月30日までに、当該病院に関する指定申請書（施行通知の様式1）を厚生労働大臣

に提出しなければならないこと。

(2）指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこと。

ア 当該指定に係るすべての研修プログラム

イ プログラム責任者履歴書（施行通知の様式2)

ウ 当該病院の研修医名簿（施行通知の様式3)

エ 当該指定に係る臨床研修病院群を構成することとなる病院及び大学病院相互間の

連携体制を記載した書類（様式1)

オ共同して臨床研修を行うこととなる協力型相当大学病院の大学病院概況表（様式

2）及び大学病院承諾書（様式3)

カ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、臨床研修

協力施設の臨床研修協力施設概況表（施行通知の様式4）及び臨床研修協力施設承

諾書（施行通知の様式5)

(3）協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（様式2）及び大学病院承諾書（様式3）を作成し、基幹型臨床研修病院の開設

2 



者に送付するようお願いしていること。

(4）基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、当該病院に関する指

定申請書及び添付書類と、協力型臨床研修病院に関する指定申請書及び添付書類とを

一括して当該病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するこ

と。

2 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の指定の申請

(1）基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより協力型臨床研修病院の指

定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6

月30日までに、当該病院に関する指定申請書（施行通知の様式1）を、基幹型相当

大学病院の管理者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。ただし、

基幹型相当大学病院の管理者を経由できない場合にあっては、当該基幹型相当大学病

院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に相談すること。

(2）指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこと。

ア 当該指定に係るすべての研修プログラム

イ プログラム責任者履歴書（施行通知の様式2)

ウ 当該指定に係る臨床研修病院群を構成することとなる病院及び大学病院相互間の

連携体制を記載した書類（様式1)

エ共同して臨床研修を行うこととなる基幹型相当大学病院の大学病院概況表（様式

2）及び大学病院承諾書（様式3)

オ協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、協力型

相当大学病院の大学病院概況表（様式2）及び大学病院承諾書（様式3)

カ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、臨床研修

協力施設の臨床研修協力施設概況表（施行通知の様式4）及び臨床研修協力施設承

諾書（施行通知の様式5)

(3）基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（様式2）及び大学病院承諾書（様式3）を作成するようお願いしていること。

(4）協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（様式2）及び大学病院承諾書（様式3）を作成し、基幹型相当大学病院の管理

者に送付するようお願いしていること。

(5）基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、共同して臨床研修を行
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うこととなる協力型臨床研修病院の指定申請書及び添付書類を取りまとめて、一括し

て当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送

付するようお願いしていること。この場合において、複数の協力型臨床研修病院の（2)

アからカまでの添付書類が重複するときは、 1部を残して他を省略しでも差し支えな

し、こと。

第3 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の指定の基準

1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の指定の基準

協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより基幹型臨床研修病院の指定

を受けようとする者に対する施行通知の 5(1）の臨床研修病院の指定の基準の適用につ

いては、当該大学病院を協力型臨床研修病院の指定を受けようとする者と見なすこと。

2 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の指定の基準

基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより協力型臨床研修病院の指定

を受けようとする者に対する施行通知の 5(2）の臨床研修病院の指定の基準の適用につ

いては、当該大学病院を基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする者と見なすこと。

また、この場合において、併せて協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行おうとす

るときは、当該協力型相当大学病院を協力型臨床研修病院の指定を受けようとする者と

見なすこと。

第4 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の変更の届出

1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の変更の届出

(1）協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、次

に掲げる事項（クに掲げる事項を除く。）に変更が生じたときは、臨床研修病院変更

届出書（施行通知の様式7）をもって、また、クに掲げる事項に変更が生じたときは、

大学病院変更届出書（様式4）をもって、その日から起算して 1月以内に、その旨を

厚生労働大臣に届け出なければならないこと。

ア 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

イ 管理者の氏名

ウ名称

エ診療科名

オプログラム責任者

カ 指導医及びその担当分野

4 



戸

キ研修医の処遇に関する事項

ク 協力型相当大学病院に係る次に掲げる事項

(7）開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

（イ）管理者の氏名

（ウ）名称

（エ）診療科名

（オ）プログラム責任者

ω）研修医の処遇に関する事項

ケ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協力

施設に係る次に掲げる事項

(7）開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

（イ）管理者の氏名

（ウ）名称

（エ）研修医の処遇に関する事項

（オ）研修医の指導を行う者及びその担当分野

（カ）臨床研修協力施設が医療機関で・ある場合にあっては診療科名

(2）協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、（1）クに掲げる事項に変

更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書（様式4）を作成し、基幹型臨床研

修病院の開設者に送付するようお願いしていること。

(3）基幹型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院変更届出書又は大学病院変更届出書

を当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送

付すること。

(4）共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院から臨床研修病院変更届出書の送付を

受け、又は共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書の送

付を受けた基幹型臨床研修病院の開設者は、速やかに当該臨床研修変更届出書又は当

該大学病院変更届出書を当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康

福祉部医事課あてに送付すること。

2 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の変更の届出

(1）基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の開設者は、ア

からキまでに掲げる事項に変更が生じたときは、臨床研修病院変更届出書（施行通知
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の様式7）をもって、また、クからコまでに掲げる事項に変更が生じたときは、大学

病院変更届出書（様式4）をもって、その日から起算して1月以内に、その旨を共同

して臨床研修を行う基幹型相当大学病院の管理者を経由して厚生労働大臣に届け出な

ければならないこと。ただし、ク又はコに掲げる事項に変更が生じた場合において、

基幹型相当大学病院の管理者が送付した大学病院変更届出書（様式4）が当該基幹型

相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に到達したときは、ま

た、コに掲げる事項に変更が生じた場合において、協力型相当大学病院の管理者が送

付した大学病院変更届出書（様式4）が基幹型相当大学病院の管理者を経由して当該

基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に到達したとき

は、それぞれ協力型臨床研修病院の開設者がその旨を届け出たものとみなすこと。

また、協力型臨床研修病院の開設者は、届出に当たって基幹型相当大学病院の管理

者を経由できない場合にあっては、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方

厚生局健康福祉部医事課に相談すること。

さらに、協力型臨床研修病院においては、アからキまでに掲げる事項に変更が生じ

ると考えられる場合は、事前に基幹型相当大学病院に相談すること。

ア 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

イ 管理者の氏名

ウ名称

エ診療科名

オプログラム責任者

カ 指導医及びその担当分野

キ研修医の処遇に関する事項

ク 基幹型相当大学病院に係る次に掲げる事項

(7）開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

（イ）管理者の氏名

（り）名称

（エ）診療科名

（オ）プログラム責任者

（カ）研修医の処遇に関する事項

ケ協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該協力型相当
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大学病院に係る次に掲げる事項

(7)開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

（イ）管理者の氏名

（ウ）名称

（エ）診療科名

（オ）プログラム責任者

（カ）研修医の処遇に関する事項

コ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協力

施設に係る次に掲げる事項

（了）開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

（イ）管理者の氏名

（ウ）名称

（エ）研修医の処遇に関する事項

（オ）研修医の指導を行う者及びその担当分野

（カ）臨床研修協力施設が医療機関である場合にあっては診療科名

(2）基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、（1）ク又はコに掲げる事

項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書（様式4）を作成し、当該基

幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するよ

うお願いしていること。

(3）協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、（1）ケに掲げる事項に変

更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書（様式4）を作成し、基幹型相当大

学病院の管理者に送付するようお願いしていること。また、依頼通知により、協力型

相当大学病院においては、（1）ケに掲げる事項に変更が生じると考えられる場合は、事

前に基幹型相当大学病院に相談するようお願いしていること。

(4）共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院から臨床研修病院変更届出書の送付を

受け、又は共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書の送

付を受けた基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、速やかに当該

臨床研修病院変更届出書又は大学病院変更届出書を当該基幹型相当大学病院の所在地

を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしていること。

第5 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の研修プログラムの変更又は新設の
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届出

1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の研修プログラム

の変更又は新設の届出

(1）協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、研

修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修

プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月30日までに、当該

研修プログラムに関し、次に掲げる書類を添えて研修プログラム変更・新設届出書（施

行通知の様式8）を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

ア 変更又は新設に係る研修プログラム（研修プログラムの変更の場合にあっては、

変更前及び変更後の研修プログラム）

イ 研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類（変更部

分に下線を付した変更前及び変更後の研修フ。ログラムでも差し支えない。）

ウ 臨床研修病院群を構成する病院及び大学病院相互間の連携体制を記載した書類

（様式1)

エ 協力型相当大学病院の大学病院概況表（変更等記載用） （様式5)

オ協力型相当大学病院の構成に変化がある場合にあっては、新たに基幹型臨床研修

病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の大学病院承諾書（様式3)

(2）協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（変更等記載用〉 （様式5）を作成し、また、新たに基幹型臨床研修病院と共同

して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては当該病院の大学病院概況表（変更

等記載用） （様式5）及び大学病院承諾書（様式3）を作成し、基幹型臨床研修病院

の開設者に送付するようお願いしていること。

(3）協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、当

該病院に関する研修フ。ログラム変更・新設届出書及び添付書類と、共同して臨床研修

を行う協力型臨床研修病院に関する研修プログラム変更・新設届出書とを、一括して

当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付

すること。

2 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の研修プログラム

の変更又は新設の届出

(1）基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の開設者は、研
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修プログラムを変更す竺る場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修

プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月30日までに、当該

研修プログラムに関し、次に掲げる書類を添えて研修プログラム変更・新設届出書（施

行通知の様式8）を、共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院の管理者を経由し

て厚生労働大臣に提出しなければならないこと。ただし、基幹型相当大学病院の管理

者を経由できない場合にあっては、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方

厚生局健康福祉部医事課に相談すること。

ア 変更又は新設に係る研修プログラム（研修プログ、ラムの変更の場合にあっては、

変更前及び変更後の研修プログラム）

イ 研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類（変更部

分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。）

ウ 臨床研修病院群を構成する病院及び大学病院相互間の連携体制を記載した書類

（様式1)

エ 基幹型相当大学病院及び協力型相当大学病院の大学病院概況表（変更等記載用）

（様式5)

オ協力型相当大学病院の構成に変化がある場合にあっては、新たに基幹型臨床研修

病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の大学病院承諾書（様式3)

(2）協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（変更等記載用） （様式5）を作成し、また、新たに基幹型臨床研修病院と共同

して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては当該病院の大学病院概況表（変更

等記載用） （様式5）及び大学病院承諾書（様式3）を作成し、基幹型相当大学病院

の管理者に送付するようお願いしていること。

(3）基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（変更等記載用） （様式5）を作成し、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修

病院の研修プログラム変更・新設届出書及び添付書類を取りまとめて、一括して当該

基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付する

ようお願いしていること。この場合において、複数の協力型臨床研修病院の添付書類

が重複するときは、 1部を残して他を省略しでも差し支えないこと。

3 現に研修医を受け入れている臨床研修病院は、当該研修医が研修を修了し、又は中断

するまでの問、当該研修医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはなら
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ないこと。

4 3にかかわらず、やむを得ない場合にあっては、研修プログラムの変更を行うことも

認められること。この場合においてよ臨床研修病院の開設者は、速やかに、 1又は2の

届出を行わなければならないこと。また、臨床研修病院と共同して臨床研修を行う大学

病院の管理者に対しては、依頼通知により、速やかに、 1又は2の情報提供を行うよう

お願いしていること。

第6 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の年次報告

1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の年次報告

(1）協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、毎

年4月30日までに、当該病院に関する年次報告書（施行通知の様式8）に、協力型

相当大学病院に係る大学病院概況表（変更等記載用） （様式5）を添えて、これを厚

生労働大臣に提出しなければならないこと。また、臨床研修協力施設と共同して臨床

研修を行う場合にあっては、臨床研修協力施設概況表（施行通知の様式9）を添付す

ること。

(2）協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（変更等記載用） （様式5）を作成し、基幹型臨床研｛彦病院の開設者に送付する

ようお願いしていること。

(3）協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、当

該病院に関する年次報告書及び添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修

病院に関する年次報告書とを、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する

地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

2 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の年次報告

(1)基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の開設者は、毎

年4月30日までに、当該病院に関する年次報告書（施行通知の様式8）に、基幹型

相当大学病院及び協力型相当大学病院に係る大学病院概況表（変更等記載用） （様式

5）を添えて、基幹型相当大学病院の管理者を経由して、厚生労働大臣に提出しなけ

ればならないこと。ただし、基幹型相当大学病院の管理者を経由できない場合にあっ

ては、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に相

談すること。また、臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨

床研修協力施設概況表（施行通知の様式9）を添付すること。
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(2）基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（変更等記載用） （様式5）を作成するようお願いしていること。

(3）協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（変更等記載用） （様式5）を作成し、基幹型相当大学病院の管理者に送付する

ようお願いしていること。

(4）基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、共同して臨床研修を行

う協力型臨床研修病院の年次報告書及び添付書類を取りまとめて、一括して当該基幹

型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するよう

お願いしていること。この場合において、複数の協力型臨床研修病院の添付書類が重

複するときは、 1部を残して他を省略しでも差し支えないこと。

第7 大学病院のみで共同して臨床研修を行う大学病院からの情報提供

大学病院のみで共同して臨床研修を行う大学病院の管理者に対しても、依頼通知により、

当該病院において行われている臨床研修に関して厚生労働省への情報提供を行うようお願

いしていること。

第8 文部科学省との連携

基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院か

らの指定の申請、変更の届出、研修プログラムの変更若しくは新設の届出若しくは年次報

告又は大学病院からの情報提供がなされた場合には、厚生労働省医政局医事課から文部科

学省高等教育局医学教育課に対して、その旨の情報提供を行うこととしていること。
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’・「大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について」の一部改正に係る新旧対照表

新 ！日

各都道府県知事殿

医政発第 0728001号

平成 15年 7月 28日

（一部改正平成17年2月 8日

平成19年 3月 30日

平成20年 3月 26日

平成21年 6月 16日

平成22年4月 14日

平成23年 3月 24日

平成26年 3月31日）

厚生労働省医政局長

大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について

（略）

第1 用語の定義

本通知で用いる用語のうち、次に定めるもの以外については、施行通知によること。

1 「基幹型相当大学病院」

大学病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨

床研修の全盤盟主管理二重隼主査主ゑものをいうものであること。

2 （略）

第2～第8 （路）

各都道府県知事殿

医政発第 0728001号

平成 15年 7月 28日

（一部改正平成17年 2月 8日

平成19年 3月 30日

平成20年 3月26日

平成21年6月 16日

平成22年4月 14日

平成23年 3月 24日）

厚生労働省医政局長

大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について

（略）

第1 用語の定義

本通知で用いる用語のうち、次に定めるもの以外については、施行通知によること。

1 「基幹型相当大学病院」

大学病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨

床研修の管理を笠ユものをいうものであること。

2 （略）

第2～第8 （賂）



「大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について」の一部改正に係る新旧対照表

新 ！日

様式1 様式1

臨床研修病院群を構成する病院及び大学病院相互間の連携体制（削除） 臨床研修病院群を構成する病院及び大学病院相互間の連携体制ヰニ

（略） （略）

医師の往来の有無 1. 有 0. 器（いずれかにOをつけてください。有にO 圭笠 一次医療圏の名称

をつけた場合には、以下に具体的な内容を記入してくださ
基幹型臨床研陸病院の措定を畳け

い．） 主主主
ょうとする病院（基幹型相当大学 ーーー・・・・・・・峰・・・F・ーーーーーーーーーーーー岨・・岨・・・ー．，ーー

医聾機器の共同利用 I，有 0.無，，、ずれかにOをつけてくださいE 査に口
病院）町名盤

をつけた据合には、以下に具体的な内容を記入してくださ

い。）
協力型臨床研修病院の指定を受け 2主主
ょうとする病陸（協力型相当大学 ・・・・・・・・・・ー・・－－－－－ーーーーーーーーー・・・・，－－－－－－

合同臨時病理横討会の開催 1.有 0.無（いずれかにOをつけてください。有にO
楕院）町名称＂＆.V'病院施設番号 （病院植設番号

をつけた場合には、以下に具体的な内容を記入してくださ ーーーーーーー岨・．．”・”ー－－－－－－－－－ーーーーー．．．．．．． ・ーーーーーーーーーーー』ー・・・・・・・ー・ーーーーーーー

ピヰー
既に番号を取得している協力型鴎 __ （血L 一一一一一一一一

1.有 0. 無（いずれかにOをつけてください2 有にO
床珊陣病院（協力型相当大学病院）

ーー侃l¥.)＿＿＿守一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーー一宇田一ー一一 ーーーーーー－ー・・・・・・・－－－－－－－－－－－－－－
その他の器揖及び臨床研修についての連携

については病院施設番号を記入し L直』 一一一一ー一一一一一一一一一一ーをつけた場合には、以下に具体的な内容を記入してくださ
てください前 ー＿o臨む一一一一一一一一一一ーー一ーーーーーーーーーーー一一一一一一一 ーーーーー・ー・．．．．．．，・ーーーーーーーーーーーーーい。）

__ （凪）＿＿＿一一一一一一一一ー一 一一一一
，曲、

時己入しないこと
匡師の往来の有無 1 有 0 ．無（いずれかにOをつけてください。有にOをつけた場合には、

以下に具体的な内容を記入してくださいJ

（削除） 臨床研修病院群を構成する関係施設相互間の連携体制 2

（略）

様式2 様式2

大学病院概況表 1ー 大学病院概況表ー 1ー

（時） （時）

大学病院概況表ー 2ー 大 学 病 院 概 況 表 2ー

（略） （略）

※ ※ 

日（略） （略） 9. （略） （略）

1 0.診療科名 標ぼう診療科（番号にOをつけてください。） 1 0. 診療科名 標ぼう診療科（番号にOをつけてください。）



（基幹型・協力裂記入）

当該大学病院の医療法上の標ぼ

う診療科について該当する番号

すべてにOをつけ、蓋主主主童

遼盟主主ど場合は「99.その他」

欄に記入すること。

1 1 （略1

1 2. 医控法土の許可病床数（歯科

の病床散を除く。）（裳鉾型＂力型記 λ〕

1 3. （略）

1 4. 病床の種別ごとの平均在院日

数件、数第二位四拾主目｛基鉾型。協カ霊記入）

I 5～1 8 （略）

（基併型。協力型記入）

（賂）

1 9～2 2 （略）

1内科 2 .. "f.堅益企主主 3.盈塁塁丘主L 4迫iι墨

宣主i 5.盆笠食道亙.ft_ 6.笠皇宜主上 7主査車.ft_

8隼盛主主亙主主 9企主主 10."f.盈墨金主主 IL止血

卑笠金主L 12.単.i!;;_墨金主t 13. !1ユ旦l!:1i 14.急笠

金道企笠一 15. )]L旦企主主 16.笠堅企盆 I 7.盤並韮

金主L 18.盈阜金.ft_ 19. 主盆企止~笠主主

21.乙とよヒ主ニ丘 22 . .L立ヱエ丘 23.~盆

24.星座主土 益二盗塁盆.ft_ 26.皇昼ム主主 27.産主主

28.昼ム主L 29.盟主主 30.耳且いんこう科 31. 2-

ハピリテーション科 詔ょ盈昼盆主主担ム皇室登盟主主

主ι監昆金主主主込塾皇主主閉その他 U血墜L次に記入

してください。）

別 科 ； 902 科

903 科： 904 科

｛略）

1一般一一一氏、 2精神一一一一J末、 3感染症一一一一床

4結核一一一一床、 5療養一一一一床ιi盟盤上

崎J

1一般。ー一一一床、 2精神一一一ー床、 3感染症一一一一界

4結核。一一一一床、丘療養一一一ー氏盟盛L

（略）

大学病院概況表－ 3ー

（略）

2 3. 精神保健福祉士、作業療法士その他

診療要員の配置状況

1・2 （略）

3趨昼企翠量盆主

名）

名（常勤： 名、非常勤

（基幹型協力型記入）

（基幹型・協力型記入）

当該大学病院の医療法上の

標ぼう診療科について該当

する番号すべてに0をつ

け標ぽ弓診療科以外の診

霊登主主主呈場合は「99.そ

の他J欄に記入すること。

1 I. （略）

I 2.匡躍法上の許可病床教（歯

科の病床数を除く固）（基幹型。協

カ型記入）

1 3. （略）

1 4. 病床の種別ごとの平均在

院日数崎広田樽削悩帽制型~·

1 5～1 8. （略）

｛基幹型・協力型詑λ）

（略）

1 9～2 2. （略）

！.内科 2. ：色豊宣主L 3 畳主主L 4 盆 韮 盆i笠韮血

笠L 5. ＂！＇..堅塁主主 6消化器科｛胃腸科） 7.盆塁室主主

8 之とよと主ニ主主 9. 2_之ヱ之主主 I 0.土 基 金 11.盆.fl

12.整髭企.fl 13.整基企主主 14.差室金.ft_ 15.監 笠

経企.fl 16.亙盟差金主主 17・1主盤且笠企主主 18. 企~

盆主主 19.皮膚泌尿器科 （20.皮膚科 21.藍昆笠並L

22.生盆1i 23. ＿；＿之1tli 24.産婦人科 （25.産科 26. 

昼ム笠上27.盟主主 28.互主主ユム_;__i主主 29.盆笠金道1i

30.リハビリLテーション科

31.些些盤主主 99，その他（標ぼう診療科以外は、次に記入してく

ださいロ）

901 科： 902 科

903 科 : 904 科

（略）

1一般一一一床、 2精神。一一←ー床、 3感染症一一一一界

4結核一一一ー床、 5療養←一一ー応 9ぞの帆 床

（略）

1一般 日、 2.精神 田、 3.感染症 日

4結桂 目、 5療養 日、 9その抽 日

（略）

大学病院概況表－ 3

（略）

2 3. 精神保健福祉士、作業療法士その他

診療要員の配置状況

1・2 （略）

3.堕産主翠基盤主ー

名）

名（常勤 名、非常勤

（基斡型・協力型記入）



精神科の研修を行う臨床研修病院については記入してく "g （略） 楕枠科の研修を行う臨床研修病院については記入して〈 9 （略）

ださい四 ださい四

大学病院概況表－ 4ー 大学病院概況表－ 4ー

（略） （略）

※ ※ 

2 4 . 2 5 (m;';) （略） 24・25 （略） （略）

2 6. 臨床研修指導医（指導医）笠 （略）
2 6.臨床研修指導医（指導医）の （略）

の氏名等
氏名等

（基幹型記入）

すべての臨床研修指導医笠（協力型臨床 （基幹型記入｝

研修病院（協力型相当大学病院）ι亙星 すべての臨床研修指導医（協力型臨床

する臨床研修指導医及び臨床研修協力 研修病院（協力型相当大学病院）及び

施設に所属する臨床研修の指肇を行2 臨床研修趨力施設に所属主る臨床研修

主を含む。）について氏名等を記入して 豊重量を含む。）Iこついて氏名等を記入

ください。 してください。

27・28 （略） （賂）
2 7・・28 （略） （略）

（略） （略）

別 紙1 （略） 別紙1 （略）

7. 病 院群の構成等 別表
7. 病 院 群 の 構 成等 別表

（略） （略）

監盤i
基幹型病院

研睦プロ 基盤 基幹型 病 研修プログラ

協 力 型 病 院 臨床研修協力施設
型病

協力型病院 臨床研修協力施設
グラム 院 ム

fil 名 新 盛 追 名 新 所 追 名 新
陸直

新 追 新 追加・ 新

主
側｝ 岬） 五益 名称称 規 主 2主 力日 称 規 主 次 力日 称 規 名称 名称 （略） （略）

道府
i規 加・自lj 規 削除 規



盤 次 益 医 ． 益 医 ． 県 除

道 医 道 療 自リ 道 遼 自り

府 療 府 圏 除 亙 圏 除

県 圏 県 県

病院群を構成する臨床評陣病院及的萌It協力施設備院又は普窟所こ阻引が同ーのー故直積置又は岡ーの都道府県を越えている場合Lその理由を以下に記載し
ーーーーーーーーーーーー－－－－－－ー”・・晶・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－・’”’ーーーー司ーーーーーーーーーーーーーーーーー－-a・・・ー・・・ーー・・・・ーーーーーーーーーーーーー

（略）
諜（時）

※（時）

探 ｛削除）
※ 『基幹型病院所在都道府県J欄には、基幹型病院の所在する都道府県名を記入すること。

※病院群を構成するすべての基幹型病院、協力型病院及び臨床研陸協力施設（今回の届出により削除しようとするものを
※ 病院障を構成するすべての基幹型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設（今回の届出により削除しようとするもの

吉む。）の所在都道府県、 E欠匡療圏、名称をそれぞれの「所在都道府県」、「ー次医療薗j、「名称」欄に記入した上で、そ
を吉む。）の名称をそれぞれの f名称」欄に記入した上で、それぞれの施設が新たに臨床研修協力施設となる場合は『新規J

れぞれの施設が新たに臨床研修協力施設となる場合は「新規J欄に「OJを記入し、また、臨床研瞳協力施設を追加又は削
捕に「OJを記入し、また、臨床研陸協力施設を追加又は削除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加される

障する場合にはそれぞれの施設が以前の病院躍に追加されるか以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除」欄に「迫
か以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除j欄に「追加JJCは「削除j を記入すること。

加」又は『削除Jを記入すること．

※（略）
※（時）

別紙 2
別紙 2

l 3.診療科ごとの入院患 者 ・ 外 来 愚 者 の 数 1 3. 診療科ごとの入 院患 者・ 外来 患者 の数

（略） （略）
病院で定め その他の研

精
その他の研修を

内 外 救 小 産
内 外 産 精 た必修科目 修を行う診

区 分
急部門 児

婦
神 行う診療科婦

人科
区 分 児

人科
神

科 科 科 科科 科 科 科 の診療科 療科
又は j口b、

合



産
婦人科

産
婦人科科

科

年間入院患者実数

（）内は救急件数又は分

娩件数
年間入院患者実数

' 
（）内は救急件数

文は分娩件数

年間新外来患者数

年間新外来患者数

1日平均外来患者数

（）内は年間外来診療 1日平均外来患者

／ 回数 数 《 【 《

（）内は年間外来
》 > 

診療日数
平均在院日数

／ 平均在院日数
常勤医師数

（うち臨床研修指導医 常勤医師数

（指導医）数） （うち臨床研修指 《

> 

導医（指導医）数） > 》

※ 『年間入院患者実数』とは、申請年度の前々年度の繰越患者数に申請年度の前年度中における新入院患 ※ 「年間入院患者実数』とは、申請年度の前々年度の繰越患者数に申請年度の前年度中における新入院

者数を加えた数とすること．「年間新外来患者数』とは、申請年度の前年度中に来院した外来患者のうち、 患者数を加えた数とすること。『年間新外来患者数」とは、申請年度の前年度中に来院した外来患者のう

初E書料を算定した患者数とすること。『1日平均外来患者数』とl立、年間外来患者延数÷年間外来診療回数 ち、初診料を算定した患者数とすること。「1目平均外来患者数』とは、年間外来患者延数÷年間外来診

による数（小数第二位を四捨五入）とすること。『病院で定めた必修科目の診療科J欄笠が足りない場合に 療回数による数（小敵第二位を四捨五入）とすること。『その他の研修を行う診療科』欄が足りない場合

l立、続紙（椋式自由）に記載し添付すること。『救急件数』及び『分娩件数」とは、 11 の救急医療の実 には、続紙（様式自由）に記載し添付すること。『救急件数」及び「分娩件数Jとは、 1, の救急医療

績の前年度の件数及び15. のE常分娩件数と異常分娩件数の合計とすること。 の実績の前年度の件数及び15. の正常分娩件数と異常分娩件数の合計とすること。

※ 「内科」とI立、呼吸器内科、消化器内科、循環器肉科、神経内科等を含めた広義の内科のうち基本研修 ※ r内科』とは、呼吸器科、消化器科、循環器科、神経内科等を含めた広義の肉科のうち基本研修科目

科目の内科分野の研修を行う鯵療科であり、「外科Jとl立、心臓血管外科、呼吸器外科、脳外科等を宮めた広 の内科分野の研修を行う診療科であり、「外科」とは、心臓血管外科、呼吸器外科、脳外科等を含めた広義

義の外科のうち基本研修科目の外科分野の研修を行う診療科であること。 の外科のうち基本研修科目の外科分野の研修を行う診療科であること。



別紙3 別紙3

2 4. 研修プログラムの名称及び概要 2 4.研修プログラ ムの名称及。概要

（ 略）（ 略）

1～4 （略）（酎 1～4（暗）（略）

臨床研修を行 （略｝ （略）
5 う分野 ー一一 宇一一一・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－－一一一一一 5 臨床研修を行う分野 一一一一－－－－－－一町－－--－一一一一一一一一一一一一一一一一一一｝一一一一一

，』』』『 r剛 h‘ EB ’ ，＿』、 E , I ，~，＿、

「酎1 一、 : ，昔、 : . 日 f酎 1 j岡山 ’ 一、 ' I同秒、

備考選択必陸科目・・田 Oつの帯揖科の中からOつ以上を必ず選択 備考選択必艦科目・・・ Oつの診躍科の中からOつ以上を必ず選択
基幹型臨床研修病院での研瞳期間・・・最低0か月 ※最低8か月以上必要であるが、 基幹型臨床研陣痛院での研修期間・ 最低0か月 ※最低8か月以上必要
地端医曜との関係等に配慮しつつ、 1年以上行うことが望ましい。 臨床研修協力施設での研艦期間・・・最大0か月 ※合計3か月以内であること。ただし、
臨床研棒協力施設での研修期間 ・・最大0か月 ※合許3か月以内であること。ただし、 へき地・離島静癌所等の研陣期間が吉まれる場合はとの限りでない． I 

へき地・離島器購所等の研住期間が宮まれる場合はこの限りでない。 2年間を通じての救急部門の研修とみなす休日・在聞の当直回数・ーー的00回
2年間を通じての救急部門の研修とみなす休日 夜間の当直回数・ 約 00回

※外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科については病院で定めた必修科目か選択必修科目の欄に必ず設 ※外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科2遡は病院で定めた必修科目か選択必修科目の欄に必ず設け、

け、記入すること。 記入すること。

（略） （略） zr1車正4
別紙4 (No. ) 

(No. ) 

2 6. 臨床研修指導医 （指導医）等の氏名等 （略） 2 6. 臨 床 研 修 指 導医（指導医）等の氏名等 （略）

指導医講 盤1監i 指導医講 医籍登録プ 備考
担 一一ーー一一一プ 備考 抱 一一一一一一一

臨床習会等の 資盟監L 血血ロ 1 プログラム責任者 臨床習会等の 番号；年月 ロ 1 プログラム責任
当 グ 宣当 資格：グ者

氏名所属役職経験受講経験格 ラ 2 副プログラム貝任 氏名所属役職経験受講経験 旦 ラ 2 副プログラム責
分 ム者 l分 等’ム任者

年数 有 O 等 3 研修実施責任者 年数 有： 0 番 3 研修実施責任者
野 番号 4 臨床研修指導医野 ' 号 4 臨床研修指導医

無 × （指導医） 無 × ' （指導医）

※ 「担当分野」欄には、樟式2別紙3の臨床研修を行う分野及び病理（CPC）を記入すること。
※（時） ※（略）

※ （略｝※（略）

※（略） ※（略）

※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研信指導匡（指導匡）については、「惜考J欄にそ ※ プログラム責任者、副プログラム責缶者、研修実施責任者及び臨床研陸指導医（指導匡）については、「備考J欄にそ

れそ・れに応じた番号を記入し、酔せてプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取帯していない場合には研笹プ れそ・札に応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入すること｛プログラム番号を取得していない場合には研修

ログラムの名称を記入すること。）. プログラムの名称を記入すること.）.

＊研摩実施責任者 ・・協力型臨床研睦病院又は臨床研憧協力施設において、当該施設における臨床研悼の実施を管理す ＊研皆実施責任者・ 協力型臨床研修病院又は臨床研信協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理

る者 する者

＊臨床研陸指導医（指導医） ・・研憧医に対する指導を行う匡師であり、 7年（84月）以上の臨床経験及び指導匡葺 ＊臨床研位指導医（指導医）・・ 研修医に対する指導を行う医師であり、 7年以上の臨床経験＆v<指導匡養成講習会

成講習会等の呈講経験を有する者 等の受講経験を有する者

斑（時） ※（時）

様式3・4 （略）

様式3・4 （略）



様式5
様式5

大学病院概況表（変更等記載用） -1ー 大学病院概況表（変更等記載用） 1 

平成 年 月 日 平成 年 月 日

1.基幹型相当大学病院 2協力型相当大学病院（大学病院の型の番号にOをつけてください。） ～1基幹型相当大学病院 2協力型相当大学病院｛大学病院の型的番号にOをつけてください。）

1 研修プログラムの変更、 2 研修プログラムの新設岬瞳プログラムを変更する場合には1に、研修プログラム 1 研修プログラムの変更、 2.研修プログラムの新設研陣プログラムを変更する場合には1に、研修プログラ

を新設する場合には2にOをつけてくださいJ ムを新設する場合には2にOをつけてくださいJ

・大学病院概況表（費更等記載用） -1ーから－ 5ーまで及び別紙1については、臨床研瞳プログラム横車サイトの画面を －大学荊院植iii表（置更等記載用） -1ーから－ 5.ーまで及び別紙1については、臨床研摩プログラム検需サイトの画面

印刷したもの（不足する項目は適宜加筆すること3等必要な項目がわかるものを代わりに帳付していただいても槽いませ を印刷したもの（不足する項目は適宜加筆すること）等必要な項目がわかるものを代わりに樟付していただいても構い

ん。 ません。

・項目番号 1 から~までについては、年政情報彊世において記入してください。 ー項目番号1から 24までについては、年次情報握供において記入してください。

・研艦プログラムの聖更新設の届出の場合は、項目番号・.L!l_からi旦までについても記入してください． ・研修プログラムの密更・新設の届出の場合！土、項目番号·~方通ら.u.までについても記入してください．

（略） （略）

大学病院概況表（変更等記載用） 2ー 大学病院概況表（変更等記載用） 2ー

（略） （略）

※ ※ 

9・10 （略） （略） 9 1 0 （略） （略）

1 1 医療法上の許可病床数（歯 I.一般 床、 2精神． 床、 3感染症 床 1 1.医療法上の許可病床数（歯 I.一般 床、2精神： 床、 3感染症 床

科の病床数を除く。） 4.結核： 床、 5療養． 床、（削除］ 科の病床数を除く。） 4結核ー 床、 5.療養 床、 9その他・ 床

（基幹型・協力型記入） （基幹型・協力型記入）

1 2 （略） （略） 1 2 （略｝ （略）

1 3.病床の種別ごとの平均在 I.一般。 目、 2精神 目、 3.感染症。一一ーム 1 3. 病床の種別ごとの平均在 L一般ー 目、 2精神ー 目、 3.感染症：一一ーム

院日数（小数第二位四捨五入） 日 院回数（小数第二位四捨五入） 日

（基幹型・協力型記入） 4.結核 目、 5療養 目、（削除） （基幹型・協力型記入） 4.結核 日、 5療養・、 目、 9.その他

且

1 4～1 7 （略） （略） 1 4～1 7 （略） （略）

（略） （略）



大 学病院概況表（変更等記載用） 4 大学病院概況表（変更等記載用） -4ー

（略） （路）

項目 25までについては、情報提供時に必ず記入してくだ ※ 項目 24までについては，情報提供時に必ず記入 ※ 

b、． してください。

2 4.精神保健福祉士、作業療法士その他診 1・2 （略） 2 4.精神保健福祉士、作業療法士その他 1・2 （略）

療要員の配置状況
3臨床心理技術者 名（常勤 名、非常勤 診療要員の配置状況

3臨床心理技術士 名（常勤ー 名、非常勤。

（基幹型・協力型記入）
名） （基幹型・協力型記入）

名）

精神科の研修を行う臨床研修病院について
ト一一一一一一一一一一一一一一一一自信『守ーーー－－ーー一一一一－－ー

精神科の研修を行う臨床研修病院につい
｛一一一一一一一一一一一一一

9 （略） 9 （略）

は記入してください。 ては記入してください。

2 5. 第三者評価の受蓋盤況 1.有 （評価実施機関名 年

（基幹型記入） 月 日）） 0.無

有を選択した場合にはョ評鑑実施盤関盆及び直近の受蜜

日を記入してください2

※ここからは研修プログラムごとに記入してください。研修プログラムの変更文は新設の場合は、上記内 ※ここからは研修プログラムごとに記入してください。研修プログラムの変更文は新設の場合は、上記

容と併せて以下の内容についても記入してください。 内容と併せて以下の内容についても記入してください。

主主ι～三旦（略） （略） 五五ι～え工 （略） （略）

2 9.臨床研修精導医（指導医）の氏名等 ＊ 別紙3に記入 主主ムー臨床研修指導医（指導医）の氏名等 ＊ 別紙3に記入

（基幹型記入） （基幹型記入）

すべての臨床研修指導医笠（協力型臨床研 すべての臨床研修指導医（協力型臨床研修

修病院（協力型相当大学病院）に所属する 病院（協力型相当大学病院）及び臨床研修

臨床研修指導医及び臨床研修協力施設に所 協力施設に所属する臨床研修指導医を含

属する臨床研修の指霊を行2孟を含む。） む。）について氏名等を記入してください。

について氏名等を記入してください。

大学病院概況表（変更等記載 用 ） - 5ー 大学病院概況表（変更等記載用） - 5ー

（略） （略）

｜｜旦～比

（賂） （略）



別紙1 別紙1

(No. (No. 

6.研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（平成 年度開催回数 回） 6.研 修 管 理 委 員会（平成 年度開催回数 回）

（略） （略）

7. 病院 群の構成等 別表 7 病院群の構成等 別表

（略） （略）

盤盤i 研修プロ 基盤 基幹型病
基幹型病院 協力型病院 臨床研修協力施設 協力型病院 臨床研修協力施設 研修プログラム

グラム 型盈 院

亙 亙
追

亙
追

陸亙

王E 王五 1王 査墾 新 追加・ 新 追加・ 新
It. 力n 2主 カ日 名称 名称 y 名称 （路） （賂）

益 It. 名 新 益 名 新 盤 名 新 道盛 規 削除 規 削除 規
犀 屋 〈略） 輔｝

道 屋 称 規 道
遼 自リ

称 規 道
遼 目リ

称 規 1量
府 療 座 座

圏 除 圏 除
塁 圏 昼 塁

f情慨を構成する猷研陸繍及。研惇協力施設備!',l）（は器！慨に阻引が同の攻隊圃Xii同院都道府県を越えている場合は、その理由を以下i＇記札
ー・・ー－－・・ー・・・・・ーーー”ー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ーーーーーーーーーーーーーーーー．”ー，－－－ーーーーー－－－－－－－－－－－－－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

提（略） ※（時）

※盟盤L ※ 「基幹型病院所在都道府県j欄には、基幹型荊院の所在する都道府県名を記入すること．

出 病院群を構成するすべての基幹型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設（今回の届出により削除しようとするものを ※病院群を構成するすべての基幹型病院、協力型病院＆V'臨床研修協力施設（今回の届出により削除しようとするもの

吉む。）の所在都道府県、二次医療圏、名称をそれそ’れの「所在都道府県J、「二次医療圏J、「名称」欄に記入した上で、そ を古む。）の名称をそれそ・れの「名称J欄に記入した上で、それぞれの施設が新たに臨床研陸協力施設となる場合は「新規J

れぞれの施設が新たに臨時研修協力施設となる場合は「新規j柵に「OJを記入し、また、臨床研陸協力施設を追加又は削 欄に fOJを記入し、また、臨床研修協力施設を追加又は削除する場合にはそれそ・れの施設が以前町病院群に追加される

除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加されるか以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除J欄に「追 か以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除J欄に「迫力日JXは「削除Jを記入すること．



加JXは「削除j を記入すること。

※（略） ※（略）

別紙2
別紙2

1 2.診療科ごとの入院患者・外来患者の数 1 2.診療科ごとの入院患者・外来患者の数

（略） （略）

病院で定め その他の研 その他の研修を行う

た必憧科目 睦を行う診 器療科

内 小

高人科
精

の器療科 晴科 内 小

科事人
又は 糟 A ロ

区 分 児 神
告

区 分 児 神

科
又は

科 科 科 産
婦人科

科 計科

計 科
産

婦人科
科

年間入院患者実数 年間入院愚者実数

（）内は救急件数又は分 。内は救急件数又

娩件数 は分娩件数

年間新外来患者数
年間新外来患者数

／ 
1日平均外来車

1日平均外来患者数
（）内は年間外来

' ' ' ' ' ' ' ' （）内は年間外来診療司 診療日数

数

／ 
／ 

平均在院日数
平均在院日数

常勤医師数 常勤医師数

（うち臨床研修指導医 （うち臨床研修指
《】 ' ' ' ' 【】 ' ' 

（指導医）数） 導医（指導医）数）

※ 「年間入院患者実数」とは、当該年度の前々年度の繰越患者数に当該年度の前年度中における新入院患 ※ 「年間入院患者実数」とは、当該年度の則々年度の繰越患者数に当該年度の前年度中における新入院
者数を加えた数とすること。「年間新外来患者数Jとl士、当該年度の前年度中に来院した外来患者のうち、 息者数を加えた数とすること。「年間新外来患者数Jとは、当該年度の前年度中に来院した外来患者のう
初診料を算定した患者数とすること。「1E平均外来患者数Jとは、年間外来患者延数÷年間外来診療日数 ち、初診料を算定した患者数とするこ止。「1日平均外来患者数」とは、年間外来患者延数年間外来診
による数（小数第二位を四捨五入）とすること。「病院で定めた必修科目の診療科J欄笠が足りない場合に 療日数による数（小数第二位を四捨五入）とすること。「その他の研修を行う診療科」欄が足りない場合
は、続祇（様式自由）に記載し添付すること。「救急件数」及び「分娩件数Iとは、よ旦ょの救急医療の実 には、続紙（様式自由）に記載し添付すること。「救急件数J及び「分娩件数Jとは、旦ムーの救急医療の
績の前年度の件数及びユ-1_.の正常分娩件数と異常分娩件数の合計とすること。 実績の前年度出牛数及び13. の正常分娩件数と異常分娩件数の合計とすること。

※ 「内科」とは、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科等を含めた広義の内科のうち基本研修 ※ 『内科Jとは、呼吸墨型、消化畳到、鐘重量型、神経内科等を含めた広義の内科のうち基本研修科目

’， 



> 

科目の内科分野の研修を行う診療科であり、『外科Jとは、心臓血管外科、呼吸器外科、脳外科等を吉め の内科分野の研修を行う診療科であり、『外科」とl土、心臓血管外科、呼吸器外科、脳外科等を含めた広義

た広義の外科のうち基本研修科目の外科分野の研修を行う診療科であること。 の外科のうち基本研修科目の外科分野の研修を行う診療科であること。

※基幹型相当大学病院においては、内科及び救急部門に係る患者の症例リストを縁付すること。（様式任意）

（略） （略）

別紙3 別紙3

(No. ) (No. ) 

2 8.臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 （略） 2 8. 臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 （略）

指導医講 盟1墜i プ
担 一一一一rー 備考 指導医講 医籍登録プ

臨床習会等の資旦盤l. : i!!l監i ロ 担 -- .-- 備考
当 ： グ 1 プログラム責任者 臨床習会等の 盟国ロ

氏名所属役職経験受講経験格 ' ラ Z 副プログラム責任者 当 資格 ' グ 1 プログラム責任者
分 ム 3 研修実施責任者 氏名所属役職経験受講経験 ：旦ラ 2 副プログラム責任者

年 数 有 O 等 ： 番 4 臨床研修指導医（指 分 等 ：ム 3 研修実施責任者
野 ' 号導医） 年数 有 0 1且番 4 臨床研修指導医（指

無：× 野 号導医）
無：〉〈

※ 「担当分野J欄には、樺式5別紙3の臨床研修を行う分野及び荊理（CPC）を記入すること。
※（略｝
※ （ 時）※（略）

※ （ 略）※（略）

出 プログラム責任者、副プログラム責任者、研棲実施責任者及び臨床研樟指導医（指導匡）については、「備考J欄にそ ※ ｛時）
れそ・れに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プ ※ プログラム責怪者、副プログラム責怪者、研修実施責任者及び臨床研修指導匡（指導医）については、「備考J欄にそ
ログラムの名称を記入すること.l. れぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入すること｛プログラム番号を取得していなし、場合には研修

プログラム町名称を記入すること。）。

＊研催実施責任者・ ・協力型臨床萌修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨凍研躍の実施を管理す
る者 ＊研修実施責怪者・ー・協力型臨席研信晴院又は臨床研暗協力施設において、当該施設における臨床研慢の実施を管理

＊臨床研陣指導医（指導医）・・・研倍医に対する指導を行う医師であり、 7年（84月）以上の臨床経験及び指導医養 する者
成講習会等の畳講経験を有する者 ＊臨床研憧指導匡（指導匡ト・ 研睦医に対する指導を行う匡師であり、 7年以上の臨床経験及び指導匡養成講習会

等の畳講経験を有する者

出（略）
※（時）

2 9.研修プログラムの名称及び概要 別紙4 2 9.研修プログラムの名称及び概要 別紙4

（略）（略）

1～4 （略）｛剛 1～4（略）｛時）

｛ 略）（時）
5 臨床研修を行う分野 ---- 守 一一一一一一一一一一一吋一一一一一 5.臨床研修を行う分野

・－・、 f園内、 : ..‘ ・- : r問、 : ，＿，、

r脚 、一、： : ・・-・ （臨 I J刷、： ＇帥、： ＇帥、
備考選択必睦科目・・ Oつの器時科の中からOつ以上を必ず選択 備考選択必修科目ー ・Oつの器聾科の中からOつ以上を必ず選択

基幹型臨床研信病院での研修期間・ 畳母0か月 来最低8か月以上必要であるが、 基幹型臨床研憧病院での研修期間・・・最低0か月 ※最低8か月臥上必要
地域医療との関係等に配慮しつつ、 1年以上行うことが望ましい。 臨床研修協力施設での研修期間・・ 最大0か月 ※合許3か月以内であること．ただし、
臨床研信協力施設での研催期間・・・最大0か月 ※合計3か月以内であること。ただし、 へき地・離島器療所等の研修期聞が含まれる場合はこの限りでない。
へき地・離島診療所等の研睦期間が吉まれる場合はこの限りでない。 2年間を通じての救急部門の研修とみなす休日 在間の当直回数 ・・約00回

2年聞を通じての救急部門の研躍とみなす休日・夜間の当直回数・ 約 oc回 ※外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科笠遡は病院で定めた必修科目か選択必修科目の欄に必ず設け、



※外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科ι2ピエは病院で定めた必修科目か選択必修科目の欄に必ず設｜記入すること。

け、記入すること。 I （略）

（略）
別紙5（略）

別紙5（略）

． 



各国公私立医科大学（医学部）附属病院長殿

医政発第 0728002号

平成 15年 7月 28日

（一部改正平成17年2月 8日

平成20年3月26日

平成21年6月 16日

平成22年4月 14日

平成26年3月31日）

厚生労働省医政局長

臨床研修を行う大学病院からの情報提供に関する依頼について

「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令」 （平成14年厚生労働省

令第15 8号）の施行については、 「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関す

る省令の施行について」 （平成15年6月12日付け医政発第0612004号。以下「施

行通知」という。）により、また、大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の指定

の申請手続等については、 「大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例につい

て」 （平成15年7月28日付け医政発第0728001号。以下「特例通知」という。〉

により、各都道府県知事あてに通知したところである。

大学病院については、医師法（昭和23年法律第201号）第16条の2第1項に規定さ

れているとおり、臨床研修の機会を提供するに当たって厚生労働大臣の指定を受けることを

要しないが、大学病院と共同して臨床研修を行うことにより臨床研修病院の指定を受けよう

とする、又は指定を受けた者に関し、その指定の申請を審査し、また変更届出等により指定

基準を満たしていることを確認するに当たっては、共同して臨床研修を行う大学病院におけ
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る臨床研修の実施体制を把握することが必要となる。また、臨床研修病院と共同することな

く大学病院のみで臨床研修を行う場合についても、臨床研修制度の実施状況の把握を行うと

いう観点から、臨床研修に関する情報を提供していただきたいと考えている。

以上の趣旨を踏まえ、臨床研修を行う大学病院においては、下記のとおり、当該病院にお

いて行われる臨床研修に関する情報提供をお願いしたい。

なお、本通知に定める手続に従って大学病院から提供いただいた情報については、各種媒

体を通じて公表することにより、医科大学（医学部）学生、研修医等に情報提供することと

している。また、本通知については文部科学省高等教育局と協議済みであることを、念のた

め申し添える。

記

第1 用語の定義

本通知で用いる用語のうち、次に定めるもの以外については、施行通知によること。

1 f基幹型相当大学病院」

大学病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該

臨床研修の全体的な管理・責任を有するものをいうものであること。

2 「協力型相当大学病院J

大学病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院で、あって、基幹型相当大学

病院でないものをいうものであること。

第2 臨床研修病院の指定の申請の際の大学病院からの情報提供

1 基幹型臨床研修病院の指定の申請の際の協力型相当大学病院からの情報提供

(1）協力型相当大学病院の管理者においては、共同して臨床研修を行うことどなる基幹
, 

型臨床研修病院の開設者が指定の申請を行う際には、当該病院の大学病院概況表（特

例通知の様式2）及び大学病院承諾書（特例通知の様式3）を作成し、基幹型臨床研

修病院の開設者に送付するようお願いしたいこと。

(2）協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより基幹型臨床研修病院の指

定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6

月30日までに、当該病院の指定申請書（施行通知の様式1）及び添付書類（協力型

相当大学病院の大学病院概況表及び大学病院承諾書を含む。）と、共同して臨床研修
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を行うこととなる協力型臨床研修病院の指定申請書（施行通知の様式1）及び添付書

類とを一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医

事課あてに送付することとしていること。

2 協力型臨床研修病院の指定の申請の際の基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院

からの情報提供

(1）基幹型相当大学病院の管理者においては、共同して臨床研修を行うこととなる協力

型臨床研修病院の開設者が指定の申請を行う際には、当該病院の大学病院概況表（特

例通知の様式2）及び大学病院承諾書（特例通知の様式3）を作成するようお願いし

たいこと。

(2）協力型相当大学病院の管理者においては、共同して臨床研修を行うこととなる協力

型臨床研修病院（基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行うこととなる協力型臨

床研修病院に限る。）の開設者が指定の申請を行う際には、当該病院の大学病院概況

表（特例通知の様式2）及び大学病院承諾書（特例通知の様式3）を作成し、基幹型

相当大学病院の管理者に送付するようお願いしたいこと。

(3）基幹型相当大学病院の管理者においては、臨床研修を開始しようとする年度の前年

度の6月 30日までに、共同して臨床研修を行うこととなる協力型臨床研修病院の指

定申請書（施行通知の様式1）及び添付書類（基幹型相当大学病院又は協力型相当大

学病院の大学病院概況表及び大学病院承諾書を含む。）を取りまとめて、一括して当

該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付す

るようお願いしたいこと。この場合において、複数の協力型臨床研修病院の次に掲げ

る添付書類が重複するときは、 1部を残して他を省略しても差し支えないこと。

ア 当該指定に係るすべての研修プログラム

イ プログラム責任者履歴書（施行通知の様式2)

ウ 当該指定に係る臨床研修病院群を構成することとなる病院及び大学病院相互間の

連携体制を記載した書類（特例通知の様式1)

エ 基幹型相当大学病院の大学病院概況表（特例通知の様式2）及び大学病院承諾書

（特例通知の様式3)

オ協力型相当大学病院の大学病院概況表（特例通知の様式2）及び大学病院承諾書

（特例通知の様式3)

カ 臨床研修協力施設の臨床研修協力施設概況表（施行通知の様式4）及び臨床研修
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協力施設承諾書（施行通知の様式5)

第3 臨床研修病院の変更の届出の際の大学病院からの情報提供

1 基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院からの変更の情報

提供

(1）基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者におい

ては、次に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書（特例通

知の様式4）を作成し、基幹型臨床研修病院の開設者に送付するようお願いしたいこ

と。

ア 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

イ 管理者の氏名

ウ名称

エ診療科名

オプログラム責任者

カ 研修医の処遇に関する事項

(2）共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書の送付を受け

た基幹型臨床研修病院の開設者は、当該変更の生じた日から起算して 1月以内に当該

大学病院変更届出書を当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福

祉部医事課あてに送付することとしていること。

2 協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大

学病院からの変更の情報提供

(1）協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院の管理者におい

ては、次に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書（特例通

知の様式4）を作成し、当該変更の生じた日から起算して1月以内に当該基幹型相当

大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願い

したいこと。

ア 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

イ 管理者の氏名

ウ名 称

エ診療科名

オプログラム責任者
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カ研修医の処遇に関する事項

キ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協力

施設に係る次に掲げる事項

（ア）開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

（イ）管理者の氏名

（ウ）名称

（エ）研修医の処遇に関する事項

（オ）研修医の指導を行う者及びその担当分野

（カ）臨床研修協力施設が医療機関で、ある場合にあって怯診療科名

(2）協力型臨床研修病院（基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研

修病院に限る。）と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者においては、

次に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書（特例通知の様

式4）を作成し、基幹型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしたいこと。ま

た、協力型相当大学病院においては、次に掲げる事項に変更が生じると考えられる場

合は、事前に基幹型相当大学病院に相談するようお願いしたいこと。

ア 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

イ 管理者の氏名

ウ名称

エ診療科名

オプログラム責任者

カ 研修医の処遇に関する事項

(3）共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院から臨床研修病院変更届出書（施行通

知の様式7）の送付を受け、又は共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大

学病院変更届出書の送付を受けた基幹型相当大学病院の管理者においては、当該変更

の生じた日から起算して1月以内に当該臨床研修病院変更届出書又は大学病院変更届

出書を当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて

に送付するようお願いしたいこと。なお、協力型臨床研修病院においては、臨床研修

病院変更居出書をもって届け出るべき変更が生じると考えられる場合は、事前に基幹

型相当大学病院に相談することとなっていること。

第4 臨床研修病院の研修プログラムの変更又は新設の届出の際の大学病院からの情報提供
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1 基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院からの研修プログ

ラムの変更又は新設の情報提供

(1）基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者におい

ては、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、

当該病院の大学病院概況表（変更等記載用） （特例通知の様式5）を作成し、また、

新たに基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては

当該病院の大学病院概況表（変更等記載用） （特例通知の様式5）及び大学病院承諾

書（特例通知の様式3）を作成し、基幹型臨床研修病院の開設者に送付するようお願

いしたいこと。

(2）協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、研

修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修

プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月30日までに、当該

病院の研修プログラム変更・新設届出書（施行通知の様式8）及び添付書類（協力型

相当大学病院の大学病院概況表又は大学病院承諾書を含む。）と、共同して臨床研修

を行う協力型臨床研修病院の研修プログラム変更・新設届出書（施行通知の様式8)

とを、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医

事課あでに送付することとしていること。

2 協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大

学病院からの研修プログラムの変更又は新設の情報提供

(1）協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院の管理者におい

ては、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、

当該病院の大学病院概況表（変更等記載用） （特例通知の様式5）を作成するようお

願いしたいこと。

(2）協力型臨床研修病院（基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研

修病院に限る。）と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者においては、

研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該病

院の大学病院概況表（変更等記載用） （特例通知の様式5）を作成し、また、新たに

基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては当該病

院の大学病院概況表（変更等記載用） （特例通知の様式5）及び大学病院承諾書（特

例通知の様式3）を作成し、基幹型相当大学病院の管理者に送付するようお願いした
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し、こと。

(3）基幹型相当大学病院の管理者においては、研修プログラムを変更する場合又は新た

に研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おう

とする年度の前年度の4月30日までに、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病

院の研修プログラム変更・新設届出書（施行通知の様式8）及び添付書類（基幹型相

当大学病院又は協力型相当大学病院の大学病院概況表又は大学病院承諾書を含む。）

を取りまとめて、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健

康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。この場合において、複数の協

力型臨床研修病院の添付書類が重複するときは、 1部を残して他を省略しでも差し支

えないこと。

3 現に研修医を受け入れている臨床研修病院は、当該研修医が研修を修了し、又は中断

するまでの問、当該研修医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはなら

ないこととしていること。

4 3にかかわらず、やむを得ない場合にあっては、研修フ。ログラムの変更を行うことも

認められることとしていること。この場合において、臨床研修病院と共同して臨床研修

を行う大学病院の管理者においては、速やかに、 1又は2の情報提供を行うようお願い

したいこと。

第5 臨床研修病院の年次報告の際の大学病院からの情報提供

1 基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院からの年次の情報

提供

(1)基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者におい

ては、毎年4月30日までに、当該病院の大学病院概況表（変更等記載用） （特例通

知の様式5）を作成し、基幹型臨床研修病院の開設者に送付するようお願いしたいこ

と。

(2）協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、毎

年4月30日までに、当該病院の年次報告書（施行通知の様式8）及び添付書類（協

力型相当大学病院の大学病院概況表を含む。）と、共同して臨床研修を行う協力型臨

床研修病院の年次報告書（施行通知の様式8）とを、 t一括して当該基幹型相当大学病

院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付することとしているこ

と。
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2 協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大

学病院からの年次の情報提供

(1）協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院の管理者におい

ては、毎年4月30日までに、当該病院の大学病院概況表（変更等記載用） （特例通

知の様式5）を作成するようお願いしたいこと。

(2）協力型臨床研修病院（基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研

修病院に限る。）と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者においては、

毎年4月30日までに、当該病院の大学病院概況表（変更等記載用） （特例通知の様

式5）を作成し、基幹型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしたいことa

(3）基幹型相当大学病院の管理者においては、毎年4月30日までに、共同して臨床研

修を行う協力型臨床研修病院の年次報告書（施行通知の様式8）及び添付書類（基幹

型相当大学病院又は協力型相当大学病院の大学病院概況表を含む。）を取りまとめて、

一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あ

てに送付するようお願いしたいこと。この場合において、複数の協力型臨床研修病院

の添付書類が重複するときは、 1部を残して他を省略しても差し支えないこと。

第6 大学病院のみで共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院

からの情報提供

1 大学病院のみで共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院

からlの臨床研修の開始の情報提供

(1)基幹型相当大学病院（臨床研修病院と共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院

を除く。以下第7において同じ。）の管理者においては、臨床研修を開始しようとす

る場合には、当該病院の大学病院概況表（特例通知の様式2）を作成するようお願い

したいこと。

(2）協力型相当大学病院（臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院

を除く。以下第7において同じ。）の管理者においては、臨床研修を開始しようとす

る場合には、当該病院の大学病院概況表（特例通知の様式2）を作成し、基幹型相当

大学病院の管理者に送付するようお願いしたいこと。

(3）基幹型相当大学病院の管理者においては、臨床研修を開始しようとする場合には、

臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6月30日までに、当該病院の大学病院

概況表及び次に掲げる添付書類と、共同して臨床研修を行うこととなる協力型相当大

8 
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学病院の大学病院概況表とを、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する

地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

アすべての研修プログラム

イ プログラム責任者履歴書（施行通知の様式2)

ワ 共同して臨床研修を行うこととなる大学病院相互間の連携体制を記載した書類

（特例通知の様式1)

エ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、臨床研修

協力施設の臨床研修協力施設概況表（施行通知の様式4）及ひ閣床研修協力施設承

諾書（施行通知の様式5)

2 大学病院のみで共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院

からの変更の情報提供

(1）基幹型相当大学病院の管理者においては、次に掲げる事項に変更が生じたときは、

その旨の大学病院変更届出書（特例通知の様式4）を作成し、当該変更の生じた日か

ら起算して 1月以内に、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康

福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

ア 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

イ 管理者の氏名

ワ名称

エ診療科名

オプログラム責任者

カ 研修医の処遇に関する事項

キ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協力

施設に係る次に掲げる事項

(7)開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

（イ）管理者の氏名

（ウ）名称

（エ）研修医の処遇に関する事項

（オ）研修医の指導を行う者及びその担当分野

（カ）臨床研修協力施設が医療機関で、ある場合にあっては診療科名

(2）協力型相当大学病院の管理者においては、次に掲げる事項に変更が生じたときは、
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その旨の大学病院変更届出書（特例通知の様式4）を作成し、基幹型相当大学病院の

管理者に送付するようお願いしたいこと。また、協力型相当大学病院においては、次

に掲げる事項に変更が生じると考えられる場合は、事前に基幹型相当大学病院に相談

するようお願いしたいこと。

ア 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

イ 管理者の氏名

ウ名称

エ診療科名

オプログラム責任者

カ 研修医の処遇に関する事項

(3）共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書の送付を受け

た基幹型相当大学病院の管理者においては、当該変更の生じた日から起算して1月以

内に当該大学病院変更届出書を当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生

局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

3 大学病院のみで共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院

からの研修プログラムの変更又は新設の情報提供

(1）基幹型相当大学病院の管理者においては、研修プログラムを変更する場合又は新た

に研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに関し、当該病院の大学病

院概況表（変更等記載用） （特例通知の様式5）を作成するようお願いしたいこと。

(2）協力型相当大学病院の管理者においては、研修プログラムを変更する場合又は新た

に研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに関し、当該病院の大学病

院概況表（変更等記載用） （特例通知の様式5）を作成し、基幹型相当大学病院の管

理者に送付するようお願いしたいこと。

(3）基幹型相当大学病院の管理者においては、研修プログラムを変更する場合又は新た

に研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おう

とする年度の前年度の4月30日までに、当該病院の大学病院概況表及び次に掲げる

添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の大学病院概況表とを、一

括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて

に送付するようお願いしたいこと。

ア 変更又は新設に係る研修プログラム（研修プログラムの変更の場合にあっては、
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変更前及び変更後の研修プログラム）

イ 研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類（変更部

分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。）

ウ 共同して臨床研修を行う大学病院相互間の連携体制を記載した書類（特例通知の

様式1)

4 大学病院のみで共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院

からの年次の情報提供

(1）基幹型相当大学病院の管理者においては、毎年4月30日までに、当該病院の大学

病院概況表（変更等記載用）（特例通知の様式5）を作成するようお願いしたいこと。

(2）協力型相当大学病院の管理者においては、毎年4月30日までに、当該病院の大学

病院概況表（変更等記載用） （特例通知の様式5）を作成し、基幹型相当大学病院の

管理者に送付するようお願いしたいこと。

(3）基幹型相当大学病院の管理者においては、毎年4月30日までに、当該病院の大学

病院概況表及び臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研

修協力施設概況表（施行通知の様式9）と、共同して臨床研修を行う協力型相当大学

病院の大学病院概況表とを、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地

方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

第7 文部科学省との連携

基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院か

らの指定の申請、変更の届出、研修プログラムの変更若しくは新設の届出若しくは年次報

告又は大学病院からの情報提供がなされた場合には、厚生労働省医政局医事課から文部科

学省高等教育局医学教育課に対して、その旨の情報提供を行うこととしていること。
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医政医発 03 3 1第l号

平成 26年 3月 31日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医政局医事課長

基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて

「医師法第 16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」（平

成 15年6月 12日医政発第0612004号）第3の2による訪問調査の取扱いについては、

平成 24年 3月29日付けで各都道府県衛生主管部（局）長宛に周知したところである

が、今般、その一部を改正し、平成 26年4月1日より以下のとおり取り扱うこととし

たので、その旨周知する。

ついては、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知方

願いたい。

コ］

訪問調査は、別添「基幹型臨床研修病院の訪問調査実施要綱」に基づき厚生労働省

が実施する。

なお、新たに指定しようとするとき、又は指定を継続しようとするときは、あらか

じめ、医道審議会医師分科会医師臨床研修部会の意見を聴くこととする。



~ 
基幹型臨床研修病院の訪問調査実施要綱

1 目的

この要綱は、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行に

ついてJ（平成15年6月 12日医政発第0612004号。以下「施行通知」という。）

第3の2による訪問調査を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

2 調査対象

1 ) 医師法第16条第2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省

令（平成21年厚生労働省令第10 5号）附則第2項に規定する基幹型臨床研修病

院のうち、施行通知第2の5 (1）オの基準に2年以上にわたり適合せず、かっ、

研修医が在籍している病院

2 ). 新たに基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院のうち、施行通知第2の

5 (1）オの基準を満たさないが、入院患者の数が年間 2' 7 0 0人以上であって、

施行通知第3の2 ( 2）により、別紙1の様式に基づいて申込みを行った病院

ただし、協力型臨床研修病院として、申込みを行った年度に研修医を受け入れて

いる又は受け入れを予定している病院に限ることとし、また、過去に当該訪問調査

により指定を取り消された病院については、その後、協力型臨床研修病院として、

研修医に対して2年間臨床研修を行ったことに相当する実績がある場合に限る。

3) 上記 1）及び2）により訪問調査を実施した結果、指定を継続又は新たに指定さ

れた病院

3 調査の実施主体

厚生労働省

4 調査期間

1 ）「2調査対象」の 1）の病院

施行通知第2の5 (1）オの基準を満たさなくなった年度の翌年度以降速やか

に実施

2）「2調査対象jの2）の病院

施行通知第3の2 ( 2）の申込書の提出後、適宜実施

3）「2調査対象」の3）の病院

本調査により新たに基幹型臨床研修病院に指定された場合は、原則として指定

後2年以内に実施し、指定を継続している病院は前回の調査から原則として2年

以内に実施



5 調査の視点

次に掲げる 1）及び2）を通じて、臨床研修の基本理念に相応しく、研修医及び研修

プログラムについての全体的な管理・責任を有する病院であるという基幹型臨床研修病院

として適当であるか否かという視点から調査を実施する。

1 ）臨床研修病院の指導・管理体制に関する事項

①研修を行うのに十分な症例や研修にふさわしい環境が整備されているか

②研修医の診療内容や説明について、指導医等から適切な助言・指導が行われてい

るか

③研修が組織的・計画的に行われ、管理体制が適切に確立されているか

2）研修医の基本的診療能力に関する事項

（「2 調査対象Jの2）の病院にあっては、主に、申込みを行った年度に当該病院

において、協力型臨床研修病院として研修を担当している診療分野について調査を

行う。）

①患者・家族や他の医療従事者と十分なコミュニケーションをとり、良好な関係、を

築いているか

②患者の問題を把握し、検査や治療の計画の全体像を把握して診療にあたり、臨床

上の疑問を解決するための自己学習の習慣が身についているか

6 調査方法

1）外形基準

施行通知第2の5 (1）に規定する基幹型臨床研修病院の指定の基準に適合する

ことを証する書類等により確認

2）研修医の診療経験

研修医に対して次の項目のアンケートを実施（別紙2)

（「2 調査対象」の 2）の病院の研修医については、別紙2の3及び4のみの回答と

する。）

①基本的な臨床検査・手技について自ら実施することや結果を解釈することの自己

評価

②経験症例数

③診療科別の研修施設の状況や研修期間

④その他

3）研修医の基本的診療能力

研修医が担当した症例についての主訴、現病歴などの経過概要のプレゼンテー
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ションや研修医へのインタピューにより、次に掲げる項目を確認

（研修医の基本的診療能力を調査するにあたっては、当該研修病院での研修において、

どのような指導によって基本的診療能力が修得されたかを把握する）

①入院の目的の理解

②入院中の診察・診断

③入院中の検査・治療

④退院の判断

⑤説明と同意

⑥その他

7 調査後の措置

訪問調査の結果を踏まえた措置については、医道審議会医師分科会医師臨床研修部

会の意見を聴いた上で、次のとおり取り扱うこととする。

1 ）適切な指導体制が確保され、研修医が基本的な診療能力を修得できると認めら

れる場合は、指定を継続又は新たに指定する。ただし、指定後や指定継続後も

訪問調査を行い、適正を確認することとする。

2）適切な指導体制が確保されていない、又は、研修医が基本的な診療能力を修得

できないと認められる場合は、原則として指定取消の対象とする。
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’除、
「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いlこついて」の一部改正に係る新旧対照表、

新 ｜日

医政医発 0331第 1号 事 務 連 絡

平成 26年 3月 31 日 平成 24年 3月 29 日

各都翻守県衛生主管部（局）長 殿 各都副守県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医政局医事課長 厚生労働省医政局医事課長

基車埋臨床明断院の指定の基準の当面の取扱いlこついて 基幹型臨床碗彦病院の指定の基準の当面の取扱いについて

「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」（平成15年 「医師法第16条の2第1項に規定する臨床明彦に関する省令の施行について」（平

6月1213医政発第0612004号。以下「施行通知」という。）第3の2による訪問調査の取級 成 15年日月 12日医政発第0612004号。以下「施行通知Jという。）については、平

いについては、平成24年3月29日付て洛都副守県側三主管部（局）長宛に周知したところ 成24年3月29日付で、その一部を改正し、その旨、各都制守県知事宛に通知した

であるが、今般、その一部を改正し、以下のとおり取り扱うこととしたので、その旨周知す ところであるが、改E後の施行通知第3の2による訪問調査について、以下のとお

る。 り取り扱うこととしたので、その旨周知する。

ついては、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知方願いた ついては、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知

し、。 方願いたしL

記 記

訪問調査は、別添「基幹型臨床側主病院の訪問調査実施要綱」に基づき厚生労働省が 訪問調査は、別添「基幹型臨床朋彦病院の訪問調査実施要綱Jに基づき厚生

実施する。 労働省が実施する。

なお、新たに指定しようとするとき、又は指定を継続しようとするときは、あらかじめ、 なお、指定を紺続しようとするときは、あらかじめ、医道審議会医師分科会

医道審議会医師分科会医師臨床研修部会の意見を聴くこととする。 医師臨床研修部会の意見を聴くこととする。

1 



「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」の一部改正に係る新旧対照表、
新 ！日

日 回
基幹型臨床研修病院の訪問調査実施要綱 基幹型臨床研修病院の訪問調査実施要綱

（略） 1 （略）

2 調査対象 2 調査対象

1) （略） 1) （路）

2）新たに基幹型臨床開｜銅院の指定を受けようとする病院のうち3 樹子通知第

2の5 (1）オの基準を満たさないが、入院患者の数が年間2, 7 0 0人以

上であって、樹子通知第3の2 (2）により、別紙1の様式に基づいて申込

みを行った病院

ただし、協力型臨床研樹丙院として、申込みを行った年度に刷l妻医を受け入

れている又は受け入れを予定している病院に限ることとし、また、過去に当

該訪問調査により指定を取り消された病院については、その後、協力型臨床

研修病院として、研修医に対して2年間臨床開惨を行ったことに相当する実

績がある場合に限る。

_fil_上記1）及び2）により訪問調査を実施したゴ信果、指定を継続、又は新たに
2）上記1）により訪問調査を実施した結果、指定をJ制撤している病院

指定された病院

3 （略） 3 （略）

4 調査期間 4 調査期間

1) （略） 1) （略）

2）「2調査対象」の2）の病院

施行通知第3の2 ( 2）の申込書の提出後通適宜実施

2 

'' 

切，
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‘、 「基幹型臨床明彦病院の指定の基準の当面の取扱いについてjの一部改正に係る新旧対照表

新 ｜日

立よ「2調査弁橡Jの_fil_の病院 AL.「2調査対象j の_fil_の病院

本調査により新たに基幹型臨床明彦病院に指定された場合は、原則と 前回の調置から原則として2年以内に実施

して指定後2年以内に実施し、指定を継続している病院は前回調査から原

則として2年以内に実施

5 調査の視点 5. 調査の視点

次に掲げる 1）及び2）を通じて、臨床研修の基本車念に相応しく、研修医 次に掲げる 1）及び2）を通じて、基幹型臨床研修病院として適当で

及び研修プログラムについての全体的な管理・責任を有する病院であるという あるか否かという視点から調査を実施する。

基幹型臨床研fit；病院として適当であるか否かとし、う視点から調査を実施する。

（略）

2）研修医の基本的診療能力に関する事項 1) （略）

（「2調査対象」の2）の病院にあっては、主に、申込みを行った年度に 2）研修医の基本的診療能力に関する事項

当該病院において、協力型臨床研修病院として研修を担当している診療

分野について調置を行う。）

①・② （略） ①・② （略）

6 調査方法 6 調査方法

1) （略） 1) （賂）

2）研修医の診療経験 2）研修医の診療経験

開rt医に対して次の項目のアンケートを実施（別紙2) 研修医に対して次の項目のアンケートを実施（別紙参照）

（「2調査対象」の2）の病院の研修医にっし、ては、別紙2の3及び4のみ

の回答とする。） ①～④  （略）
①～④  （略）

3) （略）
3) （略）

7 調査後の措置
7 調査後の措置

3 
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いにつし、てjの一部改正に係る新旧対照表

新

訪問調査の結果を踏まえた措置については、医道審議会医師分科会医師

臨床研修部会の意見を穂、いた上で、次のとおり取り扱うこととする。

1）適切な指導体制が確保され、研修医が基本的な診療能力を修得でき

ると認められる場合は、指定を潟断克又は新たに指定する。ただし、

童室堂土量Lt*断苦言後も訪問調査を行い、適正を確認することとする。

2) （略）

！日

訪問調査の結果を踏まえた措置については、医道審議会医師分科会医

師臨床研修部会の意見を聴いた上で、次のとおり取り扱うこととする。

1）適切な指導体制主主確保され、研修医が基本的な診療能力を修

得できると認められる場合は、指定を車搬する。ただし、継

続後も訪問調査を行い、適正を確認することとする。

2) （略）

4 



、

＇‘ 「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」の一部改正に係る新旧対照表、
新 ！日

｜見Ij紙1j
基幹型臨床側1$病院指定申請に係る訪問調査申込書 1 

調実施設需号。 臨調融鞍誠鉱略称

記入日：西宮 年月 日

務院施段調停号

融責任宗明治及田闘先 7~1ft l投融

本申込書冊調合せに対して回答できる隔止 主主且盟L l品） : 伊噛

責任者1こつい廿己入してくださPo
催国輔舌（ ） 

στ菌＞I

場脚瞳苦のメールアドレスは不可としま寸二）

I，荊窃略称 刈Yナ

ーーーーーーー，ーーーー， F ーーーーー，，－－－－－－－－－－－－－－・・ーーーーー－－－－－－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2.）部副湖南弛及び二次医掴l!Iの名称 干口口日口口口口 都道・府間

由香：（ ） FAXo ( ) 

司ー，ー．司・.－’・－－－－骨・・－－.・・・ーー－－・”・・・－－－－－・p，胃－・’・・・ー司匹押・－－－・・－－－－－ーーーーーーーー－－－－－－－－－－

二塑亙亙盟

2圭笠ム

3.掴境胡宿主音の氏名他人の名聞 フI>"ナ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－－－－－－－－－－－－－－－ーー・・・－－－－－－ーー・ーー

4.~帯加開設者の住所（怯人の主たる事務 〒口口0:0口口口 都道・府同

ffi'?ll整型

簡舌：［ ） FAXo ( ) 

5揖聡η管遇措の氏名 7~t·t 

・・・ー・ー，ーーーーー・ーーーーーーーーーーーーーー－－－－－－－－ーーーー「ーーー－－－－－－－ーーーーーーーーーーーーーーーー－ー－－－－－・

姓 ：畠

o.S碓訴事輯員会副待相の氏名簿 ＊ 日幅1の（！）に記入

研修E理委員会のすべての醐且｛協力型臨時宙晴樹寓及E摺E開館協力幅制3摘す甜を含ti.)lこ4 可記入してくだきL、

5 
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについてJの一部改正に係る新旧対照表

新

エι豆霊監虫歯鐙 と』盤よ丘ill」豆込

醐畑町て噛師輔院大時間口臨時闘力臨時日飼即時抑制抑舗に＂＂＜＂＇＇引仰い

8.~務担ホーム必ージアドレス ｜且"'1!.

荷車櫨設番号

某幹耳目臨床刷釘丙院指定申請に係る訪問調査申込書－ 2ー

臨時研闘荷車わ名称

主

9 医師冊健医歩合h】の昌晴 常動 名、話間勤附朝食掠〕 名

2トf常匂脆箪） 名長療相こよ~陵高市波厚司自員数 名

＊亜監翠包抵当包讐l;_-oい叩l臨1の (3）同記入

i旦ι主盛盟圭 甥事まう主努寮科，.. 毛討caを4ナてくださ＂）

当醐育院の医旋弛上の闇l"J諮液科につして該当 l内科 2呼吸器内科 3循 環 器 内 科 4 消化器内科 S気管企措内科

する番号す河てIOCをつす、 .. 当する傑携診療＇＂＂主 6神経内科 7心療 内 科 8件時襲府内稗 9外科 目呼吸務外科 11. 

b叫島合唱ま f99.その他1純砲と記入するこ！－. 心＂＇血符外科 12.消＂曇号外科 13.小＇＂・外斜 14.気管舎道外科 目前阿

外科 目移形外科 17.f脳神郷外税 18.形成外科 19.築窓外科 20.緒

神科 21. 7レルギ 科 22. ＂ウマチ科 23.小児科 24.皮膚科 25.泌

尿器科目産婦人科 27.跨科 28.婦人科 目眼科 30.＂＂いんとろ

科 31.＂ ハ ピ リ テーション科目勉射線科目病理診断科 34.臨床倹

杏科 35.救魚科 99.-t-σ＇＂ （汝に言F入して〈だミい｝

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－一一一一一一一一一一一、ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一ー一ーーーー一一一
鈎 1 科： 902 科
一一一一一ー一一一一－－－ーー－－－ーーーーーーーーーーーーー、ーーーーーーーーーーーー一一ーーーーー一一一一一一一一一一一一一一
9町3 科 ' 904 科

土よι旦鍾l!!q;> ：盟i'!Iiii盟主~ 壁誇示年月日理事歪 年 月 日、全誇持番号第 号

盤 笠謹 崎一一一＿＿＿, __ _ I. 符糊溺訴到妄請前倒制 2. 繁二次司教魚族議様相＂ 3. 第三次利揖思議持機倒

；盟主里旦藍箆且堕!L室の 1 有（ ) m' 0.無

i宣墨

l日

6 
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、「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについてJの一部改正に係る新旧対照表

新

i量豊型盤韮重量 高指字夜耐牛寄生 件｛うち尉翻＂＇月外 相

1日平町牛数 件円九割師向山外 例ニ司

i一五一一品 ｜ l醐
名、輯輔及田師鵠師 会

i韮謹盟盆監萱 ｜ ｜土』監止出盤

：一一一孟逗一｜一一一一l鳩山 0 田明げ O 明岬ー o冊

j盟 ｜ ｜圭旦i

l 2. 医療法上の許可病床数噛守歌万病床数を除 1→支 底 a精神 ＆ム盛塑亘ι一一一盛
ムL 主蓋箆i 民 E鋳礎 床

l 3.穆輔ヰ“との入臨句者外品掛晴・研修径の と旦盤i旦ill」三星さ

生

14. 病両院玖海骨ごとの平花隆曜日数＂＇滋賀ミゴす 1一般 目、 Z将榊 且4星謹韮ι一一ー』
盟量主主L 主星慈i 日、5療養 日

i且,__jJ'J!輩E盈盟主聖 E常分闘牛数 体、異常分制牛設 件

よ且ι且藍盟重盛＇ rn値目数

監年早l_：盤盟主盟些監笠｜｜＊醐1の凶臥 鵬け開会開

旦室盟主E ト一一一一一一一一一十
6型盤 I ｜岬国軍縮 性今輔臨 件

：鎧盤宜主題 ｜ ｜草壁盤盤盟盟 ：主主

土工」置~』 l 盟盤E盤

亜里童童孟空亜．

盟翠詮型E － 

: 0 雫 ｛ ｝大教（

と主主盟生 戸、世制作用 戸）

0 俺俗主手当 円｝

省を選択した場合こ弘司惜周・世鰭刷ご分けて官舎の戸設を音色入して〈ださ＂

｜日

7 



「基幹型臨床開彦病院の指定の基準の当面の取扱し、lこっし、て」の一部改正に係る新旧対照表

新 l日
：亜塑翠 1.有（ 盟 O，無

有を選択した場合にl土、苛惜涯室の室数を記入してください

18.図書、雑誌 l図書室の広さ ) m' 
・．．． --.峰．値・e・a峰・・・・ーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーー－－－－司司ーー－－－－－－－－・・ーー骨司・

インターネット iE望盟霊 匡附図書 冊、岡国書 冊

－－－－－－－－－－－ーーーーー－-－・．，ーー・・・・・・・・・・．・・・・・・・・・ーーーーー・圃岨ーーーーーーーー・ーーーー
等岬l用できる；医特器撤 園内陣： 積龍即時酷： 種額

’E 骨司－－”・・・・・・・ー岨晶借・ーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーー－ーーーーーーーーーーーー－－－－－－－－－－－－・ーー－－－司圃，－－－－，曽骨骨－－－，・・ー・姐
環境及び匿掌教 et 図書室岬1叩可描1欄 ～ ' 24時間表記

育用機討の整備 l一一ー一一一一一一一一一ー －－－－－－－－－－－－－・ E - E ’E ---－・骨骨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー－ー－－－－－－－・ E ・－－---

l文献データベース等の Medll同等の文献データペース（1.有 O，冊、教育用コンテンツ（1. 有 O，朝、

並畠

l主盟翠撞 その他（

・－－-－・’・・・・・・・・ー・・・・・－ーーーーー－--－－ーーーーーーーーーーー

車問可間珊司（ ： ～ ： ）目時官接記

ー・．． ・・・・・・ー－－－－－－－－姐値ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－－－－－－－－－－－－司ー－－

；医学教育閣機材の盤嗣従兄 医学教育用シミュいーター（1.有 0.冊、

そ叫也（

基幹型臨床刷鯛樹首定申請に係る訪問調査申込書 3 

調珪施設香号 臨廃朝臨調躍の名称

19 据置管理体制 病歴管理の責任者の民 Z笠L

名及。噛議 氏名陸自 ｜陥）

盤盤

器時に関する詰記龍の 1. E主査翠

萱整珪 2 圭韮笠翠

その他日主体的に

診療輔の樺存期伺 ）輔副時

務融和保守勃怯 1. 主査

2. 霊王盤

その他倶体的Hこ

2 0. 医療安全量理体制 安笠置理者の配毘院t兄 1.有（ 名） 0 無

有を選訳した場合＇＂~主語調茸踏切人裁を記入してくださL ' 

8 

・－
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、
「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについてJの一部改正に係る新旧対照表

新 i日
安全管理部門の設置状 職員専任［ ）名、兼任｛ ）名

i& 主な店勤内容仰帽省こ品マて佳生し極策軸閥均世す＂＇盟坊除。た園開哨こ，，.，.て哨

輯口阻島l 堰軍事散t院＂＇コ~－＂＂源艦及型盤宣l 笠

患者からの相談に適切 患者相説宮口の責住者協つ氏名等

に応じる体制の確保状 Z立主

i& 氏名使鈎 ｜（名）

童準

対瑚柑（ ～ ) 24時間表記

患者相E危害口に係る盟約の有無 L 有 0. 輯

医療に.Jl¥る安全管理由 1 有 0 無

ための指針4澄惜状況
指針同主な内容

医療に係る安全管理香 年（ ｝回

且告の開陸院況 活動向主な内容．

医療に揺る安全管理の 年（ ）回

ための職島研修の実施 研修の主相内容

盆i&

匡豊監曲凶する事故報告豊臣 医撮抽関内における事祉報告等の整備 !. 有 0. 無

田制こ係る安全の確保を目的とし そ町胞の改善拍ための方捕の主な内容

主聖書のための方筒

2 !. 明書官E盟d拶嗣字 盤盤盟盟 ）年間保存

豊査室'Ii! 1 文書 2. 電子媒体

その他日主体的に

2 2. 畳入可能定員 許可南床数（歯科叩病床 許可病床散（ ）床 1o~ < ）名

数をl時〈史）から算出

患者数から軍出 年間別院愚者数（ ）人÷1oo~ < ｝名

2 3.精神保瞳蹴出、憎師法士その他草署要員の記置 1精神保健福甜士。 名（常勤 名、非常勤 名）

9 



f基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」の一部改正に係る新旧対照表
、

新 ｜日

生担 Z作業車法士 名 f常勤 名、多開勤 名）

附欄叫T修討すう臨調醐宵聞こ引、て国E入して〈だき＂ 3 臨床•c哩度術者 名（常勤 名、非常勤 名）

9そむ也の開持率社f術鴨員

名（常勤 名、·~常勤 名）

24. 協Jり型臨席研酷育院として¢暗陸軍績 *W踊 1の（6）に記入

基幹型臨床研修病関旨定申請に係る訪問調査申込書－4ー

＊ここから陪研修プログラムごとに記入してくださ＇＇， ， 

病院施設番号 臨床研働部胞の名称：

※ 

2 5. lVfi韮プログラムの名称及E府軍要 研陸プログラムZ唱称

プログラム番号

・・．岨ーーーーー．．．．砂姐・・ーー・．．．，．ーーーーーー・ーーーーーーー・ーーーーーー・ーーーーーーーーーーー

概要 ＊ 見蹴1の（7）に記入

（作晴年耳目西暦 年 月 日）

2 6. プログラム費任者の氏書等倒プログラム責任者が ｛プログラム責任者）
－－－－－－－－－－－－－－－ーーー・・・・・・，・・・ー・－-------------－・‘・・・・・・・・・

毘置されている場合には、その氏名等） E圭皇室L : _Jfil_ 

＊プログラム責任者四履震をg1眠 1の（8）にヂム
既濡 在珊

恒リプログラム責怪者）
＊副プログラム責任者γJ酒E置されている場合にあって

1 有（ 名） 0 無
は、副プログラム費任者の履歴を却踊1の（8）に記

b 

2 7. 臨床研陸指導医院語奪回の氏名等 ＊ 原紙1の（4）に記入

すべての岨床研陸指導医（協力型随時砂階晴院に所属する

臨床研睦指導医及v鴨床研曹秘力量識に所属する臨床研主

の指導を行う者を宮む。）について氏名等を記入してくださ

し、．

28.嗣搬出欄 酉暦 年 月 日

10 
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いlこついて」の一部改正に係る新旧対照表

新

与、

i呈ι旦盤蓋旦盤島

｜日

一
一
直

；星座萱国

：並盤

与皇位三ι岩重動

二宝生虫主組立担割

基体手当／月（ 円）

賞与／年｛ 同｝

日朝間手当 1 有 0 無

基本的繍脚欄｛ ～ ）目時間懐記

有抽榊報（1年次． 目、 2年次 日）

夏季体昭（1.有 0. 冊

弔沫禽司会（1.有 0.冊

（正一一一一一 ｜｜回数肋 回／男｝

研修医間宮舎（開閉 h五旦望賞」 戸、世蒲用 戸）

0. 需（住建手当． 戸円）

有を置親した湯占には、単身用・世帯用に分吋て宿舎叩戸数を記入して

i主主主L
舞剖奨択した場合には、住宅手当時金額を記入してくださu、住宅串当

• 白自主治が無沿喝曇合iま 「01と記入してくださb、
，＿ーーーーーーーーーーーーーーーー－－l---L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

: E型箆皇盟週一 I I i.宥（ 劃 0 無

益金瞳ニ2埋盤盛

有白巽担した袋詰には、研修医室σ嘩数秒程入して〈た＇~＂－

勢価暗lJ!.禽報者世保障詰の滴周（1 右 a 無）、

雇用保臓は有 O 朝

11 



「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」の一部改正に係る新旧対照表

新

量産盟

: j豆堕監盤童隼盤堕笠盤

: f盟笠盟盤遡

皇室登盟主主 回｝

掘珪においてご加入札 する 0. しなし、）

学主研筑珪等ハ占参功闘を用支諮問有無 1. 有 O 無

基幹型臨床研修病院指定申請に係る訪問調査申込書一5一

病境施設番号 臨床開釘部完向名称

3 o.研修匡同募集＆t牒聞の；盈盤之旦li土l三盟主｜ I 1wナ

主蓋 j呈匿金主主主

：盟蓋主主

l童基主主主

：韮重盗塁壷翠

: .J墾塑塑主堕ー

e寸国，1

: 7Wナ

：些 li主

伊咽，1

四L http,// 

よムヰ謹E

与三空位盆註盟主~

1. 居由意書~. 2. 車業（見込み）!iFJ明書 3 蹴責観月章

4. 瞳康診断書＇ 5. そ叫也（具軸句に

！日

12 



「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いlこついて」の一部改正に係る新旧対照表

新 ！日

：童主主聾 1. 重量

: 個数理担可1 2 筆記唾

そ刷也倶停制に
』．．．．．．．．．．．．．．．．帽．． ・・・・・ー－－－－－－－’・ー・・・・・－ －骨・・・－－，ー，－－－ －ーーーーーー・ーーーーーーーー・ーーーー

1薯議及ひ潜考叩E務調 書事時期。 月 日頃から

選考官帯羽 月 日頃方、ら
.. －ー・・ー畠曲・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・－－－－ -------------－－・，ーーーーーーー・ーーーーーーーーーーーー

jマッチング手i聞の有揖 1 有 0 無

3 1. 研修匡手帳 1 有 0 蕪

3 2. 選出統制兄 * g1紙 1の（9）に記入

X欄は、記入しないことE

13 



「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについてJの一部改正に係る新旧対照表

新 ｜日

~I紙1の（1)

(No. ) 

6. 研修管理委員会の構成員の氏名等 調克施設番量。 臨床捌窃荷車のど名称

E圭 ilf!!i 型藍 盟主

一ーー一一一一一－T一一一一一一一一

一一一一一一一丁一一一一一一一一一

戸「ーーーーーーーーー

一一一一一－ 7 一一一一一一一

t-－ー四回目白日『ー一ーーーーー一一一一ー

「 T

「一一一「一一一一一一一

「 一~ーーー

ト ー－~－一十
来 1ページ自の最上欄に＇＂珊華菅垣堕員長の氏洛等を記入すること。『所属 I欄にl主当該構成員拍斬属する調詫又出韻配唱材在記入することE 苛暗君理委員長、プ

ログラム責任者、町惜現説草荘E者及。甜時研憧指導医せ昆期豆）についてlえ『備考1柵とその旨を記入するとと。相習が足りなb暢合にi主コピーにより対芯し、「仇 )I 

棚こページ数を記入することロ

1、

14 
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品、

「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについてj の一部改正に係る新旧対照表、
新 ｜日

7.病闘草の構成等 ~I紙lの（2)

基幹型病院 協力型病院 臨床朋彦協力施設
明彦プログ

ラム

fil 重 m 
主 套 主

二盗 d主
jll J2;; 会 童E益 t包 ~ 墾 童5

医遼 医遼 金主主、 金SJ; 定量
道 屋 称 翠 道 称 翠 道 翠

圏 圏
虚 遼 底 監

塁 圏 塁 墨

病陽平を構除する臨床研修病院及1期修協力施設（病院又鴎釘研に毘る）が同ーの二次医療圏文は聞の都道府患を越

えている場合は、その理由を以下にE萌L
・－－－・，ーーーーーーーー－－－－－－－－－・・ーーーーーーーーーーーー・ーーーー－－－－ーー－．，司・・・・・ー・・・・・・ーー・－---－ー・．峰・・・・e岨・．ーーー－---－・ E ・－－－－－－－－ーーー

※該当する項目について、上から？言語訪盟委番号引闘こ詰めて記入することa

接 申込日時点におドて予定している調車群を権威オるすべての韮家鱈塑甫民協力型病院!kV稲岡＂刑復協力描殻の晋毘諸世直府県、二次医療彊 L名

称金モれ;fれのfill在昔両首守民知釜「二次医療圏I，「名称j柵に記入（すでに荷車施霞番号を尉与している珊割高陸等同藩号を「名称』柵に記川

した上司そ引vそ・れ且見草加新たに瞳減額闘荷車となる場合又は新たに臨時砂糖協Jり噛設となる場合は「新知欄に「01を記入すること。

15 



「基幹型臨床研lit；病院の指定の基準の当面の取扱いlこついてj の一部改正に係る新旧対照表、
新 ！日

研 修 医 名 簿 別紙1の（3)

(No. 

病院施設番号・ 臨床側彦病院の名称

記入日西麿 年 月 日

匡箪 量豊
基幹型病院 研修プログラム

量 墨 主主 屋鐘霊 霊童主 盟主
盤室

呈 皇 旦E 呈 主旦 生旦
査~ 畳呈 査~ 量畳

旦 目

※当該痢暁の研修プログラムで研修圭行っているすべての研修医（採用予定を金む，）についてliJf修開虫討手月日順に記入す

ること（餅』医師1持E入しない），噸修開始年月日』欄には、当該研修医が最棚こ（虫断がある場合は中断前！こ）研修を閑

婚した年月日を記入すること。「基幹劉荷境I樹こは、当該研修医カ電所属する基幹型痢誌の名称及E鰭号を記入すること。『研

修プログラムl 欄＇~＇士、当該研修医古瀬修を行っている研修プログラムの主称且ぴ番号圭記入することg 「備考」遡には、

当該研修医カ温去lこ中断している場合に当該病院で研修を閏婚した年月日圭記入すること。欄が足りない場合にはsコピー

により対応し、「刑o.）』欄二ページ数量記入する三と。

16 
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いlこついて」の一部改正に係る新旧対照表、
来庁 ｜日

別紙1の（4)

(No. 

臨床倒産指導医指導医）等の氏渚等

病院施設番号． 臨床研惇靖院E名称ー

盤霊
壁盟主 1 プログ

輩翠会 フム責任者

監」主 2 ~Iプロ
皇当金 笠豆丞 研修プログラ グラム重佳

主主 重昆 盆盛 盗E主 盗盤笠 重
竪 謹盗塁主 ム

3研修実施
笠主主

査_:_Q 萱佳萱
4臨床新監

盤ム之i 霊童匡
（指導医）

※ 「担当分野i欄こは3 様式市版3o;臨床車修を行2分野及。情理（CPC）を記入主ることa

※ 慨属｜欄には、臨床有階指導医億導医）等方新属する痢混又は施設の名症を記入主ることa

※ 「資鐙笠｜欄には、受講した指導臨昔習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること2

※ [li刑11'プログフム｜概にはミ臨床開劇昔導医（指噂医）等方粗当するすべての研修プログラムの主称を記入
すること2

※プログラム劃王者、副プログラム童jf君、研修実施意｛壬者及。灘保研樹旨導医（指導医）については、 f備考j置にそれ
ぞれに1応じた番号を記入し、併せて研修プログラム0冶称を記入すること♀

＊研修実施室if'昔・・・協力型臨床開闘荷涜又は臨床研車協力施設において3 当該施設における漉床専修の実施を管理する

主
＊臨尿研働旨噂医（指導医）・・・研修医に対する指噂を行う医師であり、 7年（84月）以上回臨床経験及ひ特導医養成
講習会等の慰謝密殺を有する者

※遡が足り劇場合にはョコピーにより対応し、「蜘 ）｜欄にページ数を記入することa
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」の一部改正に係る新旧対照表、
新 i日

即蹄王1の（5)

1 3.診療掛ごとの入院患者・外来患者の数

既に番号を酎与している臨床明闘荷車についてl割問喧撞盟書号を記入してくださ同

臨席研闘再乃名称

調直結設番号

病院で定め その他の研

た必信科目 修を行う器

2藍魁 塵聾
星_____i):

茎旦

覇

年間入院患者実数
~ 

。内出肱魯件寄E又は分娩伴教

年目制捌崎容者数

1日平祐昨串患者数

／ （）内は年晶帆来器曜日数
~ A」 」u u 」」 」」 ” 

平喝庖珪日韓

童塾屋盟盤
（うち直属研陸指導医｛指導医）

書的 ムA ムよ 」」 ~ ll ll i」 ll 」」 」日 』 J詮 且 且 J出 土」

※ 「情品入院患者実現句とi土、申i岬症の前々草壁の揖壇愚者数に申込年産同梓度中における新入院邑者数を加え士教とすること2 時唱繍

外来息者数Jとは、申込年症の前年度中に期直したタ陣曹者のうち初器料を揮定した患者数とすること2 「1日平埼向快事者数J~I本年開

外穿且者彊激年司間外来器曜日書受注こよる数。H散第二位を四捨宜ユ）とすること。『病詣で定めた必峰科目の器療科j繍障が足りなし場合にま、

続括 購t自由）に記載し痢寸すること。「救意糊t1及び「分樹牛動とは、 11.の救急哩諜の実績の前年度の惜級び15. の正常分娩

併噛と異常分娩牛教¢〉合計とすること2

※ f内科j とは、呼吸器内科、問団納科、楯環器内科、補柄同等を含めtc.Z義の内科のうち基本車時冊目の内科分野の研檀を行う調桝

であり、「外科Jとは、 ι噛血菅現科、呼唖車排秋脱出手陣を古めtc.Z華同榊ηうち基本研陸科目の外柑揮の研修を行う器療科であるこ

よL

※内科＆U噛急部門こ係る患者叩症例リストを時仲ずること。備拭佳節

18 
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」の一部改正に係る新旧対照表、
新 ｜日

1 3.診療科ごとの研修医の数

聞こ番号を取脅している臨i研修宵闇こついて協同境蹟虫垂骨を阻入してください，

（平成 年度分） 臨床研修病院の名称

病院施設番号：

基幹型病院名 担当分野
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

※ 申込年度の次々年度分、次々々年度分を別菜で作成する」と。
※ 「基幹型病院名」欄には、当該病院が申込年度の次々年度又は次々々年度に研修医を受け入
れる基幹型病院の名称及びそのプログラムにおける自病院の担当分野をすべて記入し、基幹型
病院及び担当分野ごとに各月に受け入れる研修医の延人数（研修期間1月について1人とする
こと）を記入すること。また、複数の基幹型病院の研修医を受け入れる担当分野がある場合に
は、その担当分野ごとの合計を記入すること。

※ 「担当分野」欄には、内科、救急部門、地域医療、外科、麻酔科、小児科、産婦人科及び精
神科のみを記入すること（選択科については記入しないこと）。

※ 担当分野が選択必修科目又は選択科目の場合は、受け入れる研修医の延人数は、受け入れ予

定の最大数を記入すること。
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」の一部改正に係る新旧対照表、
新 ｜日

24. 協力型臨床捌易商境としての研修実績 別紙lの（6)

臨床研働丙境の名称。晋在都創守県及び二次医療齢

ill申込年度において檎食する臨応研働丙涜群の制見

基幹型臨床湾噛荷車 左記研陸プロ
臨時研1釘間車群 研陸プログラム

（韮辞型相当犬学調1湖 グラムiこ；おい

て協力型臨床

重 萱 所在都溜守 宜主二車 開闘丙院とし

主主生 圭整 主主E 重量 主呈
呈 圭 呈 匡遼璽 て研睦を行う

担当金量

ー
※ 申込年度において概除するすべての病涜群について、上から群番号頒にそれぞれ該当する項目を記入すること。

申 研修置の受λ妄誼（見込み）

け）平成16年度から申込年度晴牌度までの受λ実績

＂＇＂嘘 16主韮虫、ら申込年度両前年度までにー瞳力型車盟として研倍医を受入れた数等を年度別に、研修医ごとにIi!λすること。哩入措置のない年掴こついては

韮産B!l_

主座主連壁

研修匿の氏名 4 5 6 7 8 9 10 11 立 1 2 3 宣
基射型民訴珊惨掴誌名

主盟主主 旦 旦 旦 .!! .!! 且 旦 旦 旦 且 旦 .!! 書士

～～ι 
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「基幹型臨床研彦病院の指定の基準の当面の取扱いlこついて」の一部改正に係る新旧対照表
、

新 ！日

～→ ω ' 

;, 

， w 
一守

一、 d ' 

平成00年度

研修盛岡氏名 4 旦 6 7 旦 9 10 11 旦 1 2 3 lべo;~i基鈴翠援誠珊修揖境各

星些E車 旦 旦 H H H H H 旦 旦 H 旦 月

帆 R

d子、ーJい司す勺

開叫＂＂＇＇
腎湾悦咋よ、匂当伝v足’4曹紗，，丈F,, イ也ニら

家；fl＇~者！神~~！~[l；；一；川 , I竺｜rム祖

'' . 

(2）申込年度の畳λ妄摘 t買迫舟）

掠申込拝由こおいて‘協力型草稿として研修匿を受入れた敵血盟入見込み等

を研修医ごとl=te入すること。

平成。。年度

21 



「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」の一部改正に係る新旧対照表

新 ｜日

車

基盤豊富盛 ~主主 当 研修置の氏名 4 5 呈 7 8 9 盟 且 旦 1 2 3 

畳盛濫 企畠 金 亙韮霊主 旦 旦 且 旦 旦 旦 旦 1l 1l 旦 旦 旦

畢

か一

~ 

』、 " 判ム川•,. 

j、 . 
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」の一部改正に係る新旧対照表

新 ｜日

2 5.研修プログラムの名称及。湖要
g1踊れの（7)

病完施設番号ー 臨床膏刊劉珂l晶の名称．

臨床研｛甥宵院群名

1.明彦プログラムの名称

2.制官プログラムの特色

3. 臨床研修の目標の概要

4.研修朝間 ）年 （闘Jjとして、「2年Jと記入してくださいJ

盤主 司刊摩後そのまま専門研修に入り 3年以上朝彦可能な病院立、その旨を記入し

てください。

5臨床明彦を行う分野 研悔捕ごとの病院文防施設伺階分野ごとの明彦期間）

＊ 同一の研修分野につし、て複数の病院文は施設で初主を行う場合には、適

宣澗を分割してすべての病院又は施設の名称。青院施設番号）を記入し
てください伺

＊ 研修期間は、研働昔野ごとに月単位で記入してください。各研修分野に
おけるプログフムの詳細は備考欄は記入してくださいg

＊ 選択必修科目、選択科目については、その診療科を選択した場合の病院

文は施設等を記入してください。
ーーーー－－－－－－－－－ーーーーー，－ ---.酔ーー， E -------- - ーーーーーーーーーーーーーー・－・，ーーー骨ーー－r-----------
病涜撞毅怒号 病院又は施設の名称 j研修期間

（記入伊D x x科 1234567 '00 病院 0か月

必修
出回 合、日

科目
合通臼

＂＇日
豊島 赤羽田

で定
ヲ内当日

主主
,,,a 
ヲ内ミ目
;,,a 

選翠 "'a 
坐皇室 ＂＇日

登且 ョ円当日

＂ぉ日
－＂＇匂コ ヲh日

23 



、「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いlこついてJの一部改正に係る新旧対照表

新
魁同｜ ｜ ヲh臼

備考・選抗必修第十目・.・0つの診療科の中からOつ以上を必ず濯択

基幹型臨床研働都民での研主期間・・・最低Cか月 ※最低8か月以上必要であるが、

出或医療との関係等に配慮しつq 1年以上行うことが望まししL

臨床研修協力施設での研修期間・・・最大0か月 ※合計3か月以内であること。ただし

へき地・離島診護軍肝等¢研修期聞が塗まれる場合土この限りでなし九

2年聞を通じて¢救急部門の研修とみなす休日・夜間の当置回数・・・約＝::J回

※外科、網梓主小児科、産婦人科、精神科についてl淵院で定めた必修科目祈墨択必修科目の欄に必ず

設け、記入することn

直~
臨刷出澗捻略称

6. 研修スケジュール（ー伺史・ニ年次： L哨刷d

臨掴酬同盟E制咽強入齢宅入して〈出、判 例。 J)

痢英文防搬の名称（病1涜j到鐙塑匠！ 且i旦i旦i且i1l.: 旦l且l旦l旦l旦l1l. : 1l. 
’ B I I I I I I E ‘ E 
I I I I I I I I 

施設番号） : *2 : : ' : 

凡例 0×病院｛の×o[zヨ丑 : 旦i

三♀王l_ : : ' 
トー－ :・ －トー・4一一－4一一一一十一一一ートー－－~一一ートーート一一一一－ i一一一十一一一

凡例企圃榔串｛企置企・ :z:凶 : : ..:!. : 

全量L : : : : : ' ・ I I I I 

FL朝日ロム融（口＆白血 12凶 : : 2. : 

口会L : 』 ' : 

一一一一一一ー 一一一ート一一一一ートー ト : 4－一ートーート ' : ト : ____ ，一一一トー－
F一一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーー－ ~－ー一一一一一一一－·一一一－ードーーーー司ーー一一一一，一一一一－·一一一一一炉ー－ー・吋－－－－－，ー一一ー一－·一一一一一l一一一一＇＂一一一一－·ーーーーー

一一一一一一一－ i 一寸一一十一一一ト一一十一一トーート一一十一一一十一一一十一一一l一一一十一一十一
一一ー－ーー・ー・－－－－・一一一一一一一一一一一守ー一一一一一ーーーー－ ·－一一一－·一一一一『一一一一一一，ーーーー－~－ー・－－・一一一一一一‘一一一一一，一一一一－.－－－－－－・－ーーーー句、ー－－－-..一一一一
－－一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーー＿J＿＿＿＿ 一一一一一＿，一一一ーーしーーー－＿，＿”一一＿，一一一一＿，一一一ー＿，＿＿一一＿.J_____ .l＿一一一＿，一一一一－＿，一一一一＿，一一一一＿J.＿ーーーー
ーーーーーーー一一一一一一一一一一一一ーーー－・一一一ーーーーーー－・－ー一一一「一一一一『一一－ーー守ーー－－ •r －ー一一一「一一一一一、一一一一一守一一一一－・－ーーーー，.ーーーー一、ーーー一－.一一一一一

ー一一一一一－ i -~ －ーーー「一一一十一一一－ j一一一－~ーーート一一十一－－：一一一－~一一一l一一一十一－－ t
ーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一τー－ーーー一一一一－・一一一一ー「一一ーー「ーーーー.. ’－ －－ー－.一一一一一「一一一一一、ー一一ー－ ~－ーーー－ r －一一一－，一一一一一一司一一一一－.一一一ー－ー
守一一一一一一ーー』一一一・－－－・一一一一一一一A一一一一一一一一一ーιーーーー－＂－ーーー」一一一一一，＿一一一＿，一一一』ー」ーーーー」一一一一＿，一一一一＿，一一一ーー＇－一一一一，＿ーーー－ ~－ー一一一
ーーーーー－－一一一一一一一一一一一一一一一一τーーーーーー－－－－r一一一一一「一一一一一、－－ーー－，.ー一一一r一一一一一「一一一一一、一一一一－，.ーーー－r－－－－－，－一一一一一、一一一一－.一一一ーー
一一一一一一一一一ーーーーーーーーーーーーー＿， －ーー一一一一一一－~－－ー－－」e ←ー－＂一一一一＿，＿一一一－·一一一ーー」ーーー－－＇－－－－－~一一一一－.一一一ー＿，一一一一一」一一一ー－ ~－一一一
ーー－ーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一司ー一一一一・－－－－r一一一一一「一一一一一、ー一ーーー苛ー－－－－r－ーー一一「一一一一一、一ーーー.，一一一一也r--－－ー‘一一一一－；一一一一－，一一一
一一一一一一一一ーー一一一一一・一一一一一一一一一ー‘ーーーーー』ーーーー占一一一一一‘一一ーー－・ーーーームーーー－＂一一一一一一＆一一一一一」一一一＋ー一一ー，＿ーーーー‘守ー一一一
一一一一一 一一一－i一一一一ート ト : ぺ一一斗一一一ト イ ートーート一一；一一－i一一一ト一一

判。臨時研働問梅津正面両面示扉辰五1つの研修プログラムの中で研（健1ーこ主2主捌蛇行う相扮晋の隠樫詮る明主措 tたすきが

｜日
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」の一部改正に係る新旧対照表

新
け方式諭を採用十る場合Ii当時鵬プログラム柵僻野訪問こ当扇野ぜ画面長面市扇面支出施設の名称:!kV覗修期間掛用制こ記
入した上で、研陸分野の鵬番のパターンご~10奇惜スケジュール相障に詐λすること。また、院議の研修プログラムカ唱数存主汁る場合
i;l:. すべて¢閣F陣プログラムを 1枚にまとめたちのを嗣叶するこ~－

*2・四時合野1欄には 「5 臨床研陸を行う分野I欄に記入し乞珊酎措予を記入すること円
*3 翠時も凶揖ヰ呂ヰ慈眼科目広淘時分曹の各月ι珊信人組こついては桶苗ごJレZ瑠醐即浸入予定の中で考えられる畳大の畳入数を記

主主主主主L

置孟6 研修スケジューノレ（一年次・ニ年次ーも哨刷d

臨殺田鎖積軒高称

醐柄欄朗を醐こ日咽即酷也入して〈閥、判 (NO. 2) 

痢瑳又尚憾の名称白融｜査隆澄 i旦i旦j互j旦！ 旦j旦！旦i旦j旦！ 旦i旦！旦

建設置畳L ！ 主主 ； 
ーーー...ーーーーーーーーーーーーー...ーーーーーーー..、ーーーー..・ーーーー－.. －ーーー『ーーー一・一、ーー－--.. －一一ー－‘一一一一一、一一一一一.一一一一...ー一一一‘一一一一一．一一ーー

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーに一一一一一一一一 .J一一一一－＇一一一一＿，一一一.・＇一一一一・＇ーーーー＿ 1,. --- __  ,_ ----J. ---_1,.，宇戸－－・－－－－ー』－－－－－J.，ーー一手
ーーーーー日一ーーーーー...ーーーーーーーー、ーーーー..・ーーーー..ーーーー，.一一一ーー富一一一一－－ーー一一一r一一一一、ー一一一一r一一一一一r一一一一、ー一一ー－－一一一一一

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー－ーー一一＿，・ーーーー一一一一J一一一一一晶一ーー－－＇－－－－－－＇－ーーー・＇ －ーーーー、ーーーー・＇・ーー』争 J・ーーー.＇・ーーーー」ーーー＿，・ーーーー ιーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－－－－－... －ーーーーー－ー一一、一一一一司.，.ーーー－.. -－ーー、ーーーーー、ーーーー...ーーー.，..ーーー、ーーーー.，.ーーー.，..ーーー、ーーーー...ーーーー一一一一一一一ー－ー－ー－ーー＿＿，＿ー－ー－－－ーー占ーーー.A•• ーーーもーー＿＿_, _____ ＿，＿ーーーー．』ーーーームーーーー」ーーー一＿！，._____ , _____ .. ＿一ーーーしーーーー
ーーーーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーー.，－ーーーーー...ー、ーーーー－，.ーーー.，.ーーーー。ーーーーーτーーーー.，.ーーー.，・ーーーー、ーーーー.，.ーーーー「ーーー旬、ーーーー.，.ー－ーー
一一一一ーーーー一一一一ーーーー一一一一一一一＿，一一一一一一一一一」一一一一＿，一一一一＿，一一一一」一一一一＿，一一一一＿，一一一一」一一ー一＿，＿ーーーーム一一一ーー』ーーーー」ーー一一一ιーーーーー
ー一一一一一一一一一ーーー一一一ーーーーーーー.，.ーーー一一ーーー「ーー－－－，－ーーー.，.ーーー.，.一一一一τーーー一－r－ーーーー，..ー一一、一一一一一r一一ー一一「ーーーー一、一一一ー.，一一ー一一
一一一一一一一一一一一一一』一一一一一一一・＂一一一一一一ゐ一一一一一」一一－ ＿，＿ー－－ー一・一一一一」一一占一一ー・，＿ーーー・4』ーー一一＋ー一一＿，＿ーー－ －~一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一「一一一一一一一一一一、－ー－ー.，.一一一一「一一一一一l一一ー一－；・一一一一，.一一一一，一ー一一一、一一一一一r一一一一－，一一一一一一、一一一一一T一一ー一一
一一一一一一一一一一一一ー－ー』ー－ー一一ー·•·ーーーー ι・ーーーーー・ー一一一. ·•·一一一一・ーー一一一白..一一一＋ーー＿＿，一一一一－・一一一一』一一一＿，一一一一－. －一一一ー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートーーーー一守一一切；ーー...トーーーートーーーートーーーートーーーートーーーー：ーーーー＋ーーーートーーーー：ーーー＋ーーーートーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーー－－－－・＋ーーー一一一ーーー←ー一一一一・－－－ーードーーーー＋ーーーー可・ーーーー白.－ーーー申ーーーー喝ーーーー－ ~－ーーーキーーーーー‘ーー－－－・ーーーーー

一一一一ーーー一一’一一一一一一一一ー一一一一一ト一一一一一一一ーー－：一一一一－t一一ーーート一一一一一l一一一一－t一一一ーート一一一一一l一一一一一十一一一一ト一一一一1一一一一十一一一一十一一一一一
一一一一一一一一一一一一・ーーーーーーーーーー＿，＿--－ー可・ーーーー＿，.＿ーーーャーーーーι・ーーーー＿，.＿ーーー平ーーーー一・一ー一一ー・炉ーーーー』ドーーーーいーーーー・ー‘ーーー
一一一一一一一一一一一ー一一ー一一一ーーー一ーートーーーーーーー＋－ーー・t－－ーーートーーーーー；ーーーー＋ーーーートーーーーーlーーーー十一一一一十一ーーー十一ーー.－：・ーーー＋一一ーー
キ1・臨床研働雨漏草における臨床車両主で、 1つの研修プログラムの中で研修医によっで時惨を行う側妻分野の順番が異なる

研修方法（たすきがけ方式舗を援用する場合は当謝刑事プログラムの研修骨聖子立WIこ当該分野の珊曹を行う続税又

l:J施設の名称及v噺修期聞を本用紙に記入した上で、主刑事分野町順番のパターンごとにJ時間官スケジューノレを別業に記入

するこιまた間様の側事プログラムカ端数存在オる場合』土すべての側室プログラムを1枚iこまとめたものを添付

主呈三主L

*2 暗修分野l欄には 「5 臨時現干修を行う合野1欄に記入した研修分野を記入することn

*3 選択~緯科目キ遁淑科目の研修分野田各月の加直夫書官Iこついては、病混ごとの副主医の受入予忠田中で考えられる最大

q;受入書室房記入するこ！－.

｜日
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「基車埋臨床開~病院の指定の基準の当面の取扱いlこついてJ の一部改正に係る新旧対照表、
新 ｜日

別紙1の（8)

（副）プログラム責任者履歴書

( 1 . プログラム責任者、 2 副プログラム責任者） 1. 又は2 にOをつけてください。

墨壷

研修プログラムの名

整

亙屋

Jl!'!臓.!l.＇（舟宇療叫

匡籍畳韻番号

-------------------ー・ー，ー，ーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーー・ーーーーーーーーー
登録年月日

競床経験年数

主な履歴・教育歴※ 生；月

指導医講習会などの

濫草壁~

「プログラム童任者

蓋斑開会」の受講

歴

主な臨床経験及び業

績（臨庄における専

割分壁、手術件数‘

検査件数、経験症例

数など）※

所属学会名

「所属』欄こは、プログラム童任章又は副プログラム重任者古新属する痢境名を記入すること。

※については、適宜続紙（様式自由）に記入して添付すること。
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いlこついて」の一部改正に係る新旧対照表、
新 ！日

別紙1の（9)

臨床研修病院群を構成する関係施設相互聞の連携体制
基幹型臨床研修病院の病院施設番号

臨床研修病院群名．

医師の往来の査無 1. 査 0.無（いずれかにOをつけてください。査にO圭つけた場合には、以下に具隼

的な肉容を記入してくださいρ

医療機器の共同利用 1. 査 0 無〈いずれかにO圭つけて〈ださC¥o有に0圭つけた場合には以下に具佳

的な内容を記入してくださいJ

合同臨府背理検討会の開催 1.有 o.無（いずれかにOをつけてくださ＇°＇有に Oをつけた場合には、以下に具

備甘な内容を記入してくださ川）

その他の診擦及び臨床研修 1.有 0.無（いずれAヰこOをつけてください2 査にOをつけた場合には語以下に具

についての連携 体的な内容を記入してくださ＇ J.)

｜楽畝しな山
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いlこついて」の一部改正に係る新旧対照表
、

新 ！日

l別紙21 匝画
研修医アンケート 研修医アンケート

（略） （略）

1.基材告な臨尉食査・手技にういて 1. 基相句な臨床検査・手技について

（略） 備）

臨床検査・手技 自己評価 臨床検査・手技 自己評価

A （徳実にできる） B（だいだいできる、た c （あまり自官が私し＼ D （できない） A恒藍実にできる） B（だいだいできる、 c （あまり自慣がな D （できない）

,5：んできる） ひとりでは不安） お以Jできる） い、ひとりでは不安｝

【検査渇適応を判断し、結果を解釈することl( 1 1項目） 【検査の岨応を判断し、結果を解釈すること】（1 1項目）

1～5 （略J 1～5 （略）

6 !'f盤鮒討鐘 6 盟樹齢鐘

7～1 5 （略） 7～1 5 （略）

1 6 麹量圧迫 1 6 心マッサージ

1 7～23 C略） 1 7～23 （略）

細書） （略）

2～4 （嗣 2～4 （略）
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